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叩
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ロ

mm℃問。を・
ωmwn宮田町ロ国間
vmw仲間己目、四日回口円相
n
z
-
c
σ
0
3円・〈・出・【
U
Z
同国間岡田
n
F
-
@一ヨ

-
「
∞
何
回
。
ゴ
」

H
巴
宮
〈

g
m昌
明
。
戸

E
n
z
g目
立
伺
加
刊
ケ
宮
田
加
〈

0
・∞門出。ゴ・

3
宰
・
(
「
レ
i
ン
法
」
は
シ
ョ
ッ
ト
自
身
の
訳
)

・
「
邦
訳
」
H

久
保
正
幡
・
石
川
武
・
直
居
淳
訳
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』
、

一
九
七
七
年
、
創
文
社
。

-
「
前
稿
」

H

石
川
武
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ
l
ン
法
と
国
制
」
(
一

)
1
2
一
)
、
本
誌
五
O
の
三
i
五、

一
九
九
九
1
二

0
0
0
年。

-
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
「
回
開

g
開2
0
8」
、
「
相
続
法
」
、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
、
「
補
論
」
、
「
平
和
と
法
」
、
「
『
mnz'

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

吉
田
」
、
「
裁
判
(
権
)
」
、
「
中
世
法
」

H

石
川
武
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
本
誌
三
七
の
二
、
一
九
八
六
年
、

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
」
、
「
法
制
史
研
究
」
一
一
一
六
、
一
九
八
七
年
、
「
開
拓

g唱
者
向
お
考
」
、
本
誌
三
七
の
五
、

九
八
七
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
相
続
法
の
位
置
」
、
本
誌
三
八
の
五
・
六
、

一
九
八
八
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ

ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
(
二
、
本
誌
三
九
の
五
・
六
、

一
九
八
九
年
、
「
ア
イ
ゲ
ン
と
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
・
補
論
」
、
本
誌
四
O

一
九
九
O
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
平
和
と
法
」
(
ご
、
本
誌
四
O
の
五
・
六
、

一
九
九
O
年
、
「
『
m
n
E
S
で

のあ
っ
て

R
E
g
で
は
な
い
者
」
、
本
誌
四
一
の
五
・
六
、

一
九
九

φ

年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
裁
判
(
権
)
」
、
本
誌
四
九

一
九
九
八
年
、
「
中
世
法
の
規
範
構
造
|
|
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
の
場
合
|
|
」
、
本
誌
四
九
の
三
、

一
九
九
八
年
。

の

序
章
|
|
問
題
の
所
在

(
1
)
 

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
レ
l
ン
法
」
に
次
の
条
項
が
あ
る
。
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「
し
か
し
な
が
ら
、
家
臣
の
へ

1
ル
シ
ル
ト

2
2
5
Z
H
Z
B
g
n
z
E
)
は
、
彼
が
故
殺
に
よ
っ
て
(
号
『
与
号
E
R
U
H
E
R
U
叶
。

z
n
E晶
)
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'5:h. 
口問

彼
の
同
身
分
者
(
加
S
O
S
H
S
S
E
a
-
)

。g
g出向)(レ
l
ン
法
に
関
し
て
は
特
に
同
じ
(
ヘ

l
ル
)
シ
ル
ト
を
も
っ
者
)
の
家
臣
に
な
り
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
そ
の
者
か
ら
所
領
を
受
領
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
そ
の
臣
従
関
係
が
(
一
代
の
う
ち
に
終
り
、

彼
の
封
相
続
人
に
)
相
続
さ
れ
な
い
限
り
は
」
(
レ
i
ン
法
五
四
・
二
)
。

「ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」
は
も
と
も
と
「
(
軍
隊
で
)
戦
士
が
用
い
る
楯
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は

(
そ
し
て
、
現
在
の
学
界
で
も
一
般
に
)
、
国
王
の
も
つ
第
一
の
そ
れ
か
ら
始
ま
り
第
七
の
そ
れ
で
終
る
(
こ
う
し
た
個
別
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
指

す
場
合
に
限
っ
て
単
に
「
シ
ル
ト
」

(
5
5
と
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
)
レ
l
ン
法
上
の
地
位
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
身
分
秩
序
全
体
(
い
わ
ゆ
る
「
へ

l

ル
シ
ル
ト
制
」

H

出

0
2∞
n
E
5
2
E
E加
)
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
者
」
、
あ
る
い
は
、
「
へ

l
ル
シ
ル

ト
制
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
者
だ
け
が
、
「
レ

l
ン
(
法
上
の
)
能
力
」
(
宮
吉
田
忠
E
m
E
C
(
特
に
授
封
能
力
と
見
又
封
能
力
)
を
も
ち
、

(
俗
に
言
え
ば
)
い
わ
ゆ
る
「
封
建
身
分
」
の
一
員
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
条
項
は
、
あ
る
家
臣
が
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
)
「
同
身
分
者
」
の
家
臣
に
な
れ
ば
「
シ
ル
ト
」
が
(
一
つ
)
下
が
る
、
と
い
う
原
則
を
前

提
し
た
上
で
、
そ
の
例
外
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
故
殺
に
よ
っ
て
」
と
い
う
表
現
が
何
を
意
味
す
る
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
な

い
が
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
ケ
l
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
家
臣
が
「
同
身
分
者
」

の
親
族
の
一
人
を

(
あ
ら
か
じ
め
殺
意
を
も
た
ず
に
、
過
失
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
結
果
と
し
て
)
殺
害
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
償
う
た
め
に
、
(
お
そ
ら
く
「
人
命

(2) 

金
」
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
に
、
と
い
う
場
合
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
)
、
「
同
身
分
者
」
に
臣
従
礼
を
捧
げ
て
そ
の
家
臣
に
な
っ
て
そ
の
者
に

(
3
)
 

仕
え
、
時
に
は
(
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
し
た
上
で
改
め
て
そ
れ
を
レ
l
ン
と
し
て
受
領
す
る
、
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
)
そ
の
者

か
ら
所
領
ま
で
授
封
さ
れ
る
、
と
い
う
ケ
l
ス
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
こ
う
し
た
場
合
、
こ
の
臣
従
関
係
が
家
臣
の
封
相
続
人

(
H
彼
の
息
)
に
「
相
続
」
さ
れ
な
い
限
り
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
家
臣
の
代
に
関
す
る
限
り
、
右
の
原
則
に
か
か
わ
ら
ず
家
臣
(
自
身
)
の
へ

l



ル
シ
ル
ト
が
ご
っ
)
下
が
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
ニ
)
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
同
書
「
ラ
ン
ト
法
」
に
見
ら
れ
る
「
刑
事
法
」
的
諸
規
定
に
照
ら
す
と
、
お
よ
そ
あ
り
そ
う
も
な

い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

(
4
)
 

「
ラ
ン
ト
法
」
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
故
殺
」
の
罪
を
犯
し
て
有
罪
を
立
証
さ
れ
た
者
は
、
斬
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

(
中
世
の
平
和
運
動
、
特
に
ラ
ン
ト
平
和
令
に
よ
っ
て
日
の
目
を
見
た
ば
か
り
の
)
身
体
・
生
命
刑
は
(
当
時
は
ま
だ
)
必
ず
執
行
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
問
書
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
(
特
に
「
封
建
身
分
」
の
者
に
つ
い
て
は
大
多
数
の
場
合
)
、
被
害
者
(
の
親
族
)
に
は
人
命
金
を
、
ま
た
、

(
5
)
 

裁
判
官
に
も
(
人
命
金
相
当
額
の
)
罰
金
を
支
払
っ
て
、
そ
の
執
行
を
免
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
同
書
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)

裁
判
は
、
ま
だ
「
原
告
な
け
れ
ば
裁
判
(
官
)
な
し
」
と
い
う
古
い
原
則
に
立
っ
て
お
り
、
(
被
害
者
が
助
け
を
求
め
て
「
叫
び
声
」
を
挙
げ
る
と
、

そ
れ
が
「
訴
訟
の
開
始
」
H

「
告
訴
」
と
見
な
さ
れ
る
)
現
行
犯
の
場
合
を
例
外
に
し
て
、
被
害
者
が
訴
え
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、
犯
罪
が
「
法
」

(
6
)
 

(
H
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
)
の
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
レ
ー
ン
法
五
回
・
二
も
、
お
そ
ら
く
、
被
害
者
の
親
族
で
あ
る
「
同
身
分

者
」
が
訴
え
を
起
こ
さ
ず
に
「
示
談
」
に
し
た
ケ
l
ス
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
書
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
、
窃
盗
や
強
盗
を
働
い
て

(
H

被
害
者
に
盗
品
を
返
還
し
蹟
罪
金
を
支
払
い
)
そ
れ
を
示
談
に
し
た
者
(
で
さ
え
)
も
、

8
n
E
S
(
H
「
法
喪
失
者
」
)
と
宣
告
さ
れ
ア
イ
ゲ
ン
と

(7) 

レ
i
ン
を
剥
奪
さ
れ
る
、
と
い
う
条
項
が
あ
る
。
こ
の
「
法
喪
失
」

(
m
R
E
S
-加
宮
広
)
は
い
わ
ば
中
世
に
お
け
る
「
公
民
権
」
の
剥
奪
と

も
一
言
、
つ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
レ

1
ン
法
」
の
冒
頭
で
も
「
法
を
欠
く
者

(
H
法
喪
失
者
)
は
レ

1
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
欠
く
」
と
さ
れ
て

(
8
)
 

い
る
か
ら
、
「
法
喪
失
者
」
が
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
た
ず
(
中
世
に
お
い
て
は
「
公
民
」
中
の
「
公
民
」
と
も
言
う
べ
き
)
「
封
建
身
分
」
に
属
し

(
9
)
 

え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
レ
ー
ン
法
五
四
・
二
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
原
則
に
照
ら
せ
ば
あ
り
え
な
い
、
あ
る
い
は
、
あ
っ
て
は

北法50(6・31)1361 

な
ら
な
い
ケ
l
ス
と
言
っ
た
の
は
、
大
要
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。



説
三宅'h、
白岡

(
三
)
私
は
最
近
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

I
ン
法
と
国
制
」
(
の
関
係
)
に
つ
い
て
、
私
見
を
ま
と
め
る
機
会
が
あ
っ

(m) 

た
(
以
下
、
「
前
稿
」
と
い
う
)
。
そ
の
際
に
私
は
、
同
書
の
「
レ

l
ン
法
」
に
は
「
皇
帝
」
や
「
参
審
自
由
人
」
の
語
が
(
ま
た
「
自
由
人
」
の
語

は
ほ
と
ん
ど
)
姿
を
見
せ
な
い
な
ど
、
同
書
の
「
ラ
ン
ト
法
」
と
「
レ
l
ン
法
」
と
で
は
(
国
制
に
か
か
わ
る
)
用
語
法
に
相
違
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
、
(
同
書
の
「
国
制
」
像
の
基
軸
を
な
す
)
「
裁
判
権
レ
l
ン」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
に
授
封
さ
れ
る
(
流
血
)
裁
判
権
)
に
つ
い
て
も
、
「
ラ

ン
ト
法
」
と
「
レ

l
ン
法
」
の
記
述
の
聞
に
は
、
幾
つ
か
の
点
で
(
少
な
く
と
も
あ
っ
さ
り
見
過
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
)
離
舗
が
あ
る
、

(
日
)

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

前
稿
に
お
い
て
私
は
、
同
書
の
「
ラ
ン
ト
法
」
と
「
レ
l
ン
法
」
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
相
違
や
醐
舗
を
説
明
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に

次
の
よ
う
な
私
見
を
提
示
し
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
書
の
「
ラ
ン
ト
法
」
で
記
述
さ
れ
て
い
る
「
平
和
の
法
」

(
H
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
身
体
・
生
命
刑
と
そ
れ
を
効
果
的
に
適
用
す
る
た
め
の
(
特
に
現
行
犯
)
手
続
)
を
武
器
に
し
て
犯
罪
(
お
よ
び
実
力
に
よ
る
紛

争
の
解
決
)
を
禁
圧
す
る
こ
と
を
重
要
な
任
務
と
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
、

し
た
が
っ
て
ま
た
(
そ
れ
を
基
軸
と
す
る
)
同
書
の

「
国
制
」
像
に
は
「
理
想
像
」
的
性
格
が
色
濃
く
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
(
家
臣
権
が
強
く
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
「
国
家
」
形
成

的
に
機
能
し
え
な
い
)
「
一
般
(
な
い
し
、
通
常
)
の
レ

i
ン
法
」
に
関
す
る
記
述
が
、
お
そ
ら
く
最
も
現
実
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
レ
ー
ン

法
が
「
国
制
」
と
か
か
わ
(
り
、
そ
れ
が
「
国
制
」
の
積
極
的
構
成
契
機
と
し
て
現
れ
)
る
場
合
に
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
(
「
国
制
」
と
か
か
わ
る
)
分

だ
け
現
実
か
ら
離
れ
「
理
想
像
」
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
私
見
の
概
要
で
あ
り
、
レ
ー
ン
法
五
四
・
二
の
ケ
l
ス
は
、
こ

う
し
た
私
見
を
裏
づ
け
る
恰
好
の
事
例
と
し
て
、
前
稿
の
「
結
、
ぴ
」
に
当
た
る
箇
所
に
引
用
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
四
)
前
稿
に
お
い
て
私
は
、
さ
ら
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
「
国
制
」
像
の
現
実
か
ら
の
距
離
を
測
定
す
る
た
め
の

北法50(6・32)1362



(
同
書
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
中
に
あ
る
)
指
標
と
し
て
、
同
書
(
テ
キ
ス
ト
)
の
成
立
史
に
関
し
て
最
近
(
再
び
)
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
見
解

を
紹
介
し
て
お
い
た
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

同
室
田
の
著
者
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
自
身
、
(
一
般
に
著
者
自
身
の
手
に
成
る
と
さ
れ
て
い
る
)
「
序
詩
|
|
対
韻
句
形
の

l
l」

の
中
で
、
同
書
は
は
じ
め
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
が
、
そ
れ
を
(
主
君
フ
ア
ル
ケ
ン
伯
ホ
イ
ヤ
l
の
要
望
も
だ
し
が
た
く
)
「
い
や
い
や
な
が
ら

(ロ)

ド
イ
ツ
語
に
移
し
た
」
旨
、
証
言
し
て
い
る
。
そ
こ
で
早
く
か
ら
、
同
書
の
「
ラ
テ
ン
語
版
原
本
」
の
問
題
(
H
そ
れ
は
事
実
存
在
し
た
か
、

存
在
し
た
と
す
れ
ば
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
か
、
残
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
何
が
そ
の
原
本
か
、
と
い
う
問
題
)
が
論
議
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問

題
に
関
し
て
は
、
今
日
ま
で
(
あ
る
い
は
、
ご
く
最
近
ま
で
)
、
「
ラ
テ
ン
語
版
原
本
」
は
確
か
に
書
か
れ
た
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
は
い
な

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1 ) 

ぃ
、
と
い
う
の
が
一
般
的
見
解
で
あ
る
(
あ
る
い
は
、
あ
っ
た
)
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
(
最
近
再
び
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
異
説
は
次
の
よ
う
に
考
え

る
。
①
「
レ

l
ン
法
」
に
関
す
る
限
り
、
「
ラ
テ
ン
語
版
原
本
」
(
な
い
し
、
そ
れ
に
ご
く
近
い
形
の
も
の
)
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
す

一
四
世
紀
初
頭
な
い
し
前
半
に
、
「
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
」
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
戻
し
た
、
と
さ
れ
)
古
く

な
わ
ち
、
(
一
般
に
は
、

か
ら
〉
C
2
2
5吉
田
号
宮
宮
町
三
仲
間

(
H
「
レ
l
ン
に
関
す
る
古
い
著
作
」
リ
「
古
・
レ
l
ン
法
書
」
ほ
ど
の
意

i
l
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
、

な
い
し
、
「
A
V
」
と
略
す
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
ぎ
こ
ち
な
い
韻
文
で
書
か
れ
た
)
書
物
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
」
は
、
(
「
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
」
を
底
本
に
し
て
第
三
者
が
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
戻
し
た
も
の
で
は
な
く
て
著
者
(
ア
イ
ケ
)

自
身
が
「
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」
を
執
筆
す
る
際
に
底
本
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
②
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ

北法50(6・33)1363

ス」

(
H
ラ
テ
ン
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
)
と
「
(
ド
イ
ツ
語
版
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」

の
本
文
は
い
ず
れ
も
、

一
般
に
(
後
者
の
現

行
刊
本
の
配
列
順
に
従
っ
て
)
「
ラ
ン
ト
法
」
↓
「
レ

l
ン
法
」

の
順
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
「
レ

l
ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト

法
」
の
順
に
書
か
れ
、
最
後
に
「
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」
の
巻
頭
に
「
序
詩
」
・
「
序
文
」
な
ど
が
付
け
加
え
ら
れ
て
、
今



説

日
わ
れ
わ
れ
が
見
る
よ
う
な
「
ラ
ン
ト
法
」
↓
「
レ

l
ン
法
」
と
い
う
配
列
に
変
え
ら
れ
た
。
③
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

(
H

が
施
さ
れ
た
。
以
上
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
異
説
の
大
要
で
あ
る
。

北法50(6.34)1364 

「
ラ
テ
ン
語
版
原
本
」
)
成
立
の
際
に
も
、
ま
た
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
語
に
移
す
際
に
も
、
「
ラ
ン
ト
法
」
を
執
筆
し
た
後
、
(
そ
れ
よ
り
先
に
書
か

ユi人

員同

れ
て
い
た
)
「
レ
l
ン
法
」
に
(
特
に
「
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
」
の
「
レ
i
ン
法
」
に
は
か
な
り
の
分
量
の
)
「
補
足
」
お
よ
び
「
改
訂
」

(
五
)
前
稿
に
お
い
て
私
は
、
こ
の
異
説
を
と
り
あ
え
ず
「
仮
説
」
の
形
で
紹
介
し
、
そ
れ
を
「
レ

l
ン
法
と
国
制
」
の
問
題
を
論
ず
る

た
め
に
依
拠
し
た
「
レ

l
ン
法
」
の
諸
条
項
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
私
が
(
現
実

に
最
も
近
い
と
考
え
た
)
「
一
般
の
レ

l
ン
法
」
に
関
す
る
諸
条
項
は
、
大
部
分
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
が
あ
(
る
古

い
層
に
属
し
て
お
)
り
、
逆
に
、
(
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
「
国
制
」
像
を
承
け
て
、
「
理
想
像
」
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
た
)
「
レ

l
ン
法
の

国
制
化
」
に
か
か
わ
る
諸
条
項
は
、
大
部
分
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
が
な
い
(
つ
ま
り
、
右
の
異
説
を
前
提
に
す
れ

ば
、
「
ラ
ン
ト
法
」
執
筆
後
「
レ
l
ン
法
」
に
補
足
さ
れ
た
新
し
い
層
に
属
し
て
い
る
て
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
こ
の
結

呆
は
、
(
三
)

で
述
べ
た
私
見
に
と
っ
て
、

一
つ
の
(
有
力
な
)
「
状
況
証
拠
」
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
冒
頭
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
五
回
・
二
に
関
し
て
は
、
新
た
に
一
つ
の
(
必
ず
し
も
容
易
に
は
解
き
え
な
い
)

問
題
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
ア
イ
ケ
は
(
ド
イ
ツ
語
版
)
「
レ

l
ン
法
」
の
執
筆
に
当
た
り
、
一
方
で
「
ラ
ン
ト
法
」
の

建
前
を
盛
り
こ
ん
だ
条
項
を
(
か
な
り
の
分
量
)
「
補
足
」
し
な
が
ら
、
他
方
で
同
時
に
こ
の
よ
う
な
「
ラ
ン
ト
法
」
の
建
前
に
反
す
る
例
外
を

「
補
足
」
し
た
の
か
(
あ
る
い
は
、
「
補
足
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
)
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
、
前
稿
に
お
い
て
は
と
り
あ
え
ず
は
註
の
中
で
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
は
同
時
に
「
裁
判
権
レ

l
ン」

(
H
ラ

ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
が
国
王
か
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
に
順
次
下
り
て
い
く
階
梯
に
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
注
目
し
、
次
の
よ



(
日
)

、
つ
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ケ
は
「
ラ
ン
ト
法
」
を
執
筆
し
た
の

ち
、
「
あ
る
家
臣
が
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
る
と
そ
の
(
へ

l
ル
)
シ
ル
ト
が
(
一
つ
)
下
が
る
」
と
い
う
原
則
に
(
「
ラ
ン
ト
法
」
(
の
一
条
項
H

ラ
ン
ト
法
二
了
六
五
・
二
)
で
、
そ
の
場
合
で
も
「
彼
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
出
生
(
身
分
)
お
よ
び
(
各
人
生
得
の
)
法
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
」
と
い

う
歯
止
め
を
か
け
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
「
レ
l
ン
法
」
で
も
)

レ
ー
ン
法
五
回
・
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
な
い
と
、
ラ
ン

ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
機
能
を
(
実
質
的
に
)
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定

が
そ
れ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
直
接
に
は
、
こ
う
し
た
推
定
の
是
非
を
、
(
こ
こ
で
も
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
異

説
を
「
(
作
業
)
仮
説
」
と
し
て
前
提
し
た
上
で
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
お
よ
び
「
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」
の
へ

i
ル
シ
ル
ト

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルトitlj(1) 

(
制
)
に
関
係
す
る
諸
条
項
に
つ
い
て
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
自
身
と
し
て
は
ひ
そ
か
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
ザ
ク

セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
し
て
は
(
右
に
紹
介
し
た
)
異
説
の
方
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
(
も
ち
ろ
ん
、
当
面
は
へ
l
ル

シ
ル
ト
制
の
問
題
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
)
ほ
ぽ
完
全
な
形
で
論
証
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
し
て
い
る
。

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

第
一
章

に
お
け
る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制

(
一
)
本
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
(
「
序
章
」
で
述
べ
た
よ
う
な
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
「
(
作
業
)
仮
説
」
に
従

北法5u(6・35)1365

え
ば
|
|
以
下
同
様
)
「
最
も
古
い
」
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
に
関
す
る
史
料
的
所
見
を
検
討
す
る
。

た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

(
1
)
本
章
に
お
け
る
作
業
は
、
ほ
ん
ら
い
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ
!
ト
ゥ
ス
」
全
巻
か
ら
の
}
否
。
5
(
H
P
E
a
)
の
語
(
お
よ
び
、
関
係



説

キ
I
・ワ
l
ド
)
を
カ
l
ド
に
と
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
完
全
な
「
索
引
」
を
作
成
し
た
上
で
、
そ
の
用
語
法
を
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

三チム
ロ岡

の
上
で
、
次
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
「
テ
キ
ス
ト
E
」
に
付
さ
れ
た
の

-sg色
白
老

S
F
5
2
に
よ
っ

て

}Mnan--丹
お
よ
び
笠
宮
の
語
(
お
よ
び
関
係
キ
l

・ワ
l
ド
)
の
所
出
箇
所
を
当
た
り
、
次
に
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

(
H
「
テ
キ
ス
ト
E
」
お
よ

北法50(6・36)1366

し
か
し
、
現
在
の
私
に
は
そ
の
た
め
の
用
意
も
時
間
的
な
余
裕
も
な
い
の
で
、
従
来
の
経
験
か
ら
必
ず
し
も
完
全
を
期
し
難
い
こ
と
は
承
知

び
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
に
お
け
る
)
考
証
に
拠
り
な
が
ら
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る
対
応
条
項
・
対
応
箇

所
の
有
無
と
(
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
)
そ
の
表
現
を
調
べ
、
最
後
に
、
念
の
た
め

(
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
編
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

の
の

z
a
R
に
見
ら
れ
る
己
弓

2
∞
の
語
(
お
よ
び
、
関
係
キ
l

・ワ
l
ド
)
の
所
出
箇
所
に
よ
っ
て
補
足
す
る
よ
本
稿
執
筆
の
た
め
の
作
業
の
過

程
で
そ
れ
以
外
に
目
に
つ
い
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
補
足
す
る
)
。

一
O
条
項
(
一
二
箇
所
)

(
2
)
以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
ま
ず
次
の
こ
と
が
判
る
。
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
己
〕
る
n
E
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は

(
日
)

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
は
す
べ
て
「
レ

l
ン
法
」
に
対
応
条
項
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
の
一
条
項

で
は

n
q官
己
聞
が
文
字
通
り
「
楯
」
を
意
味
し
て
お
り
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
と
は
関
係
が
な
い
の
で
、
本
稿
で

(
日
)

の
考
察
か
ら
は
除
外
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
は
門
戸
高
n
E
の
語
が
姿
を
見
せ
な
い
が
、
「
レ
l
ン
法
」
の
対

(
日
)

応
条
項
で
は

zan--円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
が
四
条
項
(
六
箇
所
)
あ
る
。
本
章
で
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
「
レ

i
ン
法
」
の
対
応
条
項
の
い
ず
れ
か
一
方
に
、

n}弓
n
E
あ
る
い
は
『
同
man--円
の
語
が
現
れ
る
条
項
を
(
直
接
の
)

考
察
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
を
も
加
え
る
と
、
こ
こ
で
の
考
察
対
象
は
(
差
し
引
き
ご
三
条
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
ニ
)
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
「
レ

l
ン
法
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
一
三
条
項
に
、
さ
ら
に
そ
の
理
解
に

資
す
る
た
め
、
(
両
者
の
い
ず
れ
に
も

n
Z
E∞
な
い
し

(ESE-門
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
こ
れ
ら
の
条
項
と
密
接
に
関
連
し
、



(口)

い
ず
れ
も
「
レ
l
ン
法
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
)
前
後
の
五
条
項
を
加
え
て
、
都
合
一
八
条
項
の
邦
訳
を
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
配
列
順
に
掲
げ
る

と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①

A

V
一
・
二

H
E
2
0
3丘
町
長
田
己
弓
2
∞

(
H
レ
l
ン
の
、
な
い
し
、
レ
l
ン
に
関
す
る
楯
)
は
国
王
に
始
ま
り
、
第
七
の
そ
れ
で
終
る
」

(
凶
)

(レ
i
ン
法
二
。
(
ひ
き
つ
づ
き
)
②

A
V
一
・
一
一
一
H
「
世
俗
の
諸
侯
は
、
司
教
た
ち
の
家
臣
に
な
っ
て
以
来
、
第
三
の
己
弓

g∞
(
H
楯
)
へ

(
ゆ
)

と
下
が
り
、
第
六
の
己
〕
屯

mg
を
第
七
の
そ
れ
へ
と
引
き
下
げ
た
」
(
同
上
)
0

③

A
V

一
-
四

H

「
聖
戦
者
と
女
性
、
農
民
と
商
人
、
ま
た

E回

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
)
を
欠
く
者
お
よ
び
放
蕩
に
よ
っ

て
(
H
合
法
婚
姻
外
に
)
生
ま
れ
た
者
、
ま
た
そ
の
父
お
よ
び
祖
父
(
の
代
)
か
ら
ぎ
ョ
。

E
E呂田
(
H
騎
士
)
の
出
自
を
も
た
ぬ
者
す
べ
て
、

ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制(1)

(
こ
れ
ら
の
者
は
)
』

E
Z
5
m
a色
町
(
日
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
)
を
欠
く
」
(
レ
l
ン
法
二
・
一
)
0

・
五

H
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
誰
か

(
H
あ
る
主
君
)
が
彼
等
の
一
人
に
レ

l
ン
を
授
け
る
な
ら
ば
、
(
そ
の
家
臣
は
)
そ
れ

(
H

④

A
V

一

そ
の
レ
l
ン
)
に
つ
い
て
だ
け

g
R
m
n
-。
呂
田
宮
田

(
H
レ
l
ン
に
関
す
る
権
利
)
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
(
し
か
し
)
彼
等
は
そ
の
息
に
彼
等

の
レ
!
ン
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
)
(
そ
の
)
レ

l
ン
の
授
封
更
新
を
別
の
(
H
新
し
い
)
主
君
に
求
め

(
初
)

る
こ
と
も
な
い
」
(
レ
l
ン
法
二
・
二
)
。

⑤

A

V

一
-
六

H

「
立
石

2
2
m
m昼
間
(
国
王
の
、
な
い
し
、
国
王
か
ら
下
り
て
き
た
楯
)
を
欠
く
い
ず
れ
の
者

(
H
家
臣
)
た
ち
を
も
、
(
そ

の
家
臣
仲
間
は
)
、
呂
田

σsops-凹
(
H
レ
l
ン
法
廷
)
に
お
い
て
証
言
お
よ
び
判
決
の
発
見
か
ら
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
等
に
授
封
し

(
幻
)

た
彼
等
の
主
君
は
彼
等
の
証
言
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
を
え
な
い
(
同
)
。
し
か
し
、
二
人
の
者
(
H
家
臣
)
、
す
な
わ
ち
吉
田
(
こ
の
場
合
、
吉
田

z
s
E庁
H

レ
l
ン
能
力
の
意
)
に
つ
い
て
完
全
な
者
と
上
述
の
(
宮
田

5
5
P
E
m
を
欠
く
)
者
た
ち
の
う
ち
の
誰
か
が
、
い
ず
れ
か
の
所
領
に

つ
い
て
同
一
の
権
利
(
が
あ
る
こ
と
)
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
呂
田
に
つ
い
て
完
全
な
者
の
証
言
が
優
先
し
、

5
明白-仲間口}否。
5
を
欠
く
者
の
そ

(
辺
)

れ
は
却
け
ら
れ
る
」
(
レ
l
ン
法
二
・
四
)
。

北法50(6・37)1367 



目見

⑥

Av-
-
七

H

「
Z
5
P
E
-
-
z国
(
H
レ
l
ン
能
力
)
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
が
聖
職
者
ま
た
は
女
性
か
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
う

北法50(6・38)1368

王手也
ロ岡

し
た
類
の
(
H
レ
l
ン
能
力
を
欠
く
)
い
ず
れ
か
の
者
か
ら
授
封
さ
れ
る
な
ら
ば
、
(
そ
の
家
臣
は
)
こ
う
し
た
レ

l
ン
の
授
封
更
新
を
別
な
(
H

(
お
)

新
し
い
)
主
君
に
求
め
る
こ
と
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
男
性
ま
た
は
女
性
が
選
挙
に
よ
っ
て
受
領
し
た

5
胃

E-E(σg何
回
己
目
)
(
皇
帝
な
い
し

帝
国
の
所
領
か
ら
の
レ
!
ン
)
お
よ
び

Rn-azag(σsops)(教
会
の
所
領
か
ら
の
レ
l
ン
)
は
別
で
あ
り
、
こ
れ
ら
(
の
所
粧
)
に
つ
い
て

(
そ
の
)
家
臣
は

σgmm曲
目
白
呂
田

(
H
レ
i
ン
法
上
の
権
利
、
こ
の
場
合
、
文
脈
上
、
授
封
更
新
請
求
権
を
指
す
)
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
」
(
レ
l
ン

(M) 

法
二
・
六
)
。

⑦

A

V
一
・
五
O

H

「
(
そ
れ
ま
で
レ
l
ン
の
「
相
続
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
文
脈
か
ら
は
、
(
主
に
)
封
相
続
人
に
つ
い
て
て
主
君
は
、

同
町
明
白

-un-弓
g田
(
H
国
王
の
、
あ
る
い
は
、
国
王
か
ら
下
り
て
き
た
楯
)
を
欠
く
者
の
そ
れ
を
除
き
、
い
か
な
る
者
の
(
捧
げ
る
)
臣
従
礼
の
受

(
お
)

領
を
も
拒
む
こ
と
を
え
な
い
」
(
レ
l
ン
法
二
一
二
・
一
)
。

-
五
七

H
「
上
述
し
た
よ
う
に
、
家
臣
は
、
彼
の
主
君
が
死
亡
す
る
場
合
、
ま
た
は
彼
の
所
領
を
放
棄
(
な
い
し
、
上
級
主
君

に
返
還
)
し
た
場
合
、
ま
た
は
彼
(
H
主
君
)
か
ら
(
そ
の
所
領
が
)
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
場
合
に
は
、
上
述
の
期
限

(
H
一
年
と
六
週
間
以
)

内
に
、
上
級
主
君
に
彼
の
所
領
の
授
封
更
新
を
求
め
、
し
か
し
彼

(
H
上
級
主
君
)
に
、
(
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
)
、
法
に
従
い
、
(
上
級
主
君
が
)

彼
(
の
手
)
へ
移
さ
れ
た
レ

l
ン
を
彼
(
日
自
分
)
に
授
け
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
(
自
分
を
)
別
の

(
H
新
し
い
)
主
君
(
の
許
)
へ
送
っ
て
、

⑧

A

V

 

(
自
分
が
)
そ
の
者
か
ら
そ
れ
(
H
レ
l
ン
)
を
前
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
名
誉
(
F
C
D
2
H
思
】
『
白

)
(
H
具
体
的
に
は
、
へ

l
ル
シ
ル

ト
制
上
の
地
位
)
を
も
っ
て
受
領
し
う
る
よ
う
に
す
る
か
、
を
乞
う
べ
き
で
あ
る
」
(
レ
i
ン
法
二
五
・
二
。
(
ひ
き
つ
づ
き
)
⑨

A

V
一
・
五

八
日
「
け
だ
し
、
上
級
主
君
が
家
臣
を
彼
の
レ

l
ン
に
よ
っ
て
(
以
前
)
よ
り
劣
っ
た

2
弓
2
∞
へ
移
ら
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

(
お
)

る
」
(
同
上
)
。

⑮

A

V

 
-
六
O

H
「
し
か
し
、
主
君
が
死
亡
し
、
さ
ら
に
そ
の
嫡
出
の
息
が
生
き
て
い
る
場
合
、
彼
の
家
臣
は
息
の

(
H
息
が
上
級
主



君
に
臣
従
礼
を
捧
げ
改
め
て
父
の
レ

l
ン
を
受
領
す
べ
き
)
期
限
内
に
は
上
級
主
君
か
ら
レ

l
ン
(
の
授
封
更
新
)
を
乞
う
べ
き
で
な
い
。
主
君
の

息
が
彼
の
期
限
を
悌
怠
し
で
も
、
家
臣
は
(
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
請
求
す
べ
き
)
次
の
期
限
を
欠
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い

(
H
改
め
て
も
う
一

つ
の
期
限
を
も
っ
)
(
か
ら
で
あ
る
)
」
(
レ
l
ン
法
二
五
・
三
)
。
(
ひ
き
つ
づ
き
)
⑪

A
V
一
・
六
一
日
「
す
な
わ
ち
、
(
家
臣
に
は
)
(
所
領
が
最
上
級

の
主
君
か
ら
順
次
下
り
て
き
た

)
n
q宮
5
の
数
と
同
じ
だ
け
多
く
の
個
別
の
期
限
が
あ
り
、
そ
の
期
限
は
そ
れ
ぞ
れ
一
年
と
六
週
と
い
う
こ
と

(
幻
)

に
な
る
」
(
向
上
)
。

⑫

A
V
一
・
一
一
一

H

「
家
臣
が
、
彼
の
主
君
の
息
に
で
は
な
く
、
他
の
(
H
上
級
)
主
君
に
彼
の
レ

i
ン
の
授
封
更
新
を
求
め
る
場
合
、

主
君
が
そ
れ
(
H
そ
の
レ
l
ン
)
(
が
彼
に
レ
l
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
こ
と
)
を
承
認
し
な
い
な
ら
ば
、
(
家
臣
は
)
彼
の
前
の
主
君
の
家
臣
た
ち
と

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

と
も
に
そ
れ
(
が
彼
の
レ
l
ン
で
あ
る
こ
と
)
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
主
君
は
彼
等
(
日
前
の
主
君
の
家
臣
た
ち
)
に
い
か
な
る
(
新
た
な
、

特
に
宣
誓
の
)
負
担
を
も
負
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
(
彼
等
に
)
前
の
主
君
に
対
す
る
(
忠
誠
の
)
宣
誓
に
か
け
て
質
問
す
る
こ
と
に
な
る
。
(
上
級
)

主
君
は
(
こ
の
)
証
人
を
、
(
そ
の
者
が
)
(
同
時
に
)
彼

(
H
上
級
主
君
)
か
ら
の
受
封
者

(
H
彼
の
家
臣
)
で
も
あ
る
場
合
を
除
き
、
義
務
と
し
て

(
法
廷
に
)
連
れ
出
す
に
は
及
、
は
な
い
」
(
レ
l
ン
法
四
七
・
こ
。
⑬
(
ひ
き
つ
づ
き
)
A
V
一
・
一
一
一
一

H
「
い
ず
れ
か
の
者
(
日
家
臣
)
の
(
前
の
)

主
君
が
(
こ
う
し
た
)
家
臣
た
ち
を
(
必
要
な
だ
け
十
分
に
)
も
た
な
い
場
合
、
上
級
主
君
の
家
臣
た
ち
が
彼
(
H
前
の
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
代

(
お
)

わ
り
に
(
家
臣
の
た
め
の
)
証
人
に
な
る
」
(
レ
l
ン
法
四
七
・
二
)
0

-
一
一
一
四
H

「
主
君
が
(
同
格
(
以
下
)
の
者
に
対
す
る
)
臣
従
札
に
よ
っ
て
彼
の
己
弓

2
凹
(
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
る
(
あ
る
い
は
、

引
き
下
げ
た
)
場
合
、
彼
か
ら
授
封
さ
れ
て
い
た
者
(
H
彼
の
家
臣
た
ち
)
は
す
べ
て
彼
等
の
レ

l
ン
を
(
改
め
て
)
上
級
主
君
か
ら
受
領
す
べ
き

⑪

A
V
一

で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
彼
(
H
上
級
主
君
)
(
の
許
)
か
ら
、
彼
等
が
そ
の
者
(
H
新
し
い
主
君
)
か
ら
そ
れ
(
H
彼
等
の
レ
!
と
を
、
前
の
主
君
か

ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
名
誉

(
g
g円
)
を
も
っ
て
、
受
領
し
う
る
よ
う
、
別
の
(
H
新
し
い
)
主
君
(
の
許
)
へ
送
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

・
一
一
一
六
H
「
主
君
が
臣
従
札
に
よ
り
彼
の
己
弓

g
目
(
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
る

(レ
l
ン
法
五
四
・
こ
。
(
一
つ
条
項
を
置
い
て
)
⑬

A
V

北法50(6・39)1369



説

(
あ
る
い
は
、
引
き
下
げ
た
)
場
合
、
(
主
君
は
)
彼
の
全
家
臣
の
(
H
全
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
)
レ
l
ン
を
欠
く
こ
と
に
な
る
、
彼
等

(
H
家
臣
た
ち
)

(
m
U
)
 

が
レ

l
ン
(
の
授
封
更
新
)
を
乞
う
べ
く
上
級
主
君
の
許
へ
赴
く
こ
と
に
な
れ
ば
」
(
向
上
)
。

三必‘
日間

y
ル
ト

⑬

A
V
二
.
五
七

H

「コ(ある)、主王君の『お町加官釦-宕-2回
n己♀グ》、

(ω) 

れ
の
家
臣
も
、
他
の
者
(
H
家
臣
)
の
(
発
見
し
た
)
判
決
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
レ
l
ン
法
六
九
・
ニ
。

⑪

A
V
三
・
三

H

「
城
塞
法
廷
(
ロ
号
自
己
阿
国
間
MEn-EB)
を
主
君
(
H
城
主
)
は
彼
の
城
塞
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
を
え
ず
、
そ

こ
(
H
城
塞
法
廷
)
に
お
い
て
は
、
主
君
(
H
城
主
)
か
ら
城
塞
レ

l
ン
(
ロ
号

g
z
s
z
g
p
E
B
)を
受
領
し
て
い
る
者

(
H
家
臣
)
で
な
け
れ
ば
、

な
ん
び
と
も
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
ま
た
、
城
塞
レ
l
ン
に
関
し
て
は
、
城
臣
で
な
け
れ
ば
証
言
を
な
す
こ
と
を
え
な
い
」

(レ

l
ン
法
七
一
・
一
九
)

0

(

ひ
き
つ
づ
き
)
⑬

A
V
コ
了
四

H

「
反
対
に
、
な
ん
び
と
も
城
塞
レ

l
ン
を
も
と
に
普
通
の
レ

l
ン

(g-m旬
開

(
汎
)

σsop-ロ
ヨ
)
を
も
っ
者
に
関
し
て
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
証
言
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
城
塞
レ

l
ン
を
除
き
、
家
臣
が
臣
従

札
に
よ
っ
て
受
領
し
ま
た
占
有
(
宅
問
自
島
田
)
の
中
に
も
っ
て
い
る
(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
い
ず
れ
の
レ

l
ン
に
も
と
づ
い
て
で
あ
れ
、
他

の
(
H
城
臣
以
外
の
)
家
臣
に
関
し
て
(
そ
う
す
る
)
資
格
の
あ
る
者
(
H
家
臣
)
は
誰
じ
も
、
判
決
を
発
見
し
ま
た
証
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

(
幻
)

・二

O
)
。

(
向
上
、
お
よ
び
、
レ
l
ン
法
七
一

(
三
)
以
上
の
史
料
的
所
見
に
も
と
づ
い
て
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
見
ら
れ
る
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
像
の
主
要
な
特

徴
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
特
に
留
意
す
べ
き
点
を
摘
記
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(
l
)
第
一
シ
ル
ト
を
も
っ
国
王
に
始
ま
り
第
七
シ
ル
ト
で
終
る
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
の
観
念
は
す
で
存
在
し
て
お
り
、
『
m
m
E
r

n}
否
。
己
的
(
国
王
の
、
あ
る
い
は
、
国
王
か
ら
下
り
て
き
た
楯
)
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
が
国
王
を
頂
点
と
す
る
身
分
序
列
で
あ
る

」
と
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。

北法50(6・40)1370



(
2
)
教
会
諸
侯
が
第
二
シ
ル
ト
、
世
俗
諸
侯
が
第
二
一
シ
ル
ト
を
も
つ
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
き
わ
め
て
容
易
に
推

定
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
教
会
諸
侯
は
「
司
教
た
ち
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
「
修
道
院
長
、
修
道
尼
院
長
」
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る

(
お
)

こ
と
は
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
3
)
第
四
シ
ル
ト
以
下
の
者
の
「
(
出
生
)
身
分
」
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
の
中
に
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
や

(
斜
)

「
参
審
自
由
人
」
な
ど
の
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
が
登
場
し
て
こ
な
い
。

(
4
)
 
ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
者
に
つ
い
て
は
、
(
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
欠
く
者
」
が
数
え
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
)
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
規

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1 ) 

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
(
ラ
ン
ト
法
上
の
、
各
人
生
得
の
)
法
を
欠
く
者
」
は
当
然
「
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
(
も
)
欠
く
」
も
の
と
さ

れ
て
い
る
が
、
「
祖
父
の
代
か
ら
今
一
一
代
に
わ
た
り
)
騎
士
の
出
自
を
も
っ
」
こ
と
が
レ
l
ン
(
法
上
の
)
能
力
を
も
つ
た
め
の
要
件
と
さ
れ
(
(
全

体
と
し
て
は
む
し
ろ
)
い
わ
ゆ
る
「
職
業
身
分
」
観
が
前
面
に
出
)
て
お
り
、
「
自
由
人
」
で
あ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
要
件
さ
れ
て

(
お
)

L
・
な
し
(
5
)
「呂田

Z
S
P
E
m
を
欠
く
者
」
と
「
円
呂
田
-
広
三
宅

g
加
を
欠
く
者
」
が
(
少
な
く
と
も
、
ほ
ほ
)
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
も
つ
こ
と
が
「
レ
!
ン
(
法
上
の
)
能
力
」
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
主
君
が
(
特
に
レ
l
ン
の
「
相
続
」

の
場
合
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
「
授
封
更
新
請
求
」
の
場
合
に
も
)
原
則
と
し
て
家
臣
の
捧
げ
る
臣
従
札
を
拒
み
え
な
い
の
に
、
家
臣
が
ヘ

i
ル

シ
ル
ト
を
欠
く
場
合
は
例
外
と
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
6
)
 
し
か
し
、
あ
る
主
君
が
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
に
授
封
す
る
こ
と
は
(
例
外
的
に
)
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
家
臣

北i去50(6・41)1371 

は
こ
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
は

Z
5
p
g
E
5
5目
(
そ
れ
を
レ
1
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
)
を
取
得
す
る
が
、
こ
の
権
利
に
は
、
そ
れ
を

息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
新
し
い
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
制
約
が
あ
る
。
ま
た
、
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
家
臣
は
、
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
活
動
(
な
い
し
、



説

「
権
利
」
)
に
つ
い
て
も
、
他
の
家
臣
に
よ
っ
て
判
決
の
発
見
や
証
言
か
ら
却
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
他
の
(
へ
i
ル
シ
ル
ト
に
お
い

て
完
全
な
)
家
臣
の
発
見
し
た
判
決
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ど
の
制
約
を
受
け
る
。

へ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
者
が
「

-
5
z
s
p
E
n
(日
レ
l
ン
能
力
、
こ
の
場
合
、
「
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
」
と

(
7
 

北法50(6・42)1372

~L::、

民間

同
義
)
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」
に
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
を
(
当
然
の
こ
と
と
し
て
)
想
定
な
い
し
前
提
し
て
い
る
条
項
が
あ
る
(
⑥

A

V
一・

(
お
)
七
)
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
次
の
四
つ
の
点
に
つ
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
領
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
は
、
そ
の
レ

1
ン
を
(
自
分
の
家
臣
に
)
(
又
)

(a)
こ
れ
に
よ
る
と
、

授
封
す
る
「
権
利
」
を
(
も
)
も
っ
て
い
た
、
と
推
定
さ
れ
る
が
、
彼
等
か
ら
(
又
)
授
封
を
受
け
た
(
又
)
{
永
臣
の
「
権
利
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ

条
項
に
新
し
い
主
君
に
対
し
授
封
更
新
を
求
め
え
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
記
述
が
な
い
。

(b)
特
に
、
こ
の
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
か
ら
(
又
)
授
封
を
受
け
た
家
臣
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
が
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
(
た

と
え
ば
、
そ
れ
が
一
つ
下
が
る
と
か
、
あ
る
い
は
、

へ
l
ル
シ
ル
ト
そ
の
も
の
を
失
う
と
い
っ
た
)
記
述
が
な
い
。

(
C
)

こ
の
場
合
、

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
授
封
さ
れ
、
さ
ら
に
)
(
又
)
授
封
し
て
い
る
者
の
い
わ
ば
「
代
表
者
」
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
聖
職
者
ま
た
は
女
性
」
で
あ
る
。

(
d
)
ま
た
、

(
a
)
に
関
す
る
例
外
と
し
て
、
「
男
性
ま
た
は
女
性
が
選
挙
に
よ
っ
て
受
領
し
た
百
宮
口
同
-
5
(
σ
g目
白
色
白
)
お
よ
び

R
n
-
2
5
c
g
(
Z
S
P
E
)
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
男
性
ま
た
は
女
性
」
が
(
カ
ノ
ン
法
上
の
)
選
挙
に
よ
り
司
教
・
修
道
院
長
・
修
道

尼
院
長
に
選
ば
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
ぜ
彼
等
か
ら
(
又
)
授
封
さ
れ
た
(
呂
田

Z
B
P
E
n
な
い
し

へ
l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
)
家
臣
が
彼
の
所
領
に
つ
い
て
(
例
外
的
に
)
授
封
更
新
請
求
権
を
も
つ
の
か
は
(
少
な
く
と
も
当
該
条
項
を
一
読

(
幻
)

し
た
だ
け
で
は
)
判
然
と
し
な
い
。

(8)
こ
れ
(
特
に
(
7
)
の

(a)
・
(
b
)
で
述
べ
た
こ
と
)
に
対
し
て
、
世
俗
諸
侯
が
第
三
シ
ル
ト
に
下
が
っ
た
理
由
と
し
て
、
「
(
教
会
諸
侯



で
あ
り
当
然
第
二
シ
ル
ト
を
も
っ
)
司
教
た
ち
の
家
臣
に
な
っ
た
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
(
同
じ
シ
ル

ト
を
も
っ
)
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
る
と
シ
ル
ト
が
(
一
つ
)
下
が
る
」
と
い
う
原
則
は
す
で
に
厳
存
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
意

し
て
お
き
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

(
a
)
同
身
分
者
に
臣
従
礼
を
捧
げ
て
そ
の
家
臣
に
な
っ
た
者
は
、
自
分
の
家
臣
に
(
又
)
授
封
し
て
い
た
レ

l
ン
を
す
べ
て
失
っ
た
こ
と

(
お
)

に
な
り
、
(
こ
の
場
合
(
に
も
て
そ
の
レ
l
ン
は
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
る
の
で
)
、
家
臣
た
ち
は
上
級
主
君
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
に

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト市IJ(1) 

な
る
。
し
た
が
っ
て
家
臣
が
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
求
め
る
ケ
l
ス
の
中
に
は
、
た
と
え
あ
る
条
項
で
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
く
て

も
、
主
君
が
右
の
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
シ
ル
ト
を
下
げ
た
場
合
も
含
ま
れ
(
う
)
る
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

(
b
)
こ
の
場
合
、
授
封
更
新
を
求
め
ら
れ
た
上
級
主
君
は
、
家
昆
に
自
ら
そ
の
所
領
を
授
封
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
家
臣
に
新
し
い
主

君
を
指
定
し
(
そ
の
許
へ
赴
く
よ
う
に
指
示
し
)
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
「
家
臣
が
そ
の
レ

i
ン
を
前
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い

た
の
と
同
じ
名
誉
を
も
っ
て
新
し
い
主
君
か
ら
受
領
で
き
る
よ
う
に
」
す
べ
き
こ
と
が
繰
り
返
し
要
請
さ
れ
て
い
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
右
の

原
則
の
存
在
が
前
提
さ
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

(
9
)
し
か
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
と
の
関
連
で
最
も
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ

ス
」
に
お
け
る
己
石
町
5
の
用
語
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
(
二
)
に
お
い
て
同
書
に
お
け
る
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
像

を
探
る
際
に
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、

(
F
2
E
-同
ま
た
は

R
E
の
語
が
現
れ
る
)
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
も
す
べ
て
註
の
中
で
検
討
し
て
お
い

(
ぬ
)

た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
に
お
け
る
宮

an--円
ま
た
は
包
宮
の
用
語
法
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・

北法50(6・43)1373 

ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る

n
q官
5
の
用
語
法
の
主
要
な
特
徴
を
摘
記
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

(a)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
で
(
宮
5PE--聞
な
い
し

B
Z
Z
と
い
う
形
容
詞
抜
き
で
)
単
に
己
可
苦
ま
と
言
わ
れ
て
い
る
六
箇

(紛
)

(

H

U

)

所
の
う
ち
、
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で
(
そ
の
ま
ま
)
間
円
安
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
半
数
の
三
箇
所
だ
け
で
、
他
の
三
箇
所
に
つ
い



説

(
位
)

て
は
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で
は

5
日
【
の
語
が
姿
を
見
せ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
二
箇
所
は
、
目
n
E
の
語
が
な
く
て
も
実
質

(
必
)

的
に

5-円
に
か
か
わ
る
こ
と
を
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
残
り
の
一
箇
所
は
、
(
「
ア
ウ
ク
ト
ル
，
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
は
必
ず

北法50(6・44)1374

コf入
民間

し
も
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
)
論
旨
を
整
理
し
て
二
つ
の
条
項
を
一
つ
の
条
項
に
統
合
し
た
結
果
、
田
町
』
}
円
の
語
が
一
つ
不
要
に
な
っ
た
も
の
で

(
H
H
)
 

あ
る
。

(
必
)

(b)
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
に
お
い
て

σ
g
s
a包仲間
n
q胃
E
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
一
箇
所
、

(
M切
)

『
ロ
官
官

n-
弓

g
聞
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
四
箇
所
と
、
い
ず
れ
も
そ
の
用
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で

、
(
灯
)

は
こ
れ
ら
の
個
所
は
(
実
質
的
に
は
)
す
べ
て
『
Mman--円
の
語
に
統
一
さ
れ
、
さ
ら
に
同
じ
こ
と
が
「
裏
か
ら
」

(
U
否
定
態
で
)
言
わ
れ
た
結
果
、

(
必
)

Z
2
5
-円
の
語
が
一
箇
所
増
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
で
は
(
実
質
的
に
)
(
「
レ
l
ン
法
(
上
の
)
能

力
」
を
意
味
す
る

)
σ
g
n
P
E
1
5
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
四
箇
所
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
レ

i
ン
法
」
の
条
項
で
は

F
2
5
1
の
語
に
改

(ω) 

め
ら
れ
て
お
り
、
}
】

man--円
の
語
は
、
さ
ら
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
「
レ

l
ン
法
」
の
条
項
中
の
(
「
レ
i

(
閃
)

ン
法
」
で
新
た
に
)
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
た
こ
箇
所
に
も
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
結
果
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
は
、

σgOPE-∞
円
}
否
問
巴
閉
ま
た
は
お
個
目
安
立
石

g
聞
の
語
が
両
者
を
合
わ
せ
て
も
五
箇
所
に
し
か
姿
を
見
せ
な
い
の
に
対
し
、
「
レ

l
ン
法
」
で

(
日
)

は
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
条
項
に
限
っ
て
も
、
宮

an--悼
の
語
は
(
八
条
項
中
の
)
一
二
箇
所
で
用
い
ら
れ
(
さ

ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
な
い
(
H
「レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
一
一
一
条
項
中
の
一

(
臼
)

八
箇
所
が
こ
れ
に
加
わ
り
、

z
a
n
E
の
語
は
「
レ
l
ン
法
」
全
体
で
は
二
O
条
項
中
の
三
O
箇
所
で
用
い
ら
れ
る
に
い
た
つ
)
て
い
る
。

(
C
)

右
に
検
討
し
た

(
H
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
に
対
応
条
項
の
あ
る
)
「
レ

l
ン
法
」

の
諸
条
項
の
う
ち
(
単
な
る
語
の
置
き
換

え
や
文
章
の
書
き
変
え
に
は
と
ど
ま
ら
ず
内
容
に
か
か
わ
る
)
実
質
的
な
「
改
訂
」
を
伴
う
条
項
の
中
に
、
(
た
と
え
ば
⑥
の
A

V
一
・
七
↓
レ
l

ン
法
二
・
六
や
⑪
の
A

V
一
・
一
一
一
四
・
⑮
の
A
V
一
・
一
二
六
↓
レ
l
ン
法
五
四
・
一
の
よ
う
に
)
、

一
見
し
て
明
ら
か
に
論
旨
が
整
理
な
い



(
日
)

し
精
密
化
さ
れ
、
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
の
テ
キ
ス
ト
と
く
ら
べ
て
「
改
善
」
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
(
こ
れ
に
対
し
て
「
改
悪
」
さ

(
日
)

れ
た
と
覚
し
き
も
の
は
ま
ず
見
当
た
ら
な
い
)
。

以
上
の
史
料
的
所
見
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
い
て
は
(
実
質
的
に
そ
の
観
念
は
す

で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
)
ま
だ
用
語
さ
え
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
が
、
「
レ

i
ン
法
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
用

語
も
統
一
さ
れ
、
概
念
と
し
て
も
(
い
ち
だ
ん
と
精
密
化
さ
れ
)
確
立
さ
れ
て
、

い
わ
ば
一
つ
の
「
法
制
」

(mmnyzs邑
E)
に
な
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
右
の
史
料
的
所
見
の
う
ち
特
に

(
b
)
と
(
C
)
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
(
少

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

な
く
と
も
)
か
な
り
決
定
的
な
意
味
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「
レ
l
ン
法
」
で
は
か
な
り
の
頻
度
で
現
れ
主
要
概
念
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
る
宮
虫
色
丹
の
語
を
、
(
第
三
者
が
)
ラ
テ
ン
語
に
「
訳
し
戻
す
」
に
当
た
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
ほ
ん
の
数
箇
所
だ
け
で
、
そ
れ
も

zsmnF佐
田
口
々
宮
5
と
お
加
と

z
n
q宮
ま
と
い
う
二
つ
の
語
に
訳
し
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
で
(
へ

1
ル
シ
ル
ト
(
制
)
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
)
明

確
で
な
い
訳
語
を
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
特
に
「
レ
l
ン
法
」
で
は
論
理
的
に
一
貫
し
た
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
た
条
項
を
わ
ざ
わ
ざ
二

つ
に
分
け
て
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
説
明
に
変
え
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
「
改
訂
」
・
「
増
補
」
の
意
味
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
た
め
に
も
、

次
に
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
像
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
」

に
お
け
る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制

第
二
章

北法50(6.45)1375



説

(
一
)
本
章
で
は
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ

l
ン
法
」
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け

る
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
を
検
討
す
る
。
「
序
章
」

で
述
べ
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
「
作
業
仮
説
」
を
前
提
に

ゴI

両間

す
れ
ば
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
は
「
ラ
ン
ト
法
」
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
「
改
訂
」
・
「
増
補
」
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

り
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
へ
|
ル
シ
ル
ト
(
制
)
像
を
あ
ら
か
じ
め
確
か
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

(
日
)

(
二
)
「
ラ
ン
ト
法
」
で

ZR5-円
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
七
条
項
中
の
九
箇
所
に
お
い
て
、
ま
た
、

5-円
の
語
が
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト

(
閃
)

の
意
味
で
)
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
(
そ
れ
に
含
ま
れ
る
)
一
条
項
中
の
二
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
順
次
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
。

・
コ
了
一
(
に
お
い
て
、
第
一
か
ら
第
六
に
い
た
る
「
世
(
界
)
」
(
宅
刊
号
H

者
四
三
の
変
遷
を
辿

①
ま
ず
ラ
ン
ト
法
一

三
・
二
は
、
直
前
の

り
、
わ
れ
わ
れ
は
今
第
七
の
世
に
、

そ
れ
が
い
つ
ま
で
存
続
す
る
か
知
る
こ
と
な
く
在
る
、
と
し
た
の
)
を
承
け
て
、

「
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
へ

l

ル
シ
ル
ト
が
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国
王
は
そ
の
う
ち
第
一
の
(
そ
れ
)
を
も
っ
。
司
教
と
修
道
院
長

と
修
道
尼
院
長
は
第
二
の
(
そ
れ
)
を
(
も
ち
)
、
世
俗
の
諸
侯
は
司
教
た
ち
の
家
臣
に
な
っ
て
以
来
、
第
一
二
の
(
そ
れ
)
を
(
も
つ
)
。
フ
ラ
イ

(
m
-
a
)

、

エ
・
ヘ
レ
ン
は
第
四
の
(
そ
れ
)
を
(
も
つ
)
。
参
審
員
に
な
り
う
る
人
々

(
2
4
2
Z
B
-
E
n
)
(
U参
審
自
由
人
)
、
お
よ
び
、
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ

レ
ン
の
家
臣
は
第
五
の
(
そ
れ
)
を
(
も
つ
)
0

彼
等

(
H
参
審
自
白
人
、
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
の
家
臣
)
の
家
臣
は
さ
ら
に
第
六
の
(
そ

お
よ
び

れ
)
を
も
っ
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
第
七
の
世
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
長
く
続
く
か
、
そ
の
存
続
を
知
ら
な
い
よ
う
に
、
人
は
ま
た

第
七
の
シ
ル
ト
に
関
し
て
、
そ
れ
が
レ

i
ン
法
(
上
の
能
力
)
な
い
し
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
ち
う
る
か
、
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、

「へ

l
ル
シ
ル
ト
が
第
七
の
そ
れ
で
終
る
よ
う
に
、
親
族
(
な
い
し
親
等
)
(
丘
耳
目
H
巴

30)
も
第
七
(
の
そ
れ
)
で
終
る
」
と
し
て
、
「
親
族
」

(
幻
)

(
な
い
し
、
親
等
)
、
お
よ
び
、
(
特
に
)
「
相
続
」
に
関
す
る
叙
述
へ
と
移
っ
て
い
く
。

~t.ì去50(6 ・ 46)1376



②
次
に
、
ラ
ン
ト
法

い
ず
れ
も
「
修
道
士
」
(
に
な
っ
た
者
の
「
ラ
ン
ト
法
」
な
い

-
二
五
・
三
、

二
五
・
四
、
二
・
二
七
・
二
は
、

し
「
レ
l
ン
法
」
、
つ
ま
り
世
俗
の
法
的
地
位
、
特
に
相
続
権
)
に
か
か
わ
り
、
ラ
ン
ト
法
一

-
二
七
・
二
は
、
間
接
的
に
は
、
(
修
道
士
以
外
の
そ

れ
を
も
含
め
た
、
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
の
相
続
権
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
論
旨
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま

ず
「
ラ
ン
ト
法
」
に
見
ら
れ
る
(
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
の
相
続
権
に
関
す
る
記
述
を
ま
と
め
た
上
で
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
「
修
道
士
」

に
関
す
る
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

-
五
・
三
日
「
(
一
般
の
)
聖
職
者
は
、
母
の
ゲ
ラ
l
デ
に
つ
い
て
は
姉
妹
と
均
等
の
分
を
、
ま
た
(
多
く
の
場
合
、
父

(
坊
)

の
)
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
(
そ
の
他
の
)
遺
産
に
つ
い
て
は
兄
弟
と
均
等
の
分
を
取
得
す
る
」
。
つ
ま
り
、
聖
職
者
は
(
母
の
ゲ
ラ
l
デ
だ
け
で
な
く
)

(
特
に
父
の
)
「
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
(
そ
の
他
の
)
遺
産
」
を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
は
(
H
少
な
く
と
も
相
続
権
に
限
つ
て
は
)
「
ラ

ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
騎
士
の
出
自
(
皇
)
を
も
た
な
い
い
ず
れ
の
者
も
、
そ
の
者
の
と
こ
ろ
で
ヘ

l

ル
シ
ル
ト
が
終
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
が
死
亡
す
る
と
き
、
彼
は
彼
の
(
死
)
後
に
取
得
さ
れ
る
べ
き
(
普
通
の
)
遺
産
は
遣
す
け
れ
ど
も
、

(a) 
ラ
ン
ト
法
一

へ
l
ル
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
は
遺
さ
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
七
・
二
)
。
明
不
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
同
書
に
お
け
る
(
「
遺
産
」
の
中
か

ら
ま
ず
「
ヘ

l
ル
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
」
が
取
り
分
け
ら
れ
、
し
か
る
後
に
(
ア
イ
ゲ
ン
を
含
め
た
)
「
(
普
通
の
)
遺
産
」
が
配
分
さ
れ
る
、
と
い
う
)
遺
産

(印

)

(

ω

)

相
続
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
言
っ
て
も
、
彼
ら
は
「
ヘ

l
ル
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
」
の
相
続
に
は
与
ら
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

(
b
)
こ
れ
に
対
し
て
、
「
修
道
士
」
は
「
(
遺
産
を
)
兄
弟
と
(
ま
た
、
ゲ
ラ
l
デ
を
姉
妹
と
)
分
け
(
る
こ
と
は
)
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
-
一
一
五
・

一
)
。
そ
れ
は
、
「
成
熟

(
H
満
一
一
一
歳
)
に
達
し
た
者
が
修
道
院
に
入
る
な
ら
ば
、
彼
は
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
放
棄
し

た
こ
と
に
な
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
五
・
一
二
)
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
彼
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
(
自
ら
)
放
棄
し
た
の
だ
か
ら
」
と
い
う

理
由
を
挙
げ
た
上
で
、
「
彼
の
(
H
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
)
レ
l
ン
は
彼
か
ら
自
由
に
な
る
(
H
主
君
の
手
許
に
戻
る
)
」
(
向
上
)
と
し
て
、
レ
ー

(
引
)

ン
お
よ
び
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
H
レ
l
ン
法
上
の
能
力
)
と
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
因
み
に
、
(
一
年
の
)
試
修
期
間
内

北法50(6・47)1377 



説

(
臼
)

に
修
道
院
を
出
て
、
世
俗
の
生
活
に
戻
っ
た
者
の
「
ラ
ン
ト
法
」
(
上
の
能
力
)
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
き
び
し
い
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、

(
C
)

し
か
し
、
(
既
婚
者
が
)
修
道
院
に
入
る
に
は
妻
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ト
法
一

二
五
・
四
は
、
そ
の
こ
と
を
前
提
し
て

北法50(6・48)1378

論

きま
びた
し、

<修
言道
及士
さ以
れ号
る円

と般
はの
か(三

ぷ83i
。職

者
L一

関
し
で
も

レ
ー
ン
(
法
)
・
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
と
の
断
絶
が
こ
の
よ
う
に
明
示
的
に
(
あ
る
い
は
、

次
の
よ
う
に
一
言
う
。
「
彼
が
し
か
し
、
彼
の
真
正
な
(
H
合
法
婚
姻
上
の
)
妻
の
同
意
な
し
に
修
道
院
に
入
っ
た
場
合
、
彼
女
(
H
妻
)
が
教
会
裁

(
刷
出
)

判
所
に
お
い
て

(
g
8
2胃
R
Z
)
彼
を
修
道
生
活
か
ら
引
き
戻
す
な
ら
ば
、
彼
は
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
を
保
持
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
。

同
条
項
は
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
し
か
し
、
彼
が
放
棄
し
た
彼
の
レ

l
ン
を
そ
う
し
た
(
日
保
持
し
た
)
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

け
だ
し
あ
る
者
(
な
い
し
、
あ
る
家
臣
)
は
彼
の
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
を
彼
の
妻
の
承
諾
な
し
に
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
こ

こ
で
も
ま
た
、
修
道
生
活
と
レ

l
ン
・
へ
!
ル
シ
ル
ト
と
の
断
絶
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
は
そ
れ
が
、
「
女
性
」
の
も
つ
ラ
ン
ト

法
上
の
地
位
・
能
力
と
レ

l
ン
法
上
の
そ
れ
と
の
差

(
H
女
性
は
、
ほ
ん
ら
い
「
レ

l
ン
法
」
を
も
た
な
い
が
、
(
完
全
で
は
な
い
に
せ
よ
)
「
ラ
ン
ト

法
」
(
上
の
能
力
)
は
も
っ
て
い
る
こ
と
)
を
も
示
唆
す
る
形
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

③
ラ
ン
ト
法
三
・
五
九
・
一

H

「
人
が
(
カ
ノ
ン
法
に
従
い
)
司
教
ま
た
は
修
道
院
長
ま
た
は
修
道
尼
院
長
を
選
挙
し
、
そ
れ
ら
の
者
が
へ

(

白

山

)

(

防

)

ー
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
場
合
、
彼
等
は
ま
ず
(
皇
帝
H

国
壬
か
ら
)
レ

l
ン
を
受
領
し
、
そ
の
後
で
聖
職

(zsanHHω
日】

gam)
を
(
受
領

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
。
彼
等
が
レ

l
ン
を
受
領
し
た
と
き
に
(
は
じ
め
て
)
、
彼
等
は
レ

l
ン
法
を
行
う

(
H
レ
l
ン
(
H
世
俗
の
支
配
権
)
を

自
分
の
家
臣
に
(
又
)
検
討
す
る
)
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
で
は
な
い
」
。
因
み
に
、
こ
れ
は
(
基
本
的
に
は
)
「
ヴ
オ
ル
ム
ス

(
幻
)

協
約
」
の
線
に
沿
っ
た
規
定
で
あ
る
。

④
(
す
で
に
「
序
章
」
で
も
触
れ
た
)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
六
五
・
二
H
「
あ
る
者
(
あ
る
い
は
、
家
臣
)
が
彼
の
同
身
分
者
(
H
彼
と
同
じ
シ
ル
ト
を

も
つ
者
)
の
家
臣
に
な
る
な
ら
ば
、
彼
は
(
そ
れ
に
よ
っ
て
)
彼
の
出
生
(
身
分
)
を
も
ま
た
彼
の
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
を
も
損
な
っ
た
こ
と
に



な
ら
な
い
、
彼
は
し
か
し
彼
の
へ

i
ル
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
た
こ
と
に
な
る
」
。
こ
れ
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
(
へ

l
ル
シ
ル

ト
制
の
原
則
に
反
す
る
)
主
従
関
係
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
や
「
法
」

(
H
能
力
)
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明

確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
三
)
以
上
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
直
接
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
諸
条
項
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
、
必
ず
し
も

多いとは一号=百一

と
の
で
き
な
い
新
し
い
要
素
が
幾
つ
か
認
め
ら
れ
る
O

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシル卜制(1 ) 

(
I
)
ま
ず
各
家
臣
の
も
?
ン
ル
ト
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
出
生
身
分
へ
の
固
定
化
の
傾
向
。
具
体
的
に
は
、
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
の
上
で
第
四

シ
ル
ト
を
も
っ
者
が
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
、
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
者
が
参
審
自
由
人
と
、
い
ず
れ
も
ラ
ン
ト
法
上
の
(
出
生
)
身
分
に
対
応

す
る
形
に
な
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
固
定
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
(
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
)
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
れ
ば
シ
ル
ト
が
(
一

つ
)
下
が
る
、
と
い
う
原
則
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
法
上
の
「
出
生
」
(
身
分
)
や
「
法
」

(
H
能
力
)
を

損
な
わ
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
の
レ

l
ン
法
上
の
身
分
に
対
す
る
優
越
的
地
位
(
あ
る
い
は
、
基
本
的
に
は
前
者
が
後

者
の
規
定
要
因
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
こ
と
)
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
原
則
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
(
レ
i
ン
法
と
は
別
な
原
則
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
あ
る
い
は
、
任
命
さ
れ
る
「
国
王
」
と

「
教
会
諸
侯
」
は
当
然
除
外
し
て
、
具
体
的
に
は
第
三
シ
ル
ト
を
も
っ
「
世
俗
諸
侯
」
以
下
の
者
に
つ
い
て
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
上
の
地
位
を
完
全
に
ラ

北法50(6・49)1379

ン
ト
法
上
の
(
出
生
)
身
分
に
対
応
さ
せ
る
(
あ
る
い
は
、
固
定
化
す
る
)
こ
と
は
も
と
も
と
不
可
能
で
あ
り
、
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
中
に

「
参
審
自
由
人
」
と
並
ん
で
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
の
家
臣
」
が
加
え
ら
れ
、
第
六
シ
ル
ト
を
も
っ
者
が
「
彼
等

(
H
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
こ
の

(ω) 

両
者
)
の
家
臣
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
そ
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。



説

(
2
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
は
(
ま
た
、
第
四
章
で
後
述
す
る
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
を
も
含
め
た
「
レ
l
ン
法
」
全
巻
を
通
じ
て

も
)
第
七
シ
ル
ト
を
も
っ
者
を
も
含
め
て
へ

i
ル
シ
ル
ト
制
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
者
は
全
員
、
当
然
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
お
よ
び
「
レ
l

(ω) 

ン
法
」
(
上
の
能
力
、
少
な
く
と
も
受
動
的
レ

i
ン
能
力
H

受
封
能
力
)
を
も
っ
、
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
七
シ
ル
ト
を
も
っ
者
が

jヒ法50(6・50)1380

ヱ会ム

H岡

「レ
l
ン
法
」
(
上
の
能
力
)
や
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
を
も
つ
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
新
た
に
登
場
し
て
く
る
。

こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
直
前
の
条
項
の
第
七
の
「
世
」
に
平
灰
を
会
わ
せ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
、
(
レ
l
ン

能
力
と
い
う
意
味
で
の

)}gお
nZ
お
よ
び

zan--H
の
語
(
な
い
し
、
概
念
)
を
能
動
的
レ

l
ン
能
力

(
H
授
封
能
力
)
に
限
定
し
よ
う
と
す
る

(
沌
)

志
向
と
(
も
)
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
(
り
、
後
に
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
)
る
。

(
3
)
第
二
シ
ル
ト
を
も
っ
「
教
会
諸
侯
」
と
し
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
や
「
レ
l
ン
法
」
)
の
よ
う
に
「
司
教
」
だ
け
を
挙

(
礼
)

げ
る
の
で
は
な
く
、
「
修
道
院
長
」
お
よ
び
「
修
道
尼
院
長
」
も
明
示
的
に
挙
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
等
は
(
カ
ノ
ン
法
に
従
っ
て
)
選

挙
さ
れ
(
て
「
教
会
諸
侯
」
に
な
)
る
と
(
当
然
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
具
体
的
に
は
、
第
二
シ
ル
ト
)
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
彼

等
は
ま
ず
(
皇
帝
H
国
王
か
ら
)
レ

l
ン
(
つ
ま
り
、
教
会
諸
侯
の
も
つ

4
m
g℃
O
B
E
H
俗
的
支
配
権
)
を
授
封
さ
れ
た
上
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を

(
し
た
が
っ
て
、
ほ
ん
ら
い
教
会
・
修
道
院
に
属
す
る
所
領
を
も
)
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
、
「
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
」

(η) 

明
記
さ
れ
て
い
る
。

の
線
に
沿
っ
て

(
4
)
修
道
院
に
入
り
修
道
士
に
な
っ
た
者
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
(
上
の
能
力
、
特
に
相
続
権
)
、
お
よ
び
、
「
レ
!
ン
法
」
(
上
の
能
力
)
を
失
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
レ
l
ン
は
彼
の
手
を
離
れ
(
つ
ま
り
、
彼
は
受
動
的
レ
i
ン
能
力
H

受
封
能
力
さ
え
失
う
こ
と
に
な
り
て
お
そ

ら
く
、
(
一
年
の
)
試
修
期
間
内
に
修
道
院
を
出
て
世
俗
の
生
活
に
一
民
っ
た
者
で
も
「
レ
!
ン
法
」
(
上
の
能
力
)
を
保
持
(
な
い
し
、
恢
復
)
し
な

(
ね
)

い
な
ど
、
特
に
レ

l
ン
お
よ
び
ヘ

l
ル
シ
ル
ト

(
H
レ
l
ン
法
上
の
能
力
)
と
の
断
絶
が
き
び
し
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。
(
修
道
院
に
お
け
る
修

道
生
活
の
実
態
か
ら
言
っ
て
も
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
て
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
て
も
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
や



「レ

i
ン
法
」
に
お
い
て
、

ヘ
i
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
代
表
的
ケ
l
ス
と
し
て
「
女
性
」

と
並
ん
で
言
及
さ
れ
る
「
聖
職
者
」
の
中
に
(
修
道
院
・
修
道
尼
院
を
代
表
し
て
レ
l
ン
制
的
関
係
の
主
体
と
な
り
う
る
修
道
院
長
・
修
道
尼
院
長

を
除
く

一
般
の
)
「
修
道
士
」
は
含
ま
れ
(
え
)
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルトililJ( 1 ) 

以
上
の
点
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(a)
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
(
修
道
士
以
外
の
、
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
は
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
も
の
の
、
彼
等
に
つ
い
て
は
(
修
道
士
の
場

合
の
よ
う
な
)
レ
l
ン
な
い
し
レ

1
ン
法
(
上
の
能
力
)
と
の
き
び
し
い
断
絶
が
説
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
等
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に

も
か
か
わ
ら
ず
授
封
を
受
け
る
こ
と
が
あ
(
り
う
)
る
こ
と
の
、
言
わ
ば
伏
線
が
敷
か
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
等
は
、
「
ラ
ン
ト

法
」
(
上
の
能
力
)
を
(
少
な
く
と
も
完
全
に
)
失
う
こ
と
は
な
く
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
相
続
権
を
も
ち
、
(
母
の
)
ゲ
ラ
l
デ
を
姉
妹
と
と
も
に
取

得
す
る
だ
け
で
な
く
、
(
特
に
父
の
)
「
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
(
そ
の
他
の
)
遺
産
」
を
兄
弟
と
と
も
に
取
得
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
b
)
あ
る
者
(
H
夫
)
が
修
道
院
に
入
ろ
う
と
す
る
場
合
、
「
レ
l
ン
法
」
(
上
の
能
力
)
な
い
し
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
は
妻
の
承
諾
な
し
に
も
放

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
(
上
の
能
力
)
を
放
棄
す
る
に
は
妻
の
承
諾
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
夫
が
妻
の
承
諾
な
し

に
修
道
院
に
入
っ
た
場
合
に
は
、
妻
は
教
会
裁
判
所
に
訴
え
て
夫
を
修
道
生
活
か
ら
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
夫
は
そ

の
(
「
レ
l
ン
法
」
H
ヘ
l
ル
シ
ル
ト
は
失
う
が
)
「
ラ
ン
ト
法
」
(
上
の
能
力
)
(
だ
け
)
は
保
持
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)
「
女
性
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
レ

l
ン
法
」
(
上
の
能
力
)
な
い
し
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
る
代
表

北法50(6・51)1381 

的
ケ
l
ス
の
中
に
、
(
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
と
と
も
に
姿
を
見
せ
る
だ
け
で
な
く
、
第
四
章
で
後
述
す
る
「
レ

i
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
「
補
足
」

さ
れ
た
諸
条
項
に
お
い
て
も
、
「
女
性
」
に
対
す
る
授
封
は
(
少
な
く
と
も
複
数
の
そ
う
し
た
条
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
)
重
要
な
主
題

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
四
章
に
お
け
る
考
察
へ
の
準
備
を
も
兼
ね
て
、
こ
こ
で
節
を
改
め
、
「
女
性
」
の
も
つ
「
ラ
ン
ト
法
」



説

(
上
の
能
力
・
地
位
)
に
つ
い
て
そ
の
要
点
を
ま
と
め
、
併
せ
て
(
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
と
の
共
通
点
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。

北法50(6・52)1382

Zゐ、
両日司

(
l
)
「
女
性
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
ま
れ
に
従
っ
て
「
出
生
身
分
」
お
よ
び
(
そ
れ
に
応
じ
た
)
「
法
」

(
H
「
ラ
ン
ト
法
」
)
を
も
つ
が
、
結
婚
後

(
日
)

は
(
た
と
え
夫
と
同
等
出
生
身
分
)
で
な
く
て
も
夫
の
「
法
」
を
取
得
し
、
夫
の
死
後
再
び
自
分
の
「
法
」
に
一
戻
る
。
し
か
し
、
妻
は
夫
の
、
ま

た
、
(
未
婚
の
)
娘
お
よ
び
「
夫
を
な
く
し
た
婦
人
」
(
ロ
ロ
常

g
gロ
巳
室
内
日
大
部
分
は
寡
婦
、
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
だ
け
が
離
婚
し
た
女
性
)
は
同
等

(
お
)

出
生
身
分
の
男
性
の
半
分
の
臆
罪
金
・
人
命
金
し
か
も
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
女
性
」
の
も
つ
「
(
ラ
ン
ト
)
法
」
が
完
全
で
な
い
こ
と
の

象
徴
で
あ
り
、
「
女
性
」
は
(
い
わ
ば
そ
の
鉄
を
補
、
つ
た
め
に
)
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
見
人
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(
2
)
「
女
性
」
の
相
続
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
言
え
ば
、
配
偶
者
聞
の
相
続
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
妻
が
夫
の
財
産
を
相
続
す
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
父
ま
た
は
母
の
遺
産
に
つ
い
て
第
一
順
位
に
あ
る
相
続
人
は
同
等
出
生
身
分
の
子
で
あ
り
、
男
子
が
あ
る
場
合
に
は
男

子
が
、
ま
た
、
男
子
が
な
い
場
合
に
限
っ
て
女
子
が
、
父
ま
た
は
母
の
遺
産
を
相
続
す
る
(
換
言
す
れ
ば
、
兄
弟
の
な
い
女
性
は
父
ま
た
は
母
の
遺

産
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
)
。
女
性
の
出
生
身
分
に
従
っ
て
こ
の
「
遺
産
」
の
中
に
は
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
(
う
)
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た

(
河
)

い
(
女
性
が
子
な
く
し
て
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
遺
産
は
、
女
性
の
父
ま
た
は
母
、
兄
弟
ま
た
は
姉
妹
な
ど
、
女
性
の
親
族
に
相
続
さ
れ
る
)
。

(3)
「
女
性
」
は
(
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
(
一
フ
ン
ト
)
法
」
の
紋
を
補
う
た
め
に
)
必
ず
後
見
人
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(a)
女
性
の
「
法
定
後
見
人
」
は
、
妻
の
場
合
に
は
夫
、
(
未
婚
の
)
娘
お
よ
び
夫
を
な
く
し
た
婦
人
の
場
合
に
は
最
近
・
最
年
長
の
剣
観

(
打
)

(
最
も
多
く
の
場
合
、
父
ま
た
は
長
兄
)
で
あ
る
。

(
b
)
夫
と
妻
は
存
命
中
別
々
の
財
産
を
も
た
ず
(
H
二
人
の
財
産
を
一
括
し
て
管
理
し
)
、
妻
の
財
産
は
夫
の
「
法
定
後
見
人
と
し
て
の
地
位

(
符
)

に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
管
理
権
こ
に
服
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
妻
は
、
夫
の
承
諾
な
し
に
、
彼
女
の
財
産
を
譲
渡
し
、
ア
イ
ゲ
ン
を
売
却

し
、
ま
た
一
期
分
を
放
棄
す
る

(
8
E
g
)
こ
と
を
え
な
い
」
(
た
だ
し
こ
の
場
合
、
ひ
き
つ
づ
き
「
彼
は
彼
女
と
と
も
に
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
の
中
に
い
る

(
内
)

の
だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
妻
も
、
夫
と
と
も
に
、
二
人
の
財
産
に
つ
い
て
一
定
の
権
利
(
H
管
理
権
)
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
)
。



(
C
)

こ
れ
に
対
し
て
、
「
(
成
熟
に
達
し
た
、
未
婚
の
)
娘
お
よ
び
夫
を
な
く
し
た
婦
人
は
、
彼
女
の
後
見
人
(
が
同
時
に
彼
女
の
相
続
人
で
も

(
別
)

あ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
)
の
承
諾
な
し
に
、
彼
女
の
ア
イ
ゲ
ン
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
女
等
の
後
見
人
に

対
す
る
自
立
性
は
、
妻
の
場
合
よ
り
も
大
き
か
っ
た
(
た
だ
し
、
そ
の
反
面
、
彼
女
等
は
、
同
時
に
後
見
人
の
相
続
人
で
も
あ
る
場
合
を
除
い
て
、

後
見
人
の
財
産
に
つ
い
て
何
ら
か
の
「
権
利
」
を
も
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
て
と
思
わ
れ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

(
d
)
女
性
が
訴
訟
当
事
者
に
な
る
場
合
に
も
必
ず
「
後
見
人
」
を
必
要
と
し
た
。
こ
れ
は
、
彼
女
等
が
そ
の
法
廷
に
お
け
る
(
直
接
の
)
言

(
創
)

動
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
な
い
た
め
、
と
さ
れ
る
。
女
性
が
そ
の
場
に
後
見
人
を
も
ち
合
わ
せ
ず
、
あ
る
い
は
、
法
定
後
見
人
を
訴
え
る

(
幻
)

場
合
、
裁
判
所
は
彼
女
等
に
後
見
人
を
与
え
、
あ
る
い
は
、
裁
判
官
自
身
が
後
見
人
に
な
っ
た
。

(
4
)
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
女
性
」
は
、
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
(
そ
れ
以
外
の
)
遺
産
を
相
続
に
よ
っ
て
取
得
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
一

期
八
刀
」
を
も
っ
場
合
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
念
の
た
め
に
、
こ
こ
で
「
ラ
ン
ト
法
」
の
「
一
期
分
」
に
関
す
る
所
見
の
要

(
お
)

点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

(
以
)

(
a
)

ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
・
一
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
人

(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
)
は
ま
た
女
性
(
特
に
妻
、
お
よ
び
、
(
未
婚
の
)
娘
)
に
対

し
ア
イ
ゲ
ン
を
、
相
続
人
の
承
諾
を
得
て
、
彼
女
の
生
涯
に
限
り
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
た
と
え
彼
女
が
い
か
に
若
く
て
も
(
な
い
し
、

幼
く
て
も
て
そ
こ
に
国
王
の
罰
令
権
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
が
所
在
す
る
裁
判
管
区
内
の
い
ず
れ
の
場
所
に
お
い
て
も
」
、
と
。

ア
イ
ゲ
ン

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
一
期
分
」
と
は
(
こ
の
場
合
)
「
女
性
(
特
に
、
妻
や
娘
)
に
対
し
そ
の
生
涯
に
限
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
所
領
」
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
が
判
る
。
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-
一
二
・
二
は
、
「
な
ん
び
と
も
女
性
に
対
し
一
期
分
を
破
る

(
H
法
廷
で
争
っ
て
一
期
分
の
「
権
利
」

を
奪
う
)
こ
と
を
え
な
い
、
後
か
ら
生
ま
れ
た
相
続
人
(
は
自
ら
承
諾
を
与
え
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
)
も
、
ま
た
、
そ
の
所
領
が
(
一
期
分
を
も

一
期
分
の
「
権
利
」
が
な
ん
ぴ
と
も
破
る
こ

(
b
)
こ
の
直
後
に
続
く
ラ
ン
ト
法
一

つ
女
性
の
)
死
亡
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
(
宮
貸
出
)
い
か
な
る
者
も
」
、
と
言
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
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と
を
え
な
い
強
い
権
利
で
あ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
権
利
」
を
破
り
え
な
い
者
と
し
て
特
に
(
「
後
か
ら
生
ま
れ

~^ 
員同

た
相
続
人
」
と
並
ん
で
、
そ
れ
と
は
別
に
)
「
そ
の
所
領
が
(
女
性
の
)
死
亡
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
者
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

(
問
)

ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
レ
l
ン
に
つ
い
て
も
設
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

一
期
分
が

(
C
)

事
実
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
(
終
り
に
近
く
に
位
置
す
る
)
他
の
条
項
で
は
、

レ
ー
ン
に
つ
い
て
も
(
あ
る
い
は
、
レ
ー
ン
の
形
で
も
)
一
期

分
を
設
定
で
き
る
こ
と
が
も
っ
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト
法
コ
了
七
五
・
一
は
、
前
段
で
「
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て

は
女
性
の
真
の
(
E
Z
)
(
あ
る
い
は
、
法

(
H
裁
判
)
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
)
一
期
分
が
あ
る
」
と
(
右
の
(
b
)
の
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
)
述
べ

た
後
、
レ
ー
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
の
存
在
を
前
提
し
て
、
「
し
か
し
、
レ
l
ン
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
、
け
だ
し
そ
れ

(
H
レ
l
ン
に

つ
い
て
の
一
期
分
)
は
幾
つ
か
の
仕
方
で
破
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
と
の
相
違
ま
で
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
直
後
に
続
く
ラ
ン
ト
法
三
・
七
五
・
二
で
は
、
「
(
こ
の
)
レ

l
ン
は
、
彼
女
等
の
夫
の
存
命
中
(
し
た
が
っ
て
こ

(
鉛
)

一
期
分
権
者
で
あ
る
女
性
は
「
妻
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
、
彼
女
等
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ

(
H
占
有
・
支
配
を
伴
わ
な
い
レ
1
ン
)
で
あ
り

の
場
合
、

(
あ
る
い
は
、
あ
る
に
す
ぎ
ず
)
、
彼
女
等
の
夫
の
死
後
(
に
は
じ
め
て
)
そ
れ
は
彼
女
等
の
(
占
有
・
支
配
の
下
に
あ
る
)
4
2
Y

ニg
(
H正
規
の
レ
l

ン
)
で
あ
る
(
あ
る
い
は
、
ョ
2
E
Wロ
に
な
る
と
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

一
期
分
に
関
す
る
「
レ

l
ン
法
」

の
諸
条
項
を
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
枠
を
(
大
き
く
)
こ
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

レ
ー
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
の
問
題
は
次
章
の

A
に
譲

り
、
こ
こ
で
は
ひ
き
つ
、
づ
き
「
ラ
ン
ト
法
」
に
見
ら
れ
る
「
女
性
」
の
地
位
を
概
括
し
、
(
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
の
そ
れ
と
も
比
較
し
な
が
ら
、

「レ

l
ン
法
」
で
こ
の
両
者
が
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
る
者
」
の
い
わ
ば
「
代
表
者
」
と
し
て
現
れ
る
ゆ
え
ん

を
、
(
主
に
)
「
ラ
ン
ト
法
」
の
史
料
的
所
見
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

(
5
)
・
(
a
)
「
女
性
」
は
(
完
全
で
な
い
に
し
て
も
)
「
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
こ
を
も
ち
、
特
に
「
参
審
自
由
人
」
(
以
上
)
の
身
分
に
生
ま
れ

北法50(6・54)1384
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た
場
合
、
相
続
に
よ
っ
て
ア
イ
ゲ
ン
を
取
得
し
、
さ
ら
に
、
(
最
も
多
く
の
場
合
、
同
等
出
生
身
分
の
夫
と
)
結
婚
し
た
後
、
夫
か
ら
ア
イ
ゲ
ン

を
一
期
分
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
女
性
は
騎
士
の
出
自
を
も
っ
両
親
か
ら
生
ま
れ
、
結
婚
前
は
騎
士
的
生
活
を
送

る
父
の
家
で
育
ち
、
結
婚
後
も
同
じ
く
騎
士
の
出
自
を
も
ち
騎
士
的
生
活
を
送
る
夫
の
許
で
、
(
そ
の
後
見
の
下
に
お
い
て
で
は
あ
れ
)
夫
と
と

も
に
、
(
も
ち
ろ
ん
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
や
一
期
分
そ
の
他
の
財
産
を
も
含
め
て
)
夫
の
財
産
を
日
常
「
女
主
人
」
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。

夫
が
先
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
(
夫
の
財
産
は
夫
の
法
定
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
)
、
妻
(
自
身
)
の
財
産
(
し
た
が
っ
て
、
妻
の
ア

(
釘
)

イ
ゲ
ン
お
よ
び
一
期
分
)
は
当
然
(
後
者
に
つ
い
て
は
妻
の
存
命
中
)
妻
の
手
に
留
ま
り
、
(
妻
と
同
等
出
生
身
分
の
)
法
定
後
見
人
(
H
最
近
・
最
年

(
M
m
)
 

長
の
剣
親
、
最
も
多
く
の
場
合
、
妻
の
父
ま
た
は
最
年
長
の
兄
弟
)
の
後
見
の
下
に
置
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
に
妻
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
妻

(
自
身
)
の
ア
イ
ゲ
ン
は
(
妻
と
同
等
出
生
身
分
の
)
妻
の
法
定
相
続
人

(
H
子
が
あ
れ
ば
子
、
な
け
れ
ば
妻
の
血
族
)
に
、
ま
た
一
期
八
刀
(
が
設
定
さ

(∞∞) 

れ
て
い
た
ア
イ
ゲ
ン
)
は
(
夫
と
同
等
出
生
身
分
の
)
夫
の
法
定
相
続
人

(
H
子
が
あ
れ
ば
子
、
な
け
れ
ば
夫
の
血
族
)
に
相
続
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
妻
の
所
領
は
、
(
直
接
)
小
作
人
に
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
(
て
い
)
る
こ
と
も
多
か
っ
た
ろ
う
。
現
に
一
期
分
の
権
利
を
保

(

同

開

)

障
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
・
こ
で
も
、
「
彼
女
が
果
樹
を
切
り
倒
し
た
り
、
そ
の
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
者

(
H
小
作
人
、
ラ
i
テ
)
を

い
ず
れ
か
の
仕
方
で
彼
女
の
一
期
分
を
彼
女
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
)
か
ら
手
放
し
た
り
」
す
れ

所
領
か
ら
逐
い
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

ば
、
「
一
期
分
を
彼
女
は
自
ら
失
っ
た
こ
と
に
な
り
」
、
(
彼
女
の
死
後
そ
の
所
領
を
取
得
す
べ
き
者
か
ら
そ
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
る
場
合
、
定
め
ら

れ
た
期
日
内
に
そ
れ
を
補
償
な
い
し
恢
復
し
な
け
れ
ば
)
「
彼
女
は
(
敗
訴
し
て
)
そ
れ
(
H
一
期
分
)
を
失
う
(
H
判
決
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
)
こ

と
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
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(
卯
)

こ
の
条
項
は
、
(
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
レ
ー
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
そ
れ
を
も
含
め
て
)
一
期
分
が
、
(
多
く
の
場
合
)
小
作
人
に
貸

し
出
さ
れ
(
て
い
)
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
作
人
に
(
自
分
の
占
有
・
支
配
す
る
)
土
地
を
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
す
こ
と
の
で

ア
イ
ゲ
ン
な
い
し
レ

l
ン
の
持
主
(
な
い
し
、
占
有
者
)
だ
け
で
あ
っ
て
、
小
作
人
が
領
主
か
ら
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
た

き
る
の
は
、
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(
卯
・

a)

土
地
を
さ
ら
に
小
作
地
と
し
て
又
貸
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
は
さ
ら
に
二
期
分
を
も
っ
妻
が
夫
の
死
後
も
ひ

プ'o.
両岡

き
つ
づ
き
「
領
主
」
の
地
位
を
保
持
し
、

で
、
妻
が
一
期
分
を
手
放
し
た
り
劣
化
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
妻
の
死
後
こ
の
所
領
を
取

得
す
べ
き
者
(
日
夫
の
法
定
相
続
人
な
い
し
主
君
)
の
「
権
利
」
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
(
妻
の
ア
イ
ゲ
ン
に
関
し
て
も
、
言
、
つ
ま
で

(
引
)

も
な
く
、
そ
の
法
定
相
続
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
)

0

妻
の
ア
イ
ゲ
ン
や
一
期
分
は
、
(
特
に
そ
れ
が
二
疋
規
模
を
こ
え
る
場
合
)
、
(
直
接
)
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
家
臣
に
対

(
引
・

a)

し
て
レ

l
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
(
て
い
)
た
場
合
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

一
期
分
を
夫
の
存
命
中
と
同
じ
状
態
・
同
じ
社
会
関
係
に
お
い
て
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
し
た
上
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や
「
レ
l
ン
法
」
で
は
、
「
ヘ

i
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
が
(
「
聖
職
者
」
や
)
「
女
性
」
の
家
臣
に
な
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
さ

(
川
町
)

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
い
て
、
も
し
「
(
聖
職
者
や
女
性
な
ど
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
の
家
臣
に
な
れ
ば
(
少
な
く
と
も
)
シ
ル
ト

へ
l
ル
シ
ル
ト
を
失
う
こ
と
に
な
)
る
」
と
い
う
原
則
が
適
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
(
先
の
小
作
地
と
し
て
貸

し
出
さ
れ
た
所
領
の
劣
化
の
場
合
と
同
じ
く
)
所
領
の
劣
化
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
(
従
来
そ
の
所
領
を
授
封
さ
れ
て
い

(
幻
)

た
)
家
臣
は
新
し
く
主
君
に
な
っ
た
妻
(
な
い
し
女
性
)
の
許
に
留
ま
ろ
う
と
は
し
ま
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
特
に
一
期
分
(
の
一
部
)
が
家
臣
に
授
封
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
所
領
の
劣
化
に
よ
っ
て
そ
の
「
権
利
」
を
損
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
夫
の
法
定
相
続
人
(
あ
る
い
は
、
主
君
)
は
、

し
た
り
)
し
な
い
可
能
性
が
大
き
く
、

が
下
が
(
り
、
あ
る
い
は
、

一
期
分
の
設
定
に
「
承
諾
」
を
与
え
た
り
(
あ
る
い
は
、
主
君
の
場
合
に
は
「
承
認
」

(
川
町
)

一
期
分
の
設
定
と
の
も
の
が
事
実
上
不
可
能
に
な
る
お
そ
れ
さ
え
あ
る
。

一
般
の
)
「
聖
職
者
」
も
、
(
へ

l
ル
シ
ル
ト
は
欠
く
も
の
の
)
「
ラ
ン
ト
法
」
(
上
の
能
力
)
を
完
全
に
失
う
わ
け
で
は
な

く
、
少
な
く
と
も
一
定
の
相
続
権
を
も
っ
て
お
り
、
(
ゲ
ラ
l
デ
を
姉
妹
と
分
け
る
ほ
か
)
「
ア
イ
ゲ
ン
と
(
そ
れ
以
外
の
)
遺
産
を
兄
弟
と
分
け

(
b
)
(
修
道
士
で
な
い
、

る」。

つ
ま
り
、
「
聖
職
者
」
も
、
「
女
性
」
と
同
じ
く
、
(
自
分
の
)
ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。



こ
の
場
合
、
こ
の
「
聖
職
者
」
も
当
然
(
主
に
)
「
参
審
自
白
人
」
の
身
分
に
生
ま
れ
、
(
「
聖
職
者
」
に
な
る
ま
で
は
)
騎
士
的
生
活
を
送
る
父

の
家
で
育
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
が
そ
の
ア
ゲ
イ
ン
を
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
(
俗
界
に
お
い
て
は
)
同
時
に
「
小
領
主
」

(
何
)

的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
死
後
、
彼
が
相
続
し
た
ア
イ
ゲ
ン
は
、
(
聖
職
者
に
は
(
嫡
出
の
)
子
は
あ
り
え
な
い
か
ら
)
、
彼

の
(
子
以
外
の
)
血
族
(
最
も
多
く
の
場
合
、
彼
の
兄
弟
)
に
相
続
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
法
定
相
続
人
も
、
彼
と
同
等
出
生
身
分
に
属
し
、

騎
士
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
職
者
の
相
続
し
た
ア
イ
ゲ
ン
(
お
よ
び
、
彼
が
授
封
さ
れ
た
レ
l
ン
)
の
中
に
家

臣
に
(
又
)
授
封
さ
れ
(
て
い
)
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
|
|
「
女
性
」
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
|
|
彼
の

代
に
は
家
臣
と
の
関
係
お
よ
び
家
臣
の
身
分

(
H
シ
ル
ト
)
が
従
前
通
り
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
呈
一
守
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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(
C
)

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
や
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
聖
職
者
」
と
「
女
性
」
が

へ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
る
場
合
の
代
表
的
ケ
l
ス
に
挙
げ
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
彼
等
か
ら
(
又
)
授
封
さ

れ
た
家
臣
の
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
が
損
な
わ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
い
て
く
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
法
的
次
元
で
見
れ
ば
、
概
括
的
に
は
、
レ

l
ン
法
に
対
す
る
ラ
ン
ト
法
の
優
越
的
地
位

(
H
第
一
義
的
に
は
ラ
ン
ト
法
こ

そ
が
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
レ
l
ン
法
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
逆
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
基
本
的
な
考
え
方
)
の
現
れ

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
出
生
身
分
が
レ

l
ン
法
上
の
身
分
や
能
力

(
H
へ
l
ル
シ
ル
ト
制
)
を
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
そ
の

逆
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
を
(
実
態
的
)
社
会
生
活
の
次
元
に
則
し
て
言
え
ば
、
特
に
「
参
審

自
由
人
」
な
ど
騎
士
的
出
自
を
も
っ
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
「
女
性
」
お
よ
び
「
聖
職
者
」
に
つ
い
て
は
、
彼
等
が
(
女
性
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、

聖
職
者
に
な
っ
た
が
ゆ
え
に
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
彼
等
が
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ

北法50(6・57)1387

と
、
彼
等
が
結
婚
後
あ
る
い
は
聖
界
に
身
を
投
じ
た
後
も
彼
等
に
相
続
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
あ
る
い
は
一
期
分
を
も
と
に
小
領
主
的
階
層
に
属

し
小
領
主
的
(
女
性
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
騎
士
的
な
家
で
の
)
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
彼
等
の
死
後
彼
等
の
所
領
は
(
彼
等
と
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同
等
出
生
身
分
の
)
法
定
相
続
人
に
(
{
女
定
的
に
)
相
続
さ
れ
て
い
く
(
べ
き
)
こ
と
な
ど
の
方
が
(
も
っ
と
)
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
ア
ウ
ク
ル
ト
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
は
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」

(
上
の
能
力
)
」
つ
い
て
も
と
も
と
(
騎
士
的
出
自
な
い
し
生
活
を
重
視
す
る
)
「
職
業
身
分
」
観
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
従
え
ば
、

(
主
に
)
参
審
自
由
人
の
家
に
生
ま
れ
育
ち
、
騎
士
的
あ
る
い
は
(
少
な
く
と
も
)
小
領
主
的
生
活
を
送
る
「
女
性
」
や
「
聖
職
者
」
は
、
も
と
も

と
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
の
中
で
最
も
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
第
四
章
で

後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
等
(
特
に
女
性
)
に
対
す
る
授
封
は
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
主
要
テ
l
マ
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う

北法50(6.58)1388 
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だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
補
足
」
の
根
底
に
は
、
(
「
ラ
ン
ト
法
」
執
筆
の
際
に
特
に
「
相
続
」
の
問
題
を
詳
し
く
検
討
し
た
結
来
は
じ
め
て
顕
在

化
す
る
に
い
た
っ
た
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
上
の
各
身
分
を
(
で
き
る
だ
け
)
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
出
生
身
分
に
対
応
さ
せ
固
定
化
す
る
こ
と
こ
そ
が

(
長
期
的
に
見
れ
ば
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
を
安
定
的
に
機
能
さ
せ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(
以
下
次
号
)

+ヱ----ロ
(
1
)
以
下
、
(
引
用
筒
所
で
は
な
く
)
行
論
の
中
で
「
ラ
ン
ト
法
」
・
「
レ
l
ン
法
」
と
言
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
|
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法

の
部
」
・
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
の
部
」
を
指
す
。

(
2
)
「
諸
侯
」
、
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
、
「
参
審
自
由
人
」
な
ど
、
「
封
建
身
分
」
(
少
な
く
と
も
そ
の
中
核
を
な
す
階
層
)
に
属
す
る
者
を
殺
害
し
た
場

合
の
人
命
金
は
一
八
ポ
ン
ド
H

三
六
0
シ
リ
ン
グ
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
二
一
・
凹
五
・
ご
。
こ
の
ほ
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
死
刑
の
判
決
を
受
け

た
加
害
者
が
そ
の
執
行
を
免
れ
よ
う
と
す
る
と
、
裁
判
官
に
対
し
同
額
の
罰
金

(
H
い
わ
ゆ
る
「
換
刑
問
罪
金
」
)
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
・
一
、
二
・
一

O

三
、
一
一
一
・
九
・
一
な
ど
か
ら
の
推
定
)
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
「
人
命
金
」
・
「
罰
金
」
と
所
領
の
規
模
の
関
係



ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト:1m( 1 ) 

に
つ
い
て
は
、
次
註

(3)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(3)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
四
・
二
に
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
が
主
君
に
所
領
(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
譲
渡
し
、
譲
受
人
で
あ
る
主
君
か
ら
改
め
て
レ

i
ン
と
し

て
受
領
す
る
場
合
の
手
続
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
さ
れ
た
主
君
が
そ
れ
を
一
年
と
一
日
授
封
せ
ず
に
自
ら

占
有
・
支
配
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
所
領
は
(
完
全
に
は
)
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
に
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
証
人
に
な
り
、
あ
る
い
は
、
判
決
を
非
難
す
る
た
め
に
は
、
主
君
か
ら
「
半
フ

i
フ
エ
(
の
所
領
)
ま
た
は
(
毎

年
)
五
シ
リ
ン
グ
の
収
益
を
も
た
ら
す
レ

l
ン
財
」
の
授
封
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
(
レ

l
ン
法
三
一
・
て
六
九
・
二
)
か
ら
、

一
フ

l
フ
ェ
の
土
地
が
年
間
一

0
シ
リ
ン
グ
の
収
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
。
一
方
、
参
審

自
由
人
は
少
な
く
と
も
一
二
フ

l
フ
ェ
以
上
(
一
二
O
フ
!
フ
ェ
ま
で
)
の
ア
イ
ゲ
ン
を
も
つ
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
、
と
推
定
さ
れ
る
が
(
ラ
ン

ト
法
一
一
了
八
0
・
一
、
二
了
八
一
・
こ
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
は
、
相
続
人
の
承
諾
を
得
て
、
そ
の
う
ち
の
半
フ

l
フ
エ
と
「
そ
こ
で
車
の
向
き
を

変
え
う
る
だ
け
の
宅
地
」
を
留
保
す
る
限
り
、
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
1

一
四
・
二
(
た
だ
し
、
ァ

イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
参
審
自
由
人
は
、
一
般
的
に
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
ほ
か
に
、
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
レ
I
ン
を
も
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
0

し
か
し
、

一
般
に
は
共
同
の
牧
人
以
外
に
特
別
な
牧
人
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
「
三
フ

l
フ
エ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
ア
イ
ゲ
ン
ま

た
は
レ

l
ン
」
を
も
っ
者
は
例
外
と
さ
れ
、
そ
の
特
権
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
A

占
・
五
凶
-
一
，
)
。
コ
ニ
フ

l
フ
エ
の
ア
イ
ゲ
ン

ま
た
は
レ
1

ン
」
を
も
っ
者
は
、
前
記
の
計
算
に
よ
れ
ば
三

0
シ
リ
ン
グ
の
年
収
を
得
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
彼
等
に
と
っ
て
一
八
ポ
ン
ド
H
一一一

六
0
シ
リ
ン
グ
の
「
人
命
金
」
を
支
払
う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一
一
二
・
五
。

(
5
)
特
に
ラ
ン
ト
法
一
・
六
五
・
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(6)
一
フ
ン
ト
法
一
・
六
二
・
一
。

(7)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
一
。

(
8
)
レ
l
ン
法
一
・
一
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
9
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
石
川
「

znEO国
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
「
主
要
文
献
略
語
表
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
特
に
、
前
稿
(
二
)
、
二
・
(
六
)
・

(
8
)
、

北法50(6・59)1389

お
よ
び
、
註
(
則
)
で
指
摘
し
た
「
パ
ウ
ア

l
マ
イ
ス
タ

l
職
・
レ

l
ン
」
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
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と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
後
に
改
め
て
述
べ
る
。

(
ロ
)
「
序
詩
|
|
対
韻
句
形
の
|
|
」
、
二
六
一
行
以
下
。

(
日
)
前
稿
(
一
二
)
、
註
(
削
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(は
)
A
V
-
-
一
一
(
H
レ
i
ン
法
二
、
一
・
一
一
一
(
二
回
)
(
H
レ
l
ン
法
二
、
一
・
六
(
一
一
回
)
(
H
レ
l
ン
法
二
・
一
一
、
二
・
四
)
。
一
・
五
O
(
H
レ
l

ン
法
二
一
二
・
二
、
一
・
五
八
(
H
レ
1

ン
法
二
五
・
ニ
、
一
・
六
一
(
H
レ
l
ン
法
二
五
・
三
)
、
一
・
一
一
一
四
と
一
一
一
六
(
H
レ
l
ン
法
五
四
・
二
、

一
一
・
五
七
(
H
レ
1
ン
法
六
九
・
二
、
=
了
二
一
(
H
レ
l
ン
法
七
八
・
二
。

(日
)
A
V
二
一
-
一
一
一
(
H
レ
l
ン
法
七
八
・
二
に
は
、
「
己
否
。
ま
と
と
も
に
終
る
レ
l
ン
」
(
レ
l
ン
法
七
八
・
一
で
は
、
「
5
=
と
と
も
に
終
る

5
5
8
」
)
が
登
場
し
て
く
る
が
、
こ
の
場
合
巳
『
3
5
(
な
い
し

5
Z」
)
の
語
は
文
字
通
り
(
い
わ
ば
物
と
し
て
の
)
「
楯
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
は
、
若
干
の
者
が
同
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
各
種
の
レ
l
ン
以
外
に
も
時
限
的
性
格
を
も
っ
レ
l
ン
が
あ
る
と
し
て
そ
の
一
例
に
数
え
て

い
る
も
の
で
あ
り
、

A
V
(
な
い
し
「
レ
i
ン
法
」
)
の
著
者
自
身
は
そ
う
し
た
時
限
的
性
格
を
も
っ
授
封
を
「
許
さ
れ
な
い
」
(
円
8
B
E
g
-
z

A
V
三
・
二
二
、
「
レ
!
ン
法
」
で
は
、
「
間
違
っ
て
い
る
」
(
E
B
与
さ
と
し
て
い
る
。

(凶
)
A
V
一
・
五
(
H
レ
i
ン
法
二
-
一
一
)
、
一
・
七
(
H
レ
l
ン
法
一
一
・
六
)
(
一
一
一
向
)
、
一
・
一
一
一
一
(
H
レ
l
ン
法
四
七
・
一
二
、
三
・
四
(
H
レ
l
ン

法
七
一
・
今
一
O
)
0

(げ

)
A
V
一
・
四
(
H
レ
l
ン
法
つ
・
二
、
一
・
五
七
(
H
レ
i
ン
法
-a
五
・
一
)
、
一
・
六
O
(
H
レ
l
ン
法
二
五
・
三
)
、
一
・
一
一
一
(
刊
レ
l
ン

法
凶
七
・
一
乙
、
三
・
一
二
(
H
レ
1

ン
法
七
一
・
一
九
)
。

(
凶
)
レ
l
ン
法
一
で
は

A
V
の
F
E
m
m白
血

-
z
n
-
否
E
聞
が
z
q
R
E
に
な
っ
て
い
る
。

(
印
)
レ
l
ン
法
一
で
は
、
「
第
三
の
門
戸
石
E
∞
へ
下
が
り
」
の
一
文
が
「
削
除
」
さ
れ
、
「
第
六
の
n
q官
E

目
」
は
「
第
六
の

5
1」
と
な
っ
て
い
て
、

E
Z
の
語
の
使
用
回
数
は
一
つ
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
「
ラ
ン
ト
法
」
↓
「
レ
l
ン
法
」
と
い
う
現
行
刊
本
の
配
列
に
お
い
て
は
、
こ
の

「
削
除
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
俗
諸
侯
が
「
第
三
の
シ
ル
ト
」
を
も
つ
こ
と
は
既
知
の
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
加
)
レ
l
ン
法
二
・
二
の
前
段
で
は
、

A

V
の
Z
5
2
2
0
2
5
5
聞
の
語
は
1
1
1
③
の

A

V
一
・
四
日
レ
ー
ン
法
二
・
一
の
吉
田
z
s
p
z
z
H

一
m
R
R
Z
と
同
じ
く
l
i
t
-
2
8
n
z
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
Z
B
P
Z
2
5
5
目
H
H
-
2
8
n
Z
は
.
も
ち
ろ
ん
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
所
領
を
「
レ
ー

ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
家
臣
が
自
ら
占
有
・
支
配
す
る
(
具
体
的
に
は
、
小
作
人
に
小
作
地
と
し
て

貸
し
出
す
)
だ
け
で
な
く
ー
ー
な
お
、
所
領
を
小
作
地
と
し
て
貸
し
出
す
の
は
家
臣
に
だ
け
認
め
ら
れ
た
(
レ
l
ン
法
上
の
)
「
権
利
」
で
あ
り
、
小
作
人

北法50(6・60)1390
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が
小
作
地
を
又
貸
し
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
レ
I
ン
法
六
0

・
二
、
お
よ
び
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
一
五
五
頁
以
下
を

参
照
さ
れ
た
い
|
|
、

A
V
一
・
五

H

レ
l
ン
法
二
・
こ
で
は
、
レ
ー
ン
能
力
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
者
に
(
レ
l
ン
を
相
続
さ

せ
る
「
権
利
」
、
お
よ
び
、
授
封
更
新
を
求
め
る
「
権
利
」
が
な
い
旨
、
明
言
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
)
(
自
分
の
家
臣
に
対
す
る
)
(
又
)
授
封
権
が
な
い
と
は

(
少
な
く
と
も
)
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
す
ぐ
に
後
述
す
る

A
V
一
・
七

H

レ
l
ン
法
二
・
六
で
は
、
「
σ
g
m
2
2
E庁

E
田
H
Z
2
R言

に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」
が
彼
等
か
ら
所
領
を
受
領
す
る
こ
と
が
(
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
)
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
等
が

レ
l

J

(
自
分
の
家
臣
に
対
し
て
)
所
領
を
(
又
)
授
封
す
る
「
権
利
」
を
も
含
む
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
、
石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
一
ム
ハ

一
七
頁
で
は
、
こ
の
箇
所
の

-gHdnZ
を
も
っ
ぱ
ら
「
レ
l
ン
を
現
実
に
支
配
す
る
権
利
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
が
、
右
の
よ
う
に
補
正
し
て
お
き
た

い
。
ま
た
、
同
上
、
註
(
川
別
)
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
条
項
の
う
ち
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
な
る
レ
l
ン
法
五
六
・
引
、
七
五
・
一
の

-
0
2
R
Z
の
語
に
つ
い
て

も
、
同
じ
補
正
が
必
要
で
あ
る
)
。
な
お
、
「
(
又
)
授
封
」
を
意
味
す
る

-g『
2
言
の
語
の
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
用
法
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
後

述
す
る
。

(
幻
)
レ

l
ン
法
二
・
二
の
後
段
で
は
A
V
の

n
q胃
5
5
m昌
宏
が

E
R
E
-円
に
な
っ
て
い
る
。

(
勾
)
レ

l
ン
法
二
・
四
で
は
、

A

V
の
「
吉
田
に
つ
い
て
完
全
な
者
と
上
述
の
者
た
ち
の
う
ち
の
誰
か
」
が
「
一
人
は

zan--四
に
生
ま
れ
(
つ
い
)

て
い
な
い
者
と
、
も
う
一
人
は
日

g
a
n
Z
(
H
レ
l
ン
法
上
の
能
力
)
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
文
末
の
「
吉
田
に
つ
い
て
完
全
な

者
」
が
「
F
2
5
}岬
に
お
い
て
完
全
な
者
」
に
、
ま
た
、
「
円
四
明
白
-
2
口
々
官
巴
聞
を
欠
く
者
」
が
「
か
の
者
(
な
い
し
、
前
者

H
F
O
R
-
-四
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て

い
な
い
者
こ
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
レ

I
ン
法
二
・
六
で
は
、

A
V
の
「

Z
白
色
n
gぽ
呂
田
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
が
「
宮
司
主
席
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
に
、
ま
た
、
「
そ
う
し
た
類
の

い
ず
れ
か
の
者
か
ら
」
が
(
よ
り
明
確
に
)
「
誰
か
厚
司

5-円
を
も
た
な
い
者
か
ら
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

(μ)
同
じ
く
レ

l
ン
法
二
・
六
で
は
、
こ
の
件
、
ま
ず
前
段
が
「
た
だ
し
、
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
あ
る
女
性
が
選
挙
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
の
(
「
お
よ
び

レ

l

J

教
会
の
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
音
ゆ
)
所
領
を
受
領
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
F
2
5
z
を
取
得
す
る
(
あ
る

い
は
、
取
得
し
た
)
場
合
は
別
で
あ
り
」
と
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
、
さ
ら
に
、
後
段

(
H
「
こ
れ
ら
に
つ
い
て
家
臣
は

gロ
O
P
E
-
2
5
を
取
得
す
る
」

と
(
や
や
)
抽
象
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
箇
所
)
は
、
(
一
g
H
R
Z
の
語
を
(
お
そ
ら
く
意
識
的
に
)
避
け
、
よ
り
具
体
的
に
)
「
そ
の
所
領
を
彼
等

(
H
へl
ル
シ

ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
た
ち
)
は
(
自
分
た
ち
の
家
臣
に
)
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
人

(
H
彼
等
お
よ
び
(
お
そ
ら
く
)
彼
等
の
家
臣
)
は
別

の
(
H
新
し
い
)
主
君
に
(
そ
の
所
領
の
)
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。
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説論

(
お
)
レ

l
ン
法
二
三
・
一
で
は
A

V
の
お
宮
}
仲
間
立
否
。
ま
が

E
R
E
-円
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
か
な
り
の
分
量
の
「
補
足
」
が
加
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(お
)
(
A
V
一
・
五
八
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
二
五
・
一
の
末
尾
で
は
、

(Er
の
語
を
用
い
ず
に
)
「
け
だ
し
、
人
が
誰
か
(
の
身
分
、
な
い
し
、
シ
ル
ト
)

仁
V

?

i

~

J

を
彼
の
所
領
を
も
っ
て
引
き
下
げ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
改
め
て
い
る
。
し
か
し
、
レ

l
ン
法
二
五
・
一
を

(
A
V
一
・
五
七

に
対
応
す
る
)
前
段
か
ら
通
し
て
読
ん
で
い
く
と
、
こ
の
件
の
「
誰
か
」
が
「
誰
か
の
身
分
な
い
し
シ
ル
ト
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
自
ず
か
ら
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

(幻
)
(
A
V
一
・
六
一
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
二
五
・
三
の
後
段
で
は
、

n
q哲
三
の
語
が
包
-
同
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
包
】
円
の
語
に
「
国
王

か
ら
下
り
て
(
き
た
)
(
シ
ル
ト
の
数
と
同
じ
だ
け
多
く
の
ご
と
い
う
「
補
足
」
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(お
)
(
A
V
-
-
一
一
一
一
に
対
応
す
る
)
レ

l
ン
法
四
七
・
二
は
、
「
そ
の
者

(
H
前
の
主
君
)
に
家
臣
た
ち
が
な
く
、
し
か
し
彼

(
H
そ
の
者
)
が
レ
l

ン
法
(
H
又
授
封
)
を
行
い
う
る
ほ
ど
高
く

Z
o
a
a
z
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
な
ら
ば
、
主
君
の
家
臣
仲
間
(
H
上
級
主
君
の
家
臣
た
ち
)
を
(
こ
の
)
家

臣
は
、
彼
が
彼
等
を
必
要
と
す
る
場
合
、
(
前
の
主
君
の
)
家
臣
た
ち
(
H
彼
自
身
の
家
臣
仲
間
)
の
代
わ
り
に
(
証
人
と
し
て
)
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、

彼
等
(
H
前
の
主
君
の
家
臣
仲
間
、
上
級
主
君
の
家
臣
た
ち
)
は
彼
(
H
こ
の
家
臣
)
の
所
領
が
(
品
川
の
主
君
か
ら
)
そ
こ
へ
(
移
り
)
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
(
H

上
級
主
君
の
許
)
で
家
臣
(
な
の
)
で
あ
る
(
か
ら
と
、
と
大
幅
に
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
レ

i
ン
法
四
七
・
二
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
ヒ
ル
シ
ユ
(
お
よ
び
シ
ョ
ッ
ト
)
は
、

ω垣
m
g町内同
R
5
8
5
5
g
p
E
ι
刊
号
円
FHO

R
H
m
g
m
F
R
R
E
O
加問ぎ
5
E
Z
-∞O
E
O
-
a
R
-
M
O
Z
R
m
n
Z
Eロ
BBnu
と
い
う
関
係
丈
章
が
内
庁

g
g
に
か
か
る
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
E
-
∞-

E
ご
』
〉
=B-Z。
豆
町
甲
山
回
〔
山
田
。
コ
U
M
-
M
ま
)
。
構
文
上
は
確
か
に
そ
の
よ
う
に
解
し
た
方
が
無
理
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
先

行
す
る
四
七
・
一
と
の
つ
な
が
り
が
理
解
で
き
な
い
。
右
に
掲
げ
た
私
訳
は
、
特
に
そ
の
点
を
重
視
し
、
右
の
関
係
文
章
が
島
町
出

Z
B
E
(前
の

主
君
)
に
か
か
る
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
解
釈
は
、

A

V
一
・
一
一
一
一
の
該
当
箇
所
が
の
E
5
2
2
5
E
E
E出仏
E
E
-
D
E
C
-

B
E
e
g
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
支
持
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
(
つ
ま
り
、

A
V
の
方
が
「
レ
l
ン
法
」
よ
り
も
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
)
ケ
ー

ス
は
む
し
ろ
例
外
に
属
す
る
。
そ
こ
で
、
ア
イ
ケ
は
な
ぜ
こ
こ
で

i
l
そ
う
し
た
構
文
上
の
「
無
理
」
を
冒
し
て
ま
で
|
|
「
改
訂
」
・
「
補
足
」

を
行
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
(
現
在
の
と
こ
ろ
)
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
は
、

A
V
(
一
・
一
一
一
一
)
に
は
「
家
臣
」
が
一
度
も
そ
の
姿
を
表
面
に
見
せ
て
い
な
い
の
に
、
「
レ

l
ン
法
」

(
四
七
・
二
)
で
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
「
家
臣
」
が
主
語
に
な
り
、
同
じ
事
態
が
「
家
臣
」
の
立
場
か
ら
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
「
レ
ー
ン

北法50(6・62)1392
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法
」
で
は
丈
末
に
家
臣
が
主
君
の
家
臣
仲
間
を
(
も
)
証
人
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
「
理
由
」
が
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
二
点
に

求
め
ら
れ
る
。
ま
ず
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
先
行
す
る
レ
l
ン
法
四
七
・
一

(
H
A
V
-
-
一
一
一
)
で
は
、
家
臣
は
(
前
川
の
主
君
に
よ
る
授
封
を

認
め
な
い
)
上
級
主
君
に
対
し
ほ
ん
ら
い
前
の
主
君
の
家
臣
仲
間
と
と
も
に
そ
れ
が
(
前
の
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
)
彼
の
レ
i
ン
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
こ
の
場
合
、
家
臣
は
授
封
更
新
を
求
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
は
取
に
|
|
授
封
更
新
請
求
権
の
な
い
i
l
ゲ
デ
イ
ン

レ
1

J

ゲ
を
授
封
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
)
0

家
臣
の
「
-
2
2
m
m耳
R
m
t
F
m
Z
M常
垣
R白
)
(
H
主

君
か
ら
所
領
を
レ
l
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
し
て
い
る
こ
と

1
1
(石
川
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
、
一
五
O
頁
以
下

を
参
照
)
を
「
人
(
H
家
臣
)
は
主
君
の
家
臣
六
人
と
と
も
に
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
レ
l
ン
法
七
四
・
・

1

な
お
レ
-
ン
法
五
・

二
を
も
参
照
)
の
が
原
則
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
ア
イ
ケ
は
、
レ
ー
ン
法
四
七
・
一
お
よ
び
四
七
・
二
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
、
家
臣
が

上
級
主
君
に
対
し
『
吉
田
凹
9
8
8
を
立
証
す
る
際
、
も
し
前
の
主
君
の
家
臣
が
(
必
要
な
だ
け
H
六
人
以
上
)
い
な
い
場
合
に
は
そ
の
代
わ
り
に
上
級

主
君
の
家
臣
を
証
人
に
加
え
て
よ
い
、
と
い
う
例
外
を
設
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
レ
l
ン
法
四
七
・
二
の
末
尾
に
(
彼
等
は
彼
の
所
領
が

そ
こ
へ
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
家
臣
で
あ
る
」
と
い
う
)
関
係
文
章
を
「
補
足
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
所
領
が
法
的
に
は
(
前
の
主
況
の
死
亡

等
に
よ
り
そ
の
手
を
離
れ
)
す
で
に
上
級
主
君
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
場
合
、
上
級
主
君
の
家
臣
も
ま
た
証
人
に
な
り
う
る
と
い

う
こ
と
の
「
法
的
根
拠
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
う
し
た
例
外
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
前
の
主
君
が
も
と
も
と
自
分

の
家
臣
に
(
又
)
授
封
し
自
分
の
家
臣
を
も
ち
う
る
ヘ
l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
前
の
主
君
が
へ
l
ル
シ
ル
ト

を
も
た
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
第
七
シ
ル
ト
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
も
と
も
と
家
臣
が
い
な
く
て
も
当
然
と
い
う
身
分
に
属
し
て
い
る
場
合

に
は
こ
の
例
外
は
適
用
さ
れ
な
い
。
(
こ
れ
が
「
彼
が
レ
l
ン
法
を
行
い
う
る
ほ
ど
高
く
へ
l
ル
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
(
つ
い
)
て
い
る
な
ら
ば
」
と
い
う
「
補

足
」
の
理
由
で
あ
る
)
。
以
上
の
こ
と
を
「
補
足
」
す
る
た
め
に
著
者
ア
イ
ケ
は
l
|
構
文
上
多
少
の
無
理
を
冒
し
て
も
|
l
「
家
臣
」
を
主
語
に
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
却
)
レ
l
ン
法
五
回
・
一
は
、
こ
の

A
V
一
・
一
二
四
お
よ
び
一
一
一
六
を
)
つ
の
条
項
に
ま
と
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
主
君
が
(
レ
l
ン
法
上

の
同
身
分
者
に
対
す
る
)
臣
従
札
(
H
臣
従
関
係
)
に
よ
っ
て
彼
の

5-円
を
下
げ
る
(
な
い
し
、
下
げ
た
)
な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
家
臣
の
(
H
彼
の
家
臣
に
授

封
し
て
い
た
)
レ
l
ン
を
、
そ
れ
が
彼
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
も
の
を
除
き
、
す
べ
て
失
っ
た
こ
と
に
な
る
、
そ
し
て
家
臣
た
ち
は
彼
等
の
所
領
を

上
級
主
君
か
ら
受
領
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
(
H
上
級
主
君
が
自
ら
彼
等
に
そ
れ
を
授
封
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
)
彼
(
H
上
級
主
君
)
は
彼
等
に

彼
等
の
主
君
の
(
レ
l
ン
法
上
の
)
同
身
分
者
(
を
新
し
い
主
君
と
し
て
指
定
し
、
そ
)
の
許
へ
赴
く
よ
う
指
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
家
臣
は
、
彼

北法50(6・63)1393
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の
主
君
が
彼
(
H
家
臣
)
の
(
H
家
臣
に
授
封
さ
れ
て
い
た
)
所
領
(
そ
の
も
の
の
ラ
ン
ク
)
を
引
き
下
げ
、
そ
れ
を
彼
(
H
、
王
者
)
が
前
に
受
領
し
て
い
た

よ
り
も
身
分
の
低
い
主
君
か
ら
受
領
す
る
場
合
に
も
、
同
じ
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
L

。

こ
の
「
改
訂
」
に
よ
っ
て
、
(
同
身
分
者
に
対
す
る
)
臣
従
礼
に
よ
っ
て
自
分
の
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
た
主
君
が
い
つ
(
し
た
が
っ
て
ま
た
、
な
ぜ
)
家
臣

た
ち
に
授
封
し
て
い
た
レ

l
ン
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

A

V
一
・
一
一
一
回
と
一
・
一
二
六
の
問
に
垣
間
見
ら
れ
た

不
統
一
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
(
必
ず
し
も
明
快
と
は
言
え
ず
、
前
段
と
後
段
を
入
れ
か
え
た
方
が
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
と
思
わ
れ
る
が
)
、

後
段
(
H
家
肢
が
授
封
さ
れ
て
い
た
所
領
そ
の
も
の
の
ラ
ン
ク
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
場
合
)
と
の
対
比
に
お
い
て
、
前
段
の
「
主
君
が
臣
従
礼
に
よ
っ
て

レ
l

J

彼
の
シ
レ
ト
を
引
き
下
げ
る
場
合
」
は
、
主
君
が
当
該
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
所
領
そ
の
も
の
を
従
前
の
(
上
級
)
主
君
よ
り
身
分
の
低
い
者
(
H
上

級
主
君
)
か
ら
受
領
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
主
君
が
当
該
家
臣
に
授
封
し
て
所
領
と
は
関
係
の
な
い
形
で
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
っ
た
場
合
も

す
べ
て
含
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
条
項

i
l
特
に
「
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
と

い
う
「
補
足
」
|
|
に
つ
い
て
は
(
第
三
章
・

C
の
(
三
)
で
)
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
初
)
レ

l
ン
法
六
九
・
一
日
「

E
2
R
E
を
欠
く
者
は
誰
し
も
、

5
2
2
Z
を
も
つ
い
か
な
る
者
の
(
発
見
し
た
)
判
決
を
も
非
難
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
。

こ
れ
は
(
形
式
論
理
的
に
は
「
へ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
で
も
へ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
の
(
発
見
し
た
)
判
決
な
ら
非
難
で
き
る
」
と
い
う
解
釈
の
余
地
を
残

さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
)
、

A

V
二
・
五
七
と
同
旨
の
こ
と
を
裏
か
ら
(
H
否
定
態
で
)
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
者
と
欠

く
者
の
判
決
非
難
に
関
す
る
「
権
利
」
の
差
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
訂
)
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、

A

V
三
・
四
の
う
ち
こ
こ
ま
で
が
、
レ
ー
ン
法
七
0

・
一
九
に
組
み
こ
ま
れ
た
上
、

g-mRZugm出
n
E
B
に
は
お
n
z

-g
の
語
が
宛
て
ら
れ
、
文
末
に
は
き
nz
」
刊
号
室
内
門
金
田
田
町
口
(
字
義
通
り
に
は
、
「
前
者
が
後
者
に
関
し
て
も
(
そ
う
)
で
き
な
い
」
、
し
か
し
、
内
山
科
か
ら

は
「
後
者
が
前
者
に
関
し
て
も
(
そ
う
)
で
き
な
い
」
)
と
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

(
ロ
)
レ

i
ン
法
七
一
・
二

O
の
前
段
は
、

z
a
n
E
に
つ
い
て
完
全
な
あ
る
家
臣
は
、
「
城
塞
レ
!
ン
以
外
の
い
ず
れ
の
レ

l
ン
を
も
と
に
し
て
で
も
、

他
の
(
へ
1

ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
)
者
(
H
家
臣
)
に
関
し
て
判
決
を
発
見
し
ま
た
証
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、

A

V
三
・
四
後

段
の
「
家
臣
が
臣
従
礼
に
よ
っ
て
受
領
し
ま
た
占
有
(
・
支
配
)
の
中
に
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
関
係
文
章
を
「
削
除
」
し
、
さ
ら
に
A

V
三
・
四
末

尾
の
「
他
の
受
封
者

(
1一
永
匝
)
に
関
し
て
(
判
決
を
発
見
し
証
言
を
行
う
)
資
格
の
あ
る
者
」
と
い
う
、
い
か
に
も
持
っ
て
回
っ
た
(
H
一
向
に
具
体
的

で
な
い
)
言
い
回
し
を
、
簡
潔
か
つ
具
体
的
に
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」
に
改
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
レ
ー
ン
法
七
一

二
O
は
、
こ
の
後
に
さ
ら
に
、
「
た
だ
し
諸
侯
の
(
も
つ
)
旗
レ

I
ン
に
関
す
る
場
合
は
除
く
。
し
か
し
、
諸
侯
は
ラ
イ
ヒ
(
内
)
の
あ
ら
ゆ
る
家
臣

-It法50(6・6-1)1394 
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に
関
し
て
判
決
を
発
見
し
ま
た
証
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
い
う
「
補
足
」
が
施
さ
れ
、
以
下
レ

l
ン
法
七
一
・
一
二
、
七
一
・
一
一
二
、
(
一

つ
置
い
て
)
七
二
・
二
別
段
へ
と
続
く
「
諸
侯
」
お
よ
び
「
旗
レ
l
ン
」
に
関
す
る
「
補
足
」
の
口
火
を
切
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
後
述
す
る
。

(お
)
A
V
に
§
Z
F
ち
σ阻
ま
お
の
語
が
現
わ
れ
る
の
は
、
一
-
一
一
一
一
一
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
(
対
応
す
る
レ
l
ン
法
六
一
二
・
一
一
と
阿
じ
く
)
「
家
人
た

ち
が
各
司
教
・
修
道
院
長
・
修
道
尼
院
長
の
下
で
(
そ
れ
ぞ
れ
)
独
白
の
法
を
も
っ
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で

は
修
道
(
尼
)
院
長
が
諸
侯
で
あ
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。

(
お
)
後
述
す
る
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
と
比
較
さ
れ
た
い
。

(
お
)
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
レ
l
ン
法
」
に
は
お
よ
そ
〈
ロ
の
請
が
(
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
)
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿
(
一
)
、
四

三
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
向
上
、
註
(
日
)
で
は
、
い
わ
ば
例
外
的
に
き
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
条
項
と
し
て
レ
l
ン
法
二
四
・
八
と
七
二
了

二
の
二
つ
を
挙
げ
て
あ
る
が
、
こ
の
両
条
項
は
い
ず
れ
も
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
で
あ
っ
て

A
V
に
は
対
応
条
項
が
な
く
、
ま

た
(
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
縦
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の

2
0
a
R
に
も

5
m
g
z
g
や

5
2
の
見
出
し
請
は
な
い
。

(
部
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
註
(
加
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
こ
の
不
明
確
さ
は
、
対
応
す
る
レ

l
ン
法
二
・
六
が
「
(
た
だ
し
、
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
あ
る
女
性
が
選
不
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
受
領
し
、
そ

し
て
)
そ
れ
に
よ
っ
て
ヘ

1
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
(
場
合
は
別
で
あ
り
こ
と
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
(
前
註
(M)
を
参
照
)
の
と
比
較
す

れ
ば
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
判
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
。

(
お
)
た
だ
し
、
こ
の
点
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
(
前
詑
(
却
)
を
参
照
)
0

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、

「レ
l
ン
法
」
の
対
応
条
項
に
お
い
て
「
改
善
」
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
却
)
前
註
(
凶
)
1
(
辺
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刊
)
②

A
V
一・一一一
(

-

A

筒
所
)
、
⑨

A
V
一
・
五
八
、
⑪

A
V
一
・
六
一
、
⑪

A
V
一
・
一
二
四
、
⑮

A
V
一
・
一
一
一
六
。

(
引
)
②

A

V
一
・
三

H

レ
l
ン
法
一
の
一
箇
所
、
⑪

A
V
一
・
六
一

H

レ
l
ン
法
二
五
・
三
、
⑪

A

V
一
・
一
一
一
四
日
レ
l
ン
法
五
四
・
一
。

(
位
)
②

A

V
一
・
一
一
一
日
レ
l
ン
法
一
の
一
箇
所
、
⑨

A
V
一
・
五
八
H
レ
l
ン
法
二
五
・
一
、
⑮

A
V
一
-
一
一
一
六
H
レ
l
ン
法
五
四
・
一
。

(
特
)
②

A

V
一
・
二
一

H

レ
l
ン
法
一
の
一
箇
所
、
お
よ
び
、
⑨

A

V
一
・
五
八
H

レ
l
ン
法
二
五
・
一
。
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
問
)
、
お
よ
び
、
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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(
M
M
)

⑮
A
V
一
・
一
二
六

H

レ
l
ン
法
五
四
・
一
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
①

A
V
一
・
二
。

(
比
四
)
⑤

A
V
一
・
六
の
二
箇
所
、
⑦

A
V
一
・
五
O
、
⑬

A
V
二
・
五
七
。

(
灯
)
①

A
V
一
・
二
日
レ

l
ン
法
一
、
⑤

A
V
一
・
六
の
二
箇
所
H
レ
l
ン
法
二
・
二
と
二
・
回
、
⑦

A
V
一
・
五
O

H
レ
i
ン
法
二
三
・
一
、

⑮

A
V
二
・
五
七
H

レ
ー
ン
法
六
九
・
一
。
な
お
、
本
文
に
「
(
実
質
的
に
は
)
」
の
一
句
を
加
え
た
の
は
、

A
V
一
・
六
と
レ

l
ン
二
・
四
の

間
に
、
形
式
上
、
前
註
(
幻
)
の
末
尾
で
指
摘
し
た
よ
う
な
ず
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
刊
)
⑮

A
V
二
・
五
七
日
レ

l
ン
法
六
九
・
一
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
羽
)
⑤

A
V
一
・
六
H

レ
l
ン
法
二
・
四
の
二
箇
所
、
⑥

A
V
一
・
七
H

レ
l
ン
法
二
・
六
の
二
箇
所
。
本
文
に
「
(
実
質
的
に
)
」
の
一
句
を
加

え
た
の
は
、

A
V
一
、
六
お
よ
び
一
・
七
の
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
で
は
、
「
上
述
の
者
」
な
い
し
「
そ
う
し
た
類
の
者
」
と
い
っ
た
(
形
式
上
は

宮
田
O
P
E
-
-
E
の
語
を
欠
く
)
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
り
、
一
・
七
に
つ
い
て
は
両
者
間
に
ず
れ
が
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
前
註
(
勾
)
お
よ
び
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
⑥

A
V
一
・
七
H
レ
l
ン
法
二
・
六
(
H
「
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

Z
Z
E
を
取
得
す
る
」
、
前
註

(μ)
を
参
照
)
、
⑬

A
V
コ
了
四
H
レ
l
ン
法
七

一
・
二

O
(
前
註
(
幻
)
を
参
照
)
。

(
日
)
レ

l
ン
法
一
、
二
・
二
、
二
・
四
(
二
川
)
、
二
・
六
(
J

一
川
)
、
二
三
・
一
、
四
七
・
二
、
六
九
・
二
二
凹
)
、
七
一
・
二

O
。
な
お
、
ザ
ク

セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
成
立
史
を
問
題
に
す
る
本
稿
の
性
質
上
、
本
稿
で
の
検
討
対
象
は
原
則
と
し
て
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
(
と
さ
れ
る
)
テ
キ

ス
ト
に
限
り
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
テ
キ
ス
ト
に
は
特
に
必
要
の
な
い
限
り
言
及
し
な
い
。

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
改
め
て
後
述
す
る
。

(
臼
)
前
註
(
出
)
お
よ
び
(
却
)
を
参
照
。
さ
ら
に
、
前
註
(
詑
)
で
述
べ
た
⑬

A
V
三
・
四
↓
レ

l
ン
法
七
一
・
二

O
の
「
改
訂
」
に
つ
い
て
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
が
、
そ
れ
が
「
改
益
己
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、

A
V
に
お
け
る

g
-
m
R
m
Zロ
何
回

2
E
S
と
の
比
較
に
お
い
て
「
レ
ー

ン
法
」
に
お
け
る
お

n
z
-
B
の
概
念
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
改
め
て
第
三
章
・

B
に
お
い
て
後

述
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
日
)
強
い
て
挙
げ
れ
ば
、
⑬
の

A
V
一
・
ザ
一
二
-
↓
レ
ー
ン
法
凶
七
・
二
の
場
合
が
そ
れ
に
当
た
る
か
も
知
れ
な
い
(
具
体
的
に
言
え
ば
、
2
0
2
0

己

q
E
E
S
S
E
-
E
品
。
号
n
E
S
品
。
B
O
Z
0
2
2
E
o
m
o
Z
Z
E
E
-
s
ぎ
・
品
巳
F
o
-
E
E
n
Z牛
Z
2
5
R
F
と
い
う
関
係
文
章
が
斥
E
S
に
で
は
な
く
品
。
ω
宮
司
自
に
か
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こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
お
)
で
述
べ
た
こ
と
を

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

か
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

A
V
}
・
一
一
ム
一
の
テ
キ
ス
ト
を
見
た
方
が
は
っ
き
り
す
る
)
。
し
か
し
、

参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
了
二
(
一
一
一
同
)
、
一
-
一
一
五
・
コ
一
、
一
・
二
五
・
四
、
一
・
二
七
・
二
、
二
・
二
二
・
三
、
三
・
五
九
・
一
、
三
・
六
五
・
二
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
(
二
回
)
。

(日・

a)
ラ
ン
ト
法
一
二
・
八
一
・
一
に
よ
れ
ば
、
あ
る
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
の
参
審
員
が
欠
け
た
と
き
、
国
王
は
「
ラ
イ
ヒ

(
H
阿
王
)
の
家
人
」
を
解

放
し
て
参
審
員
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
参
審
員
に
な
り
う
る
人
々
」
の
中
に
は
「
(
解
放
さ
れ
た
)
ラ
イ
ヒ
の
家
人
」
も

含
ま
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
(
な
お
、
ラ
ン
ト
法
一
一
一
一
九
を
も
参
照
)
が
、
そ
の
場
合
、
彼
等
が
「
参
審
自
由
人
」
並
み
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら

か
な
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
一
々
触
れ
な
い
。

(
幻
)
こ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
巻
頭
の
部
分
に
お
け
る
(
七
の
数
次
に
関
連
さ
せ
た
)
叙
述
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
相
続
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
な
お
、
こ
の
条
項
の
末
尾
に
は
、
「
(
ま
だ
嫁
資
と
し
て
)
ゲ
ラ
l
デ
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
姉
妹
は
、
彼
女
の
母
の
ゲ
ラ
l
デ
を
、
教
会
ま
た
は

聖
職
株
を
も
っ
聖
職
者
と
分
か
つ
こ
と
は
な
い
」
、
と
い
う
「
細
則
」
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
先
行
す
る
一
・
五
・
二
で
、
「
(
ま
だ
)
家
に
あ
っ

て
(
嫁
資
と
し
て
)
ゲ
ラ

i
デ
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
娘
は
、
彼
女
の
母
の
ゲ
ラ
l
デ
を
よ
す
で
に
嫁
資
と
し
て
)
ゲ
ラ
l
デ
を
与
え
ら
れ
た
娘
と
分

か
つ
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
た
の
を
承
け
て
、
母
の
ゲ
ラ
l
デ
の
相
続
に
関
し
、
「
教
会
ま
た
は
聖
職
職
を
も
っ

2
2
2
)
聖
職
者
」
を
「
(
す
で
に
)

ゲ
ラ
l
デ
を
与
え
ら
れ
た
娘
(
な
い
し
、
聖
職
者
の
立
場
か
ら
は
「
姉
妹
」
)
並
み
に
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

Z
5
2
の
語
は
レ
l
ン
法
と
の
関
連

で
は
「
レ
l
ン
と
し
て
受
領
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
悶
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
九
頁
以
下
を
参
照
き
れ
た
い
。

(
印
)
「
ゲ
ラ
l
デ
」
に
つ
い
て
は
よ
聖
職
者
が
そ
れ
を
姉
妹
と
と
も
に
相
続
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
「
彼
(
日
聖
職
者
)
が
死
亡
す
る
と
き
手
許
に
も
っ
て

い
る
も
の
は
、
す
べ
て
(
並
戸
通
の
)
遺
産
で
あ
る
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
・
一
二
)
と
言
わ
れ
て
お
り
、
聖
職
者
が
「
へ

i
ル
ゲ
ヴ
ェ
l
テ
」
を
遺
さ
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
彼
等
が
「
へ
l
ル
ゲ
ヴ
ェ
!
テ
」
を
相
続
し
な
い
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
聖
職
者
」
は
|
|
「
女
性
」
と
同
じ
く
l
|
、
「
い
か
な
る
武
器
を
も
帯
ひ
な
い
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
「
古
来
の
平
和
」
な
い
し

「
国
王
の
(
日
々
の
)
平
和
」
に
与
っ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
一
・
六
六
・
一
、
一
二
・
二
)
。
ま
た
、

(
5
2
2
&
S
E
H
「
騎
と
の
出
自
を
も
っ
」
の
中
の
)
監
の

語
に
は
「
性
質
」
・
「
特
質
」
の
意
味
も
あ
り
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
七
・
二
(
の
「
騎
土
の
虫
を
も
た
な
い
者
」
)
そ
の
も
の
が
文
言
上
「
聖
職
者
」
(
一

般
)
を
含
む
可
能
性
も
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

北法50(6.67)1397 



説

(
引
)
な
お
、
本
文
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
に
省
略
し
た
が
、
ラ
ン
ト
法
一
・
二
五
・
三
は
、
こ
の
後
さ
ら
に
、
「
た
と
え
彼
が
一
年
(
の
試
修
期
間
)

以
内
に
(
修
道
院
か
ら
)
去
っ
て
も
、
人
が
こ
の
(
H
彼
が
修
道
院
に
入
っ
た
)
こ
と
に
つ
い
て
、
(
お
そ
ら
く
、
ラ
ン
ト
法
廷
で
は
)
彼
が
入
っ
た
と
こ
ろ

(
日
修
道
院
)
の
修
道
士
た
ち
を
、
ま
た
は
、
(
レ
l
ン
法
廷
で
は
)
彼
が
そ
こ

(
H
修
道
院
)
で
生
活
し
て
い
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
の
あ
る
彼
の
向
身

分
者
(
な
い
し
、
家
臣
仲
間
)
の
う
ち
七
人
の
者
を
証
人
に
も
つ
限
り
(
以
と
の
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
続
き
、
さ
ら
に
ラ
ン
ト
法
二
・
ニ
二
・
三

も
、
「
た
と
え
彼
が
そ
れ
(
H
修
道
院
に
入
る
こ
と
)
を
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
で
な
さ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
彼
が
そ
の
後
そ
れ
を
否
認
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

人
は
彼
に
対
し
そ
れ
を
裁
判
所
(
H
具
体
的
に
は
、
裁
判
官
の
証
言
)
な
し
に
証
人
に
よ
り
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
一
旦
修
道
院
に
入
っ
た

者
に
と
っ
て
き
び
し
い
証
明
手
続
を
定
め
、
「
彼
は
、
(
試
修
期
間
を

rえ
て
)
(
服
従
の
)
契
約

(
Z
2
S
S
H
C
m
-
E
E
m
)
を
立
て
た
に
せ
よ
(
ま
だ
)
立
て

て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
へ
!
ル
シ
ル
ト
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
再
び
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
・
へ

l
ル
シ
ル

ト
と
の
断
絶
を
強
調
し
て
い
る
。

(
臼
)
前
註
(
引
)
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
-
一
一
五
・
一
一
一
お
よ
び
二
・
二
二
・
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
試
修
期
間

内
に
修
道
院
を
去
っ
た
者
が
「
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
を
保
持
(
な
い
し
、
恢
復
)
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。

(
臼
)
前
註
(
印
)
の
よ
う
な
考
量
が
必
要
に
な
る
の
も
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は
、
(
一
般
の
)
「
聖
職
者
」
が
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
(
あ
る
い
は
、
レ
ー
ン
法
(
上
の

能
力
)
)
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
明
示
的
に
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
明
維
に
は
)
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
併
)
こ
の
箇
所
、
「
邦
訳
」
で
は
「
教
会
裁
判
所
の
法
に
従
っ
て
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
改
め
た
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お

い
て
は
、

B
n
Z
の
詩
は
一
般
に
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
語
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
(
圧
倒
的
に
)
多
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
石
川
「
ラ
ン
ト

法
と
レ

l
ン
法
」
、
一
ム
ハ
一
一
一
良
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
と
え
ば

s
-
2
5
n
z
n
と
い
う
表
現
も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
」

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
レ

l
ン
法
(
の
冷
則
)
上
」
と
い
う
意
味
に
な
る
場
合
は
例
外
的
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
向
上
、
一

六
今
一
一
孔
-
賀
、
お
よ
び
、
一
六
一
-
人
以
(
の
要
約
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
臼
)
こ
の
件
、
原
文
は
∞

5
ロ
ヨ

g
E出向門ぴ岡田町
C
℃

m
a
q
m客
足
mamZσ
宮
島
由

n
z
=頃
内
庁
己

g
z
q
R
E
Z耳
目
円
で
あ
り
、
「
邦
訳
」
は
、
「
誰
し
も
へ

l
ル

シ
ル
ト
を
有
す
る
者
が
司
教
、
(
大
)
修
道
院
長
ま
た
は
(
大
)
修
道
尼
院
長
に
選
ば
れ
た
場
合
に
は
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
法
的
に
も
内

容
的
に
も
誤
っ
て
い
る
と
一
一
日
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
文
法
的
に
は
、
文
頭
の
∞
者
g
は

(
2
2
0
H
5
2
E
n
Eヨ
ヨ
日
と
は
異
な
り
)
君
。
吉
田
巴

n
z
E
S
R

の
意
味
で
あ
り
、
ま
た

Z
5
2
は
三
人
称
・
複
数
で
あ
っ
て
|
|
ラ
ン
ト
法
一
・
二
六
・
一
、
二
・
四
八
・
二
、
〔
三
・
九
・
乙
な
ど
を
参

照
i
t
1
1
、円】伺色町ロ

E
2
5旨
5
5
2
が
室
町
ロ
に
か
か
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
立
国
円
。
音
色

qnσσ
刊
号
。
込

R
S
σ
a
-
R
F
mロ
に
か
か
っ
て
い
る
。
(
し
た

~ti去50(6 ・ 68)1398 
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

が
っ
て
、
こ
の
点
だ
け
か
ら
言
っ
て
も
、
せ
め
て
「
人
が
へ
l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
司
教
ま
た
は
修
道
院
長
ま
た
は
修
道
尼
院
長
を
選
挙
す
る
(
あ
る
い
は
、
選

挙
し
た
)
場
合
」
と
訳
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
)
。
し
か
し
「
邦
訳
」
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
内
容
に
か
か
わ
る
誤
訳
が
含
ま
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
司
教
や
修
道
(
尼
)
院
長
に
選
ば
れ
る
の
は
(
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
、
へ
1
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
)
「
聖
職
者
」
(
あ
る
い
は
「
修

道
士
」
)
で
あ
り
、
彼
等
は
「
教
会
諸
侯
」
に
選
ば
れ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
い
は
、
「
教
会
諸
侯
」
に
選
ば
れ
て
は
じ
め
て
、
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
」
(
具
体

的
に
は
、
第
二
シ
ル
ト
)
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
。
本
文
の
訳
は
こ
の
点
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前

し

l
ノ

註
(
剖
)
に
訳
出
し
た
レ

l
ン
法
二
・
六
日
「
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
あ
る
女
性
が
選
挙
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
受
領
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
」
、
お
よ
び
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
件
で
は
あ
る
が
、
「
諸
侯
主
の
出
自
」
(
末
尾
)

の
「
い
ず
れ
の
司
教
も
、
ラ
イ
ヒ

(
H
国
王
)
か
ら
ザ
ク
セ
ン
の
地
内
に
旗
レ
l
ン
(
こ
の
場
合
、
お
そ
ら
く
務
レ
l
ン
を
も
含
む
「
諸
侯
レ
l
ン
」
の

意
)
を
授
封
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
場
合
に
は
」
(
な
お
、
こ
の
件
の
「
邦
訳
」

も
以
上
の
よ
う
に
改
め
た
い
)
、
と
あ
る
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
前
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
直
後
の
三
・
五
九
・
二
に
お
け
る
「
皇
帝
」
の
語
を
、
ま
た
、
(
こ
の
条
項
を
含
め
て
)
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
宮
Z
R
の
用

語
法
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
八
O
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
訂
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
八
O
四
頁
、
お
よ
び
、
註
(
別
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
槌
)
「
レ

1
ン
法
」
の
部
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
一
条
項
(
H
レ
l
ン
法
一
一
一
・
二
|
|
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
改
め
て
検
討
す
る
が
、
前
稿

(
三
)
、
註
(
問
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
第
六
シ
ル
ト
を
も
っ
者
が
(
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
)
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
の
家
臣
に
な
っ

て
も
第
五
シ
ル
ト
を
も
つ
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
第
七
シ
ル
ト
を
も
っ
者
が
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
参
審
自
由
人
の
家
臣
に
な
っ
て
も
第
六

シ
ル
ト
を
も
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
の

家
臣
」
と
は
、
第
六
シ
ル
ト
(
以
下
)
の
者
で
は
あ
り
え
ず
、
「
参
審
自
由
人
」
を
別
に
す
れ
ば
、
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
の
身
分
に
属
し
て
い
て

そ
の
同
身
分
者
の
家
臣
に
な
っ
た
者
に
限
ら
れ
る
(
は
ず
で
あ
る
)
し
、
第
六
シ
ル
ト
を
も
っ
「
参
審
自
由
人
の
家
臣
」
も
、
同
じ
よ
う
に
、
も
と
も

と
第
六
シ
ル
ト
を
も
っ
者
を
別
に
す
れ
ば
、
自
ら
も
「
参
審
自
由
人
」
に
属
し
て
い
な
が
ら
他
の
「
参
審
自
由
人
」
の
家
臣
に
な
っ
た
者
に
限
ら
れ
、

第
七
シ
ル
ト
を
も
っ
「
参
審
自
由
人
の
直
臣
」
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
(
は
ず
で
あ
る
)
。

(
印
)
特
に
、
次
章

-
B
お
よ
び

C
で
後
述
す
る
A

V
二
・
六
九

H

レ
l
ン
法
七
一
・
六
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
(
レ
l
ン
能
力
を
意
味
す
る

)-g司
刊
の
宮
の
語
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
そ
れ
を
「
(
又
)
授
封
(
権
)
」
の
意
味
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
。
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説
さ〉、

uHU 

(
れ
)
前
註
(
日
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
ロ
)
こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
註

(M)
、
お
よ
び
、
(
印
)
で
指
摘
し
た
レ
l
ン
法
二
・
六
に
お
け
る
「
改
訂
」
(
H
「
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
あ
る
女
性
が
選
挙
に

よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
受
領
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
取
得
す
る
場
合
」
)
は
「
教
会
諸
侯
」
に

か
か
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
改
訂
」
、
お
よ
び
、
そ
の
後
の
「
教
会
の
(
レ
l
ン
)
」
の
「
削
除
」
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
(
で

皇
帝
H

国
王
と
教
会
諸
侯
の
関
係
を
厳
密
に
考
え
直
し
た
こ
と
)
の
影
響
を
受
け
て
(
あ
る
い
は
、
そ
の
結
果
)
行
わ
れ
た
こ
と
も
(
ほ
ぼ
確
実
に
)
推
定

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
刀
)
前
註
(
臼
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
九
)
ラ
ン
ト
法
二
一
・
四
五
・
二
、
三
・
四
五
・
三
、
一
・
四
五
・
一
。

(
万
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
二
。

(
河
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
七
・
一
、
一
・
三
・
三
。

(
作
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
一
、
三
・
四
五
・
三
、
一
-
一
一
一
二
・
一
、
一
・
一
一
一
二
・
二
。
こ
の
点
、
お
よ
び
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川

「巴加

g開
問
者

qm」
、
六
一
九
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
一
-
一
、
一
・
二
二
・
二
。
こ
の
点
、
お
よ
び
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
一
一
一
一
一

1
一
一
一
一
一
二
頁
を
も

併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
二
(
。

1
a
g
の
語
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
川
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
な
お
、
本
文
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
に
省
略
し
た
が
、

ラ
ン
ト
一
・
二
二
・
こ
に
は
、
「
妻
は
、
彼
女
の
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
ま
た
彼
女
の
動
産
に
つ
い
て
も
、
(
彼
女
の
相
続
人
の
「
権
利
」
を
侵
害
し

な
い
よ
う
に
)
彼
女
の
夫
に
い
か
な
る
贈
与
を
も
与
え
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も
妻
が
ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
て
い
る

(
場
合
の
あ
る
)
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

(
却
)
前
註
(
内
)
を
参
照
。

(
む
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
六
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
三
、
一
・
四
一
、
一
・
四
四
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
一
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
部
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
百
四
個

g
寝
耳
目
円
四
」
、
六
一
八
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
制
)
一
フ
ン
ト
法
二
・
四
四
・
三
に
は
、
あ
る
者
が
「
彼
の
母
あ
る
い
は
女
性
親
の
一
期
分
に
つ
い
て
そ
れ
を
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
と
主
張
す
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(1)

る
」
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
。
こ
の
「
彼
の
母
あ
る
い
は
女
性
親
の
一
期
分
」
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
「
彼
の
父
が
妻
ま
た
は
(
「
彼
」
か
ら
見
れ
ば
姉

妹
で
あ
る
、
未
婚
の
)
娘
に
与
え
た
一
期
分
」
で
あ
る
(
石
川
、
向
上
)
。

(
出
)
前
述
し
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
・
一
に
よ
れ
ば
、
一
期
分
の
設
定
は
(
お
そ
ら
く
、
正
規

(
H
定
例
)
お
よ
び
臨
時
の
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集

会
で
)
「
相
続
人
の
承
諾
を
待
て
」
行
わ
れ
る
o

ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
・
こ
に
は
、
(
自
ら
は
承
諾
を
与
え
て
い
な
い
)
「
後
か
ら
生
ま
れ
た
相
続
人
」
で

さ
え
そ
れ
を
破
る
こ
と
を
え
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
自
ら
承
諾
を
与
え
た
「
相
続
人
」
が
そ
れ
を
争
い
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

む
し
ろ
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
相
続
人
」
で
は
な
く
て
、
し
か
も
「
そ
の
所

領
が
(
持
主
で
あ
る
女
性
の
)
死
亡
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
者
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。
一
期
分
を
設
定
し
た
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
が
(
最
も
多
く
の
場
合
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
)
「
参
審
自
由
人
」
で
あ
る
場
合
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
は
一
期
分
権
者
で
あ
る
女
性
が
相
続
人
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
、
(
大
多
数

の
場
合
)
グ
ラ
l
フ
職
に
帰
属
す
る
(
ラ
ン
ト
法
三
八
0

・
一
参
照
)
。
し
か
し
、
グ
ラ
l
フ
は
女
性
の
存
命
中
、
一
期
分
権
者
と
そ
の
所
領
の
帰

属
に
つ
い
て
争
い
う
る
よ
う
な

(
H
相
続
人
の
場
合
の
「
相
続
権
」
に
当
た
る
よ
う
な
)
い
か
な
る
「
権
原
」
を
も
も
た
な
い
。
そ
れ
に
、
含
再
開
口
ご
2
2
5

』

B
-
a
2
0
3伺
』
口
・
と
い
う
表
現
は
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
い
て
は
、
レ
ー
ン
が
持
主
の
死
亡
に
よ
り
特
に
相
続
以
外
の
仕
方
で
(
具
体
的
に
は
、
た

と
え
ば
、
家
臣
の
死
亡
に
よ
り
主
君
の
手
許
に
戻
り
あ
る
い
は
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
の
手
に
移
る
、
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
)
誰
か
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
レ
l
ン
法
五
・
一
、
一
入
、
五
七
・
一
、
五
七
・
四
、
七
一
・
五
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の
「
そ
の
所
領

が
(
一
期
分
権
者
の
)
死
亡
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
者
」
が
「
主
君
」
、
そ
の
中
の
唱
え
H
所
領
)
が
「
レ

l
ン
」
を
指
す
可
能
性
は
決
し
て
小
さ
く
な
い

(
因
み
に
、
加
E
の
語
は
「
レ
l
ン
法
」
で
は
最
も
多
く
の
場
合
「
レ
l
ン
」
を
指
す
)
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
に
挙
げ
た
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る

5
E
2
2
の
用
例
の
う
ち
、
レ
ー
ン
法
一
八
、
五
七
・
四
、
七
一
・
五
の
三

条
項
は

A
V
に
対
応
条
項
が
な
く
、

A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
レ
l
ン
法
五
・
一
と
五
七
・
一
で
も
|
|
後
註
(
伺
)
お
よ
び
(
川
)
で
改
め
て
述

べ
る
よ
う
に

1
1
5
8
2
2
の
誇
は
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
に
姿
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
語
は
、
「
レ
l
ン
法
」
へ
の
「
独

訳
」
な
い
し
「
補
足
」
の
際
に
は
じ
め
て
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
影
響
を
(
も
)
受
け
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
レ

i
ン
法

六
・
二
は
、
(
お
そ
ら
く
対
応
す
る
A
V
一
e

二
五
H

「
同
じ
よ
う
に
ま
た
、
息
を
欠
く
家
臣
は
、
主
君
が
誰
か
(
他
の
家
臣
)
に

2
3
n
g
g
σ
s
o
p
-
F
(
後
述

す
る
よ
う
に
、
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
」
)
を
授
け
て
い
た
場
合
を
除
き
、

-EEng-。
σ
g色
n
E
(
レ
l
ン
の
占
有
権
)
と

g
s
p
z
E
(
レ
i
ン
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、

レ
l
ン
の
占
有
)
を
主
君
に
相
続
さ
せ
る
(
Z
B
島
包
)
」
を
直
訳
し
て
)
、
「
し
か
し
、
息
を
も
た
な
い
い
ず
れ
の
家
臣
も
、
主
君
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)

に
つ
い
て
(
別
な
家
臣
に
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
封
与
し
て
い
た
場
合
を
除
き
、
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)
を
主
君
に
相
続
さ
せ
る

(mB
昌
烏
口
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zm司
自
口
)
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

A

V
に
対
応
条
項
が
な
く
「
レ

l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
(
と
目
さ
れ
る
)
レ

l
ン
法
一
二
・
三
は

(
文
一
一
一
日
上
こ
れ
と
対
立
す
る
形
で
)
「
な
ん
び
と
も
レ

i
ン
を
相
続
さ
せ
る
(
由
民
同
)
こ
と
は
な
い
、
父
が
子
に
(
そ
れ
を
相
続
さ
せ
る
)
以
外
は
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
著
者
ア
イ
ケ
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
執
筆
(
な
い
し
独
訳
)
の
際
に
、
「
相
続
」
は
血
族
問
で
し
か
行
わ
れ
な

い
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
結
果
、
「
レ

l
ン
法
」
に
「
補
足
」
し
た
条
項
に
お
い
て
(
だ
け
)
は
、
「
相
続
」
以
外
の
「
死
因
帰
属
」
に
つ
い
て
は
い
わ

ば
「
意
識
的
」
・
「
自
覚
的
に
」
白
2
2
の
語
を
避
け

5
5
2
2
の
語
を
用
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

(
部
)
第
三
章
・

A
で
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
総
じ
て
「
レ
l
ン
法
」
に
お
い
て
レ
l
ン
に
関
す
る
一
期
分
が
問
題
に
な
る
場
合
、

一
期
分
権
者
と
し
て
現
れ
る
女
性
は

l
!
?ブ
ン
ト
法
」
の
場
合
と
は
異
な
り

l
l
「
妻
」
に
限
ら
れ
、
「
女
性
親
」
は
姿
を
見
せ
な
い
。

(
訂
)
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
妻
が
先
に
死
亡
し
た
場
合
、
一
期
分
(
の
権
利
)
は
(
妻
の
存
命
中
に
限
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
)
当
然
消

減
し
、
そ
れ
が
設
定
さ
れ
て
い
た
ア
イ
ゲ
ン
は
夫
の
手
許
に
一
反
る
。
ま
た
、
妻
(
自
身
)
の
(
ア
イ
ゲ
ン
を
も
含
む
)
そ
れ
以
外
の
財
産
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
妻
の
法
定
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
二
・
一
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
槌
)
同
じ
く
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
こ
の
場
合
妻
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
は
後
見
人
(
が
同
時
に
妻
の
法
定
相
続
人
で
な

い
限
り
、
そ
)
の
承
諾
が
な
く
て
も
処
分
で
き
る
が
、
一
期
分
に
つ
い
て
は
(
夫
お
よ
び
夫
の
相
続
人
の
権
利
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
少
な
く
と

も
夫
お
よ
び
そ
の
相
続
人
の
同
意
な
い
し
承
諾
が
な
け
れ
ば
)
処
分
で
き
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
三
二
、

お
よ
び
、
(
す
ぐ
に
後
述
す
る
こ
・
一
二
・
二
の
後
段
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二

o
l
一
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
卯
)
前
註
(
部
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(卯・

a)
前
註
(
却
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
引
)
た
だ
し
、
そ
の
法
定
後
見
人
は
、
前
註
(
釘
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
(
夫
の
で
は
な
く
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Die Heerschildornung im Sachsenspiegel (1) 

- 1m Zusammenhang mit der Entstehung des Rechtsbuchs -

Takeshi ISHlKA W A * 

Vorb巴merkung(= Fragestellung) 

1. 1m jungsten Aufsatzl) hab巴ichversucht， die Rolle oder die Stellung des Lehnrechts 

in der Verfassung， soweit sie aus den Text'巴nd巴sSachsenspiegels zu entnehmen ist， 

klarzustellen. Dabei habe ich in mehreren， nicht unwichtigen Hinsichten auf Uneinig-

keiten oder Widerspruche zwischen d巴mLand-und Lehnrecht des Rechtsbuchs stosen 

mussen. 

Z.B.b巴sagtder Artikel Lnr. 54 92 wie folgt: Doch n 'is des mannes herscilt dar mede 

nicht genedert， of he sines genoten man wert unde san gut van eme untvet dorch 

dots!ach， deste de manscap nicht geeift ne werde. 

1m Lehnrecht des Sachenspi巴gelsgilt im aJlgemeinen der Grundsatz， daβein Mann， 

der seines (Iehnrechtlich巴n)Standesgenossen Vasall geworden ist， damit s巴inenSchild 

(um einen) herabgesetzt hat. Der oben zitierte Artikel soJl also davon einen folgenden 

Fall ausnehmen， das ein Mann， der einen Verwandten seines Standesg巴nossentot-

geschlagen hat， wahrscheinlich um es zu suhnen， d巴sletzteren Vasall geworden ist und 

von diesem sogar mit einem Gut b巴lehntworden ist， soweit diese Vasallitat auf seinen 

Sohn nicht vererbt wird (also sein ganzes L巴benlang). 

* Professor (em巴ritus)an der Hokkaido Univ巴rsitat.
1) Lehnrecht und Verfassung im Sachsenspiegel， in di田erZeitschrift， vol. 50， no. 3-5， 1999-2000 

(deutsche Zusammenf"，，，ung， in vol， 50， no. 5). 

I 北法50(6・308)1638



Vol.50 No.6 (2000) The Hokkaido Law Review 

Auch im Landrecht unseres Rechtsbuchs gi1t zwar immer noch ein a1teres Prinzip: 

Wo kein Klager， da kein Richter. Nach dessen Frisdensrecht sollte jedoch ein Totschlager 

enthauptet werden (Ldr. 1113 ~5). Uberdies ist im Landrecht eine folgende Bestimmung 

zu finden: Auch diejenigen， die einen Di巴bstah1oder Raub (wahrschein1ich auser-

gerichtlich) suhnen， sind alle (vor Gericht) fur rechtlos zu erkl託ren，man spricht ihnen 

auch Eigen und Leh巴nab (Ldr. 1 38 ~~ 1 u. 2). Dem (neueren) Grundsatz des Landrechts 

(= Friedensrechts) zufolge ware also soloh eine Rege¥ wie Lnr. 54 ~2 kaum anzu-

nehmen. 

2. Den Grund zu solchen Uneinigk巴itenoder Widerspruchen zwischen dem Land-und 

Lehnrecht unseres Rechtsbuchs habe ich im folgenden gesucht: W泊renddas (gemeine) 

Lehnrecht der damaligen Wirklichkeit am nachsten steht， nimmt das Landrecht， beson-

ders aber dess巴nFriedensrecht， in hoherem Mase den Charakter von einem ldealbild des 

Spieglers an. 

Besonders zu bemerken sei in diesem Zusammenhang die folgende Quellenlage in 

unserem Rechtsbuch: Die Artikel， die von mir als Beleg fur das gemeine Lehnrecht (mit 

sorg誌ltiggeschutzten Vasallenrechten) herangezogen sind， haben meistens im Auctor 

vetus de beneficiis eine Parallele， bei den Artikeln dagegen， woran ein Versuch， auch das 

Lehnrecht zu einem positiven Element der Staatsverfassung zu machen， erkennbar ist， 

handelt es sich m巴istensum solche， die im Auctor vetus keinen entsprechenden Artikel 

haben. 

Die Feststellung dieser Tatsache hat mich， nolens volons， zur Frage nach der 

Entstehung des Sachsenspiegels gefuhrt. Denn der unlangst wiederaufgelebten Ansicht 

zufolge stellt der Auctor votus nicht nur lateinisch巴 Urfassungdes Sachsenspiegel-

Lehnrechts dar， sondern auch der lehnrechtliche Teil uns巴resRechtsbuchs ist sowohl 

auf latein als auch auf deutsch zuerst， d. h. fruher als der landrechtliche Teil， geschrieben. 

Dies vorausgesetzt， sol¥t巴nalso die Artikel im Lehnrecht， die im Auctor vetus keine 

Parallele haben， jedenfalls erst nach der Entstehung der lateinischen Urfassung des 

Landrechts， und zwar moglicherweise unter dem Einflus davon， erganzt worden sein 

3. Diese Ansicfht uber die Entstehung unseres Rechtsbuchs entspricht freilich der 

Quellenlage， die ich im letzten Aufsatz beobachtet habe， alIgemeinen sehr gut. In Bezug 

auf den oben angefuhrten Artikel Lnr. 54 ~2 erhebt sich jedoch eine neue Frage: Warum 

hat denn unser Spiegler gleichzeitig mit den Artikeln， die sich mit der Verfassung 
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befassen und auch das Lehnrecht zum positiven Element der Verfassung zu machen ver-

suchen， eigens solch einen“archaisch巴n"Artikel erganzt?2) 

In diesem Aufsatz soll， zunachst die oben zusammengefaste Ansicht uberdie Entstehung 

unseres Rechtsbuchs als巴ineArbeitshypothese vorausgesetzt， auf diese Frage eingegangen 

werden. Damit soll gleichzeitigj巴dochdiese Ansicht selbst auf ein konkretes Problem hin 

uberpruft und hoffentlich auch best詰tigtwerden 

1. Die Heerschildordnung im Auctor vetus 

1. Wenn wir uns auf den eikischen Text einschranken， so finden wir im Lehnrecht des 

Sachsenspiegls das Wo目hersciltan 30 Stellen der 20 Artik巴).3)Zudem istdas Wortsciltan 

6 Stellen der 5 Artikel im Sinne vom“(einzelnen) Heerschild" gebraucht.4) Von diesen 

insgesamt 24 Artikeln5) haben die ¥0 in (d巴n12 des) Auctor vetus einen entsprechenden 

Artikel，6) Dagegen haben die ubrigen 14 im AV keine Parall巴le.Aus巴rdemerscheint 

im AV das Wort clypeus (= Schild) im einen Artikel， der zwar im Ssp-Lehnrecht eine 

Parallele hat， wo aber ein entsprechndes Wort wie herscilt oder scilt fehlt.7) 

In diesem Kapitel sollen eigentlich solche Artikel im A V behandelt werden， entweder in 

denen das Wort clypeus vorkommt oder doch in deren Parallele im Ssp同LehnrechtdasWort 

herscilt oder scilt. Dazu seien aber， um sie genauer zu begreifen， auch die weiteren 

5 Artikel hinzugefugt， die gleich vor oder nach ihnen stehen und inhaltlich mit 

ihnen unvertrennbar zusammenhangen.8) Zugleich wollen wir alle diese Artikel mit den 

entsprechenden im Ssp-Lehnrecht genau (= Wort fur Wort) vergleichen. 

2. Uber die Heerschildordnung im A V ist dadurch etwa folgendes kalrgestellt: 

1) 1m A V gibt es schon di巴Vorstellungvom Heerschild als etwas， was mit dem 

2)A.a.o‘(deutsche Zusammenfassung， S. XXVI， Fn. 14) 

3) Lnr. 1， 2 ~2， ~4 (2ma1)， ~5 (3ma1)， ~6 (3mal)， ~7 ， 23 ~1 ， 47 ~2 ， 54 ~2 ， 56 *1 (2ma1)， ~5 ， 69 *1 (2ma1)， 

~8 ， 71 *20， *22， 75 ~ 1 (2mal)， ~3 ， 80 ~2 (2ma1)， ~3 ， 77 (2maJ) 

4) Lnr. 1， 21 ~1 ，昔2 (2ma1)， 25 ~3 ， 54 ~1. Auserdem erscheint das Wort scilt (sowie sciltlen) in Lnr. 78 

自1.Aber dort ist田 wort1ichim Si即時vomSchi1d (als Ding) gebraucht 

5) In Lnr. 1 erscheinen beide Worter herscilt und scilt zugleich 

6)Lnr. I=AVI2， 13. 2*2=15 ， 2~4=16， 2 ~6=17， 23 ~1 =150， 25 ~3=161 ， 47 骨2= 1112， 54 ~1 = 

1124，1126，69 *1 = 1157， 71 ~20= 1lI4 

7) A V 1 58 = Lnr. 25 ~ 1. Auserdem erscheint das Wort clypeus auch in 1Il 21. Aber dafur gilt dasse1be， 

wie es oben in Fn. 4 bemerkt ist 

8) A V 1 4 = Lnr. 2 ~2 ， 1 57 = 25 * 1， 1 60 = 25 ~3 ， 1 111 = 4H2， III 3 = 71 * 19. 
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Konig beginnend bis an den siebten reicht. Bewust ist auch， wie der Ausdruck regalis 

clypeus (s. unten) zeigt， das es sich dabei um eine (Iehnrechtliche) Standeordnung mit 

dem Konig an der Spitze handelt (A V I 2 = Lnr. 1). 

2) AusdTUCklich gesagt ist， das die LaienfUTsten den dritten Schild haben， und daraus 

ist ohne weiteres zu schliesen， das die geistlichen Fursten den zweiten haben (A V I 3 = 
Lnr. 1). Aber die letzteren sind nur von den “Bischofen" (= episcopi) verteten und es ist 

nicht ausdTUcklich erw泊nt，das auch Abte und Abtissinnen dazu gehoren.9) 

3) Auch (Iandrechtliche) Geburtsstande derer， die unter den Fursten stehen， sind nicht 

genannt， infolgedessen kommen die Freie Herren sowie die Schりffenbarfreiein der 

Heerschildordnung uberhaupt nicht vor. 10) 

4) Erkl語rtist dann die Frage， wer ius beneficiale hat (= lehnsf五higist)， indem man 

diejenigen， die iure carent beneficiali， aufzahlt， in einer negativen Formulierung. Darin 

finden wir zwar bereits eine Auffassung， das ein (Iandrechtlich) Rechtloser notwendi-

gerweise lehnsunflihig sein sol!. 1m grosen und ganzen st巴htabereine“berufsstおIdische"

Auffassung im Vordergrund. Um lehnsflihig zu sein， mus man n釦llichinsbesondere ex 

homine militari sein， und zwar ex parte patris et aνi. Dagegen ist ein Fordemis， Freier 

zu sein， nicht ausdrucklich genannt (A V I 4 = Lnr. 2 91 ) 

5) In einem nachfolgenden Artikel sind die Worte quibus deest clypeus regalis mit 

denen qui iure carent beneficiali gleichbedeutend gebraucht (A V I 6 = Lnr. 2 92). 

(Zudem sind die Wo巾 pe砕ctusin (b卸売戸ciali)iure (A V I 7 u. I 6) in vulkomen an 

(od. in) deme herscilde (Lnr. 2 96， u. 94)品bertragen).Damit ist einwandfrei bestatigt， 

das auch die Wort巴iusbeneficiale in A V 14 (sowie lenrecht in Lnr. 2 92)“Lehns伝higkeit"

bedeuten und das man， um lehnsf五higzu s巴in，einen regalis clypeus (= herscilt) haben 

mus.ll) 

9) Vg1. dazu Ldr. I 3 ~2 u. III 59 ~I ， woruber noch unten zu behandeln sei. Allerdings erscheinen die 

Worter abbas und abbatissa in A V I 131 (sowie， abbet und ebbedische in Lnr. 63 ~2). Dort ist戸doch

nur uber die Manigfaltigkeit des Dienst(mannen)rechts unter ihnen geredet. So kann man nicht daraus 

mit Sicherheit einen Schlus ziehen， das es sich dabei um sie als Reichsfursten handelt 

10) Vgl. auch dazu Ldr. 1 3 ~2. In Lnr. 24 ~8 ist zwar von egen oder vri gesprochen. Es bezieht sich 

jedoch auf den Boten， den der Vasall zu seinem Herren schickt. Ubrigens ist hier sinngemas folgendes 

betont，“wenn auch der Bote egen (ein Unfreier = Dienstmann) ist'¥ 

11) ln A V I 50 (= Lnr. 23 ~ 1) ist eine folgende Vorschrift zu Jes叩:Dominus nullius hominium recipere 

renuat， nisi illius. qui regali clypeo careat. Dabei sei der Grund fur die Ausnahme daiin zu suchen， 

d必quiregali clypeo (= herscilt) caret lehnsunfahig ist 
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6) Trotzdem darf ein He汀巴inemderer， die kein ius beneficiale haben (= lehnsunf五hig

sind) benefia verleihen. In diesem Fall erwirbt der Belehnte zwar von dem Herren 

beneficiorum iura (= (1巴hnrechtliche)Rechte an dem Gut)， dies巴beneficiakann er aber 

weder auf seinen Sohn vererben， noch an einen anderen Herren folgen (= beim He汀en-

wechsel von neuem od. oberen Herren die Erneuerung der Belehnung mit diesen beneficia 

verlangen) (A V I 5 = Lnr. 2 ~2). Zudem mus er einige Beschr品目kungenin Tatigkeiten 

(oder “Rechten") im Lehngericht des Herren hinnehmen.12) 

7) Trotzdem finden wir auch einen Artikel， der (sozusagen als etwas Selbstver-

standliches) voraussetzt， das homo peゆctusin beneficiali iure (= an deme herscilde) 

von einem (eigentlich) lehnsunfahigen Herren belehnt ist (A V I 7 = Lnr. 2 ~6). 1m 

Zusammenhang damit sei vier巴rleizu bemerken 

a) Daraus sei zu schliesen， das derjenige Lehnsunf五hige，der von einem Herren mit 

einem Lehnsgut belehnt ist， es seinem (eigenen) Vassallen weiter verleihen d訂正13)

Uber die Stellung solch eines (After -) Vasallen ist zwar in d巴msselbenArtikel ausdrucklich 

erw品hnt，das er keinen Anspruch auf die Belehnungserneuerung bei einem anderen 

He町enhat.14) Dies ausgenommen， ist aber im A V keine weitere Bestimmung daruber 

zu finden 

b) Insbesondere aber ist auch solch eine Bestimmung， wie ein Vasall. der von einem 

(巴igentlich)lehnsunfahigen Herren belehntist， damit seinen Schild (umeinen) herabsetzten 

oder sogar verlieren sollte， nirgendwo zu finden 

c) 1m einschlagigen Artikel erscheint clericus vel mulier (AV I 7， pape oder wif in 

Lnr. 2 ~6) sozusagen als Vertreter der (巴igentlich)lehnsunfahigen He町en，die trotzdem 

12) Vgl. dazu AV I 6 = Lnr. 2 !i2， u. g4; AV II 57 = Lnr. 69 gl 

13) Aush im eben erwahnten AV 1 5 (= Lnr. 2 g2) ist es， im Gegensatz zum Vererben auf den Sohn 

sowie zum Verlangen der Belehnungsemeuerung beim anderen Herren， nicht ausdrucklich verboten， 

14) haec beneficia in alium dominum non sequator (AV I 7). 1m ubrigen sei auf folgendes hinzuweisen: 

V 

Der Artkel， der darauffogend， wie es gleich unten zu behandeln ist， den Ausnahmefall davon be-

schreibt， schliest mit dem folgenden Satz ab: in his homo benefiale ius habebit. 1m Ssp-Lehnrcht (2 g6) 

istt diese Stclle ubertragen in ; dat gut mogen se lien. unde de附 gudemach men vo{gen an enen 

anderen herren. Hier finden wir nicht nur eine konkrete Verdeutlichung， sondem auch eine Tendenz， 

das Wort lenrecht (im Sinne vom Recht des Vasallen am Lehnsgut) ausschlieslich in dem Fall， das es 

konkret“Afterbelehnung" bezeichnet， zu gcbrauchen. Immerhin bedeutet das Wort im Ssp-Leh町民ht

manchmal (besonders im Ausdruck lenrecht dun)“Afterbelehnung". (Wenn dem so ist， kann bereits 

das Wort lenrecht， das beneficiorum iura (A V I 5) ubertragt (s.o.)，“das Recht der Afterbelehnung" 

bedeuten oder doch mit eing児ifen)
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einem am Heerschild vollkommenen Vasallen mit dem Lehnsgut belehnen. 

d) Dort sind als Ausnahme (von der Regel a)) (beneficiα) imperialia et ecclesiastica. 

quae vir vel mulier aliqua per electionem susceperit ang巴悩hrtY)Daraus ist zwar nicht 

so schwer zu schliesen. das es sich dabei um de吋enigenoder diejen伊 handelt.der 

oder die (nach dem kanonischen Recht) zu Bischof. Abt oder Aptissin gew泊Itist. Aus 

dem Texte selbst sei jedoch der (rechtlich巴)Grund fur solche Ausnahm巴kaumzu ent-

nehmen.16) 

8) Trotz alledem gilt bereits der Grundsatz. das derjenige. der seines (lehnrecht-

lichen) Standesgenossen Vasall wird. damit seinen Schild (um einen) herabsetzt. wie 

es aus der folgenden Erklarung zu entnehmen ist目 intertium descenderunt clypeum 

laicales pricipes. cum episcorum fiebant homines. et sextum clypeum transtulerunt in 

septimum (AV 1 ~3 = Lnr. 1). 1m Zusammenhang damit sei noch zweierlei zu erwahnen. 

a) Wenn ein Herr seines (lehnrechtlichen) Standesgenossen Vasall geworden ist. hat 

er damit sein Lehen. das er seinen (eigenen) Vasallen (weiter) verliehen hat. alles ver-

10ren.17) Auch in di巴semFall (weil das Lehen in dte Hand des Oberherren zuruck-

geht) sollen seine Vasallen a¥le beim Oberherren die ~meuerung d巴rBelehnung 

15) Vgl. dazu o. Fn. 14 

16) Die entspr，配hendeSteBe im Ssp-Lehnrecht (2 ~6) ist wie folgt korrigiert: it ne si dat en pαpe oderen 
wif des rikes gut (zu bemerken 問i.das das Wort ecclesiastica ausgestrichen ist) bi kore Ullれaunde 

hnhers口ltdar4heb'be.Dazu s口zweierleizu be明町'ken.Einma1 ist die Ausnahme (durch die Weglas-

sung des Worts eccl白iastica)叫ぽd出 Reichsgutod町 aufdie (geistlichen) Fursten白ngeschrankt.Zum 

zweiten ist der (rechtliche) Grund fur die Ausnahme (durch die Erg誌nzungdes letzten Satzes) darin 

gesucht. das d阻 (geistlich叩)Fursten.回 bald引e(zu Bischof. Abt oder Abtissin) gewahlt 日nd.den 

Hee四child(= Lehnsf五higkeit)erwerben (Vgl. dazu auch Ldr. III 59 ~I = Swen men kuset biscope oder 

ebbede oder ebbedischen. de dell herscilt hebbet sowie“Der Herren Geburl" in einem nach-eikischen 

T回 te= Swelk biscop悶 ndeme rike belent is mit叩 nlenebinllen deme lande (0 Sassen， unde den 
herscilt dar af hevet) 

17) Genau町 gesagt.ist im A V wie folgt gesprochen: Dominus si per hominium suum humili加tclypeum， 

omnes ab eo inbeneficiati b馴 eficiasua suscipiant a domine s叩erio何 (1124) oder: Dominus si 

cか'peumsuum humilitat homino， omnium hominum careb叫beneficio.si illi ad superio陀 mdominum 

附 termtpet，仰 dob聞がcium(1126). D旧民iist zu bemerken. das der (rechtliche) Grund dafur， warum 

die VasaBen beirn Oberherren die Belehnungseme沼erungverlangen soBen und konnen， nicht erklart 

ist (besonders in Bezug a川11126 ware eine folgende Auslegung nicht ausgeschlossen: Der Herr verlieロ

seinen Vasa11er】(w白白r)verliehene Le曲目1，er引 dann，als (oder: erst damit， das) seine Vasal/en bcim 

Oberherren die Belehnungsemeuerung verlangt haben). Lnr. 54 ~ 1 vereinigt die beiden Artikel des AV， 

um diese Frage wie foJgt zu losen: Swen de hel陀 sinenscilt m山岡山ωIpllede附 ，al siner manne len 

he同 the阿 rloren.dat sin egen nicht n 'is， unde de man scolen er gut VQn deme overen herren U11れan.
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verlangen.18) 

b) Oabei soll der OberhelT entweder die Vasallen s巴lbermit dem Lehnsgut (erneut) 

belehnen oder sie an einen neuen Herren weisen. In Bezug auf den letzteren Fal! ist 

ubrigens wiederholt gefordert， das sie das Lehnsgut von dem neuen Herren habeant cum 

tanto honore， sicut habuerint a domino priore (der neue Herr soll also (mindestens) 

den gleichen Schild wie der fruhere Herr haben).19) Oies setzt selbstverstandlich die 

Geltung des oben genannten Grundsatzes voraus. 

3. Fur die Frag巴nachder Entstehung des Sachsenspiegels w訂巴jedochdas Gebrauch 

des Worts clypeus selbst viel wichtiger. Oazu sei (im Vergleich zum Ssp-Lehnrecht) 

besonders folgendes zu bemerken 

1) 1m A V ist das Wort clypeus schlechthin (= ohne Adjektiv beneficialis od. regalis) 

an 6 Stellen in 5 Artikeln， die im Ssp-Lehnrecht ein巴Parallelehat， gebraucht.20) Aber in 

den entsprechenden Artikeln dort kommt das entprechende Wort scilt nur an 3 Stellen 

davon vor，21) an ubrigen 3 Stellen ist es nicht zu finden.22) An 2 Stellen von den 

letzteren konnen wir jedoch auch ohne entsprechendes Wort (od. entsptechenden Satz) 

ohne weiteres den gleichen Inhalt wie im A V begreifen.23) 1m letzten ubriggeblibenen 

Artikel entsteht das Fehlen des Worts eben aus derjenigen Vereinigung der beid巴n，

nicht (vollst加dig)konsequenten Artikel， die klar eine inhaltliche“Verbesserung" 

darstsllt. 24) 

2) Was das Wort clypeus mit Adjektiv angeht， so ist im A V der Ausdruck 

(vgl. zu sin egen gleich unten Fn. 18). 

18) Die beiden Artikel im AV (1124 u. 126) ubergeht das Schicksal des Eigenlehens mit Stillschweigen 

Dagegen ist im Ssp-Lehnrecht (54 ~ 1) ein Satz: dat sin egen niι'ht n'is erganzt (s.o. Fn. 17. Auf das 

Eigenlehen sei noch unten einzugehen) 

19) AV I 124. Vgl. dazu auch AV I 57 (= Lnr. 25 ~I) u. III 15. 1m ubrigen ist in Lnr. 54 ~I (= AV I 124) 

u. 76 ~3 (= AV III 15) ein Satz wie dat he it mit also groten eren hebben， alse he it hadde van sime 

ersten herren weggelassen. Der Grund dafur sei darin zu suchen， da品diesals etw出 schonBekanntes 

vorausgesetzt ist， wie es der Satz alse dit buk hirν'ore leret (Lnr. 76 ~3) deulich genug zeigt. 

20) AV I 3 (2mal) (= Lnr， 1)， 158 (= 25 ~I) ， 161 (= 25 ~3)， I 124 (= 5HI)， I 126 (= 54 ~I). 

21) AV I 3 (ii) = Lnr. 1， I 61 = 25 ~3 ， 1124 = 54 ~1. Vgl. dazu auch o. Fn. 4 u.6 

22) A V I 3 (i) = Lnr. 1， 158 = 25 ~ 1， I 126 = 54 ~ 1 

23) Lnr. 25 ~I (= dat men iemande nedere mit deme gude. Vgl. dazu AV I 58 (= ut superior dominus in 

inferiorem clyp叩 mhominem cum suis faciat dec/inare beneficiis): Lnr. 1， wo der Satz in A V I 3 = in 

tertium descenderunt c/ypeum (/aicares principes. s. o. 2， 8)) gestrichen ist. Die “endgultige" (= heu 

tige)Gli匝lerungdes Rechtsbuchs vorausgesetzt， ist dies bereits im Landrecht (1 3 ~2) beschrieben 

24) Vgl. dazu o. Fn. 17. 
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beneficialis clypeus an einer Stelle und regalis cか'Pe凶 an4 Stellen gebraucht. 25) An 

den entsprechenden Stellen im Ssp-Lehnrecht sind sie all巴 zumWort herscilt“ver-

einheitlicht".25) 1m einen Artkel davon ist das Wort herscilt um ein vermehrt， indem 

das gleiche in einer negativen Formulierung geschrieben iSt.26) Auserdem ist das Wort 

gebraucht an 4 Stellen anstatt der Worte beneficiale ius im entsprechenden Artikel des 

AV.27) Auch in den (erst) im Ssp-Lehnrecht.“erg詰nzten"oder“ko汀igierten"Satzen 

erscheint das Wort an 2 Stellen.28) Infolgedessen finden wir das Wort herscilt， wie 

eigangs erw泊nt，insgesamt an 12 Stellen in denjenigen Artikeln d巴sSsp-Lehnrechts， 

die (bereits) im AV eine Parallele haben.29) 

3) Was die“Korrigierung" oder “Erganzung" in solchen Artikeln anbelangt， so 

finden wir nicht nur eine Ver如氏rungan Wortw油1oder Ausdrucksweise， sondem 

auch eine inhaltliche“Verbesserung"， die uns vor allem ein juristisch konseqenteres 

Denken deutlich zeigt. 30) 

4) Von den oben Ausgefuhrten waren fur die Frage nach der Entstehung des 

Sachsenspiegels zweifelsohne dis Vereinheitlichung der Terminologie und die in-

haltliche Verbesserung besonders vielsagend oder sogar entscheidend. w誌redoch so 

etwas wie folgt kaum vorstellbar: Bei der Zuruckubersetzung ins Deusche h語tteman 

einen einheitlichen Terminus technicus im Original beliebig in verschiedene Worter 

od巴rAusdrucke ubertragen oder insbesondere den einen juristisch kons巴quenten

Artikel in der Vorlage eigens in die 2 Artikel zerlegt， um den logischen Zusammenhang 

zwischen den beiden zu verderben 

Wollen wir aber daraus nicht so eilig SchluB ziehen! Sollte doch das Lehnrecht des 

Sachs巴npiegels，unsere Arbeitshypothese vorausgesetzt， nach der Entstehung des Land-

rechts moglicherweise unter dem Einflus davon weiter “korrigiert" und “erg加zt"sein. 

25) (beneficialis c.) AV 1 2 (= Lnr. 1); (regalis c.) AV 1 6 (2mal) (= Lnr. 2 ~4， ~6)， 150 (= 23 ~I)， II 57 

(=69 ~I). 

26) Lnr. 69 ~ 1 (zu AV II 57). 

27) Lnr. 2 ~4 (2mal) (zu A V II 6)， 2 ~6 (2mal) (zu 1 7) 

28) Lnr. 2 ~6 (zu AV 1 7) (vgl. dazu o. Fn. 16)， 71 ~20 (zu III 4) 

29) S. o. Fn. 6 

30) V gl. vor allem Lnr. 2 ~6 (zu A V 1 7) (s.o. Fn. 16)， 54 ~ 1 (zu 1 124， 126) (s.o. Fn. 17). Auch in Lnr 

71 ~20 ist， meines Erachtens， solch eine“Verbesserung" (im Vgl. zu A V III 4) zu finden. Darauf 

sei noch unten zuruckzugreifen 
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Wollen wir uns also nunmehr der Heerschildordung im Ssp司Landrechtzuwenden l 

II.Di巴Heerschildordnungim Ssp-Landrecht 

1. 1m Landecht unseres Rechtsbuchs erscheint das Wort herscilt an 9 Stellen der 7 

Artikel， das Wort scilt an 2 Ste¥len des巴in巴nArtikels davon.31) 1m Ssp-Landrecht sind 

die beiden Wりrteralso nicht so h詰ufigwie im Ssp-Lehnrecht gebraucht. Daran be-

merken wir dennoch in mehreren Hinsichten etwas， was im Auctor vetus (noch) nicht zu 

finfen ist. 

2. 1) 1m Landrecht finden wir zuerst eine Tendenz， m句lichstjeden (einzelnen) Schild 

je einem Geburtsstand entsprechen zu lassen oder jenen an diesen Zll fixieren. In Ldr. 1 

3 92 ist， wie bekannt， folgendωbesagt: To der selven wis (wie sieben Welten) sint de 

herscilde ut geleget， der de koning den ersten heνet; de biscope unde de ebbede unde 

ebbedischen den anderen， de leien vorsten den dridden， sint se der biscope man 

worden sin; de vrie herren den virden; de scepenbare lude und der vrier herren man 

den v併en;ere man vort den sesten. Also diu kristenheit in der sevenden werlt nene 

stedicheit ne wet， wo lange siu stan scole， also ne wet men ok an dem sevenden scilde， 

of he lenrecht oder herscilt hebben moge. Dazu sei folgndes zu bemerken. 

a) Hier erscheinen Apte und Abtissinnen zuerst neben Bischofen als Inhaber des 

2. Schilds. 

b) Hier sind zuerst auch Freie H巴rrenals 1nhaber des 4. sowie Schoffenbarfreie als 

Inhaber des 5. Schilds ausdrucklich genannt. Besonders daran erkennen wir die oben 

hingewiesene Tendenz.32) 

c) Auch hier ist aus dem Satz: sint se der biscope ma明 wordensin der Grundsatz， das 

derjenige， der seines (Iehnrechtlichen) Standesgenossen Vasall wird， damit s巴inen

Schild (um eineIi) herabsetzt， zu entn巴hmen.33)Aber im Landrecht (III 65 92) ist 

31) (herscilt) Ldr.13 ~2 (3mal)， 1 25 ~3 ， *4， 27 ~2 ， 1122 ~3 ， III 59 *1， 65 ~2; (scilり13 ~2. 

32) Zu bemerken sei dabei， da且FreieHerren sowie Schoffenbarfreie， im Gegensatz zum Konig oder 

Fursten， der nicht (ausschlieslich) nach dem“Blutprinzip" gew量hltoder emannt wird， zu den (echten) 

Geburtsstanden gehoren 

33) Ldr. 1 3 ~2 setzt sich gleich nach dem oben Angefuhrten wie folgt foロ・Deleien vorsten hebbet aver 

den sesten scilt in d，四日vendengebracht， sint se worden der biscope man. Vgl. dazu auch den gleich 

unten anzufuhrenden Artikel Ldr. 1Il 65 *2. 
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dazu eine folgende Regel neu hinzugefugt: Wert en man sines genoten man， sine bord 

noch sin lantrecht ne hevet he nicht gekrenket， sinen herscilt hevet he aver genederet. 

Dies soll eigentlich eine Vorrangstellung des Landrechts gegenuber dem Lehnrecht 

verdeutlichen， sie sollte aber auch dazu dienen， jeden Schild (besonders den 4. und 5.) 

an je einen Geburtsstand (besonders an Freie Herren und Sぬるffenbarfreie)zu fixieren. 

d) Trotz alledem ware es， wohlgemerkt， ausgeschlossen， jeden Schild vollst如digj巴

einem Geburtsstand entsprechen zu lassen， sow巴itd巴reben erwahnte Grundsatz betreffs 

der Erniedrigung des He巴rschildsdurch eine unstandesm泌igeVasallitat gilt. In der Tat 

finden wir in unserem Artikel als Inhaber des 5. Schilds neben Soh凸ffenbarfreienauch 

der vrier herren man und als Inhaber des 6. Schilds ere man， also eine Regel， die im 

Grunde auf dem Lehnrecht beruht.14) 

e) In unserem Artkel ist auch ein Bedenken: of he (= de sevende scilt otler d巴ssen

Inhaber) lenrecht oder herscilt hebben moge zum erstenmal geausert， was im A V (so-

wie im ganzen Buch des Ssp-Lehnrechts) uberhaupt nicht zu finden ist. Dies kるnnte

(einmal) daraus kommen， das unser Spiegler hier nur mit der Beschreibung der 7 

Welten im vorangehenden und der 7 Verwandschaftsgrade im nachfolgenden Artikel (= 

Ldr. 1 3 ~1 u. ~3) gleichen Schritt machen wollte. Aber巴sk凸日日記 (zumzw巳itenauch) 

eine Tendenz andeuten， das Wort lenrecht im Sinne vom Recht des Vasallen am 

Lehnsgut ausschlieslich im Fall， das es konkret“Afterbelehnung" bezeichnen， zu 

gebrauchen，巴ineTendenz， die immerhin an den “korrigierten" oder “erganzten“ 

Stellen des Ssp-Lehnrechts zu finden iSt.35) 

2) In Ldr. III 59 ~ 1 ist folgendes zu lesen: Swen men kuset biscope oder ebbede oder 

ebbedischen， de den herscilt hebbet， dat len scolen se vore untvan unde de bisorge na. 

Swenne se dat len untvangen hebbet. so mogen se lenrecht dun unde nicht er.‘Erst 

34) 1m ubrigen sei auffolgendes hinzuweisen. In den noch unten zu behandelnden Artikeln des Lehnrechts 

(= Lnr. 21 Sl， s2-diese haben beide im AV keine Parallele) finden wir sinngem紛 etwafolgende 

Regel: Der Sohn， der dem Vater ebenburtig ist， erbt des Vaters Schild， soweit er sich nicht mit ei 

ner (unstandesmasigen) Va"llitat emiedrigt (21 S 1) und: Wenn auch der Sohn des Oberherren (seines 

verstorbenen Vaters) Vasall wird， ist sein Schild damit nicht erhoht (21 ~2). Diese Regel vorausgeselzt， 

seien unter den Worten der Jreien herren man auser Schoffenbarfreien als Vasallen eines Freien 

Herren nur noch Freie Herren， die eines anderen Freien Herren Vasall geworden sind， zu verstehen， 

keineswegs aber direkte Vasallen ein田 FreienHerren， die einen niedrigeren Stand (od. Schild) als 

Schoffenbarfreie haben. Dasselbe gilt auch fur den Ausdruck ere man (als Inhaber des 6. Schilds) 

35) Darauf sei noch unten zuruckzugreifen. Vgl. dazu aber zunachst o. Fn. 14. 
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dadurch ist geklart， das die geitlichen Fursten， indem sie (口氏hdem kanonischen 

Recht) zu Bischof， Abt oder Abtissin gew品hltsind， den herscilt (= Lehnsf五higkeit)

erwerben und aufgrund dieser Lehnsfahigk巴itdat len (= in rechtlicher Hinsicht vom 

Konig zu Lehen verliehene T巴mporalia)ihren Vasallen zu Lehen weiter verleihen 

k品nnen36)

3) Die ubriggebliebenen Artikel beziehen sich alle auf den herscilt des Monchs oder 

(auch) des Pfaffen 

a) 1m Gegensatz zum pape teilt der monik mit den Brudern kein Erbe (Ldr. I 25 91). 

Der Grund dafur liegt im folgenden: Begift sek…en man， de to sinen jaren komen is， 

he hevet van lantrechte undeνan lenrechte geleget (Ldr. 1 25 93). Darauffolgend ist 

eig巴nsfolgendes betont: sine len sint van eme ledich， went he den herscαilμt op gegeれもven

heνet (ebd.) 

b肋)Der Va紅rhe創lrat旬et匂ebr昌ucht，um ins Kloster zu gehen， der Ehefrau Einwilligung zu 

bekommen. Deshalb besagt Ldr. 1 25 ~4 wie folgt: Hevet he aver sek begeven ane sines 

echten wives wille， unde irvordert se en to sentrechte (= vor Sendgericht) ut deme 

levende， sin lantrecht hevet he behalten， unde nicht sine len， der he af gestanden is. 

Darauf folgt der Grund fur dies巴nunterschiedlichen Ausgang: went en man mut sinen 

herscilt wolneder leggen ane sines wives gelof 

c) In Ldr. II 22 93 ist das Verfahren behandelt， wie man de吋enigen，der sein 

(fruh巴res)Klosterleben ableugn巴nwill， uberzeugen sollte. Am Ende des Artikels ist 

wiederum eigens betont: he hebbe horsam ged，ω1 oder nicht， he heνet doch den he rscilt 

neder geleget. 37) 

d) Wenn der Monch aus dem Lehnrecht so schroff gewiesen ist， ware es vるllig

ausgeschlossen， das der Monch (im allgemeinen， d.h. Abt und Abtissin ausgenommen)， 

wie der Pfaffe， trotz des fehlenden He巴rschildsvon巴inemHe汀enmit einem Gut 

belehnt wird. 

巴)1m letzt，巴nubriggbi巴benenArtik巴1(Ldr. I 27 92) ist davon gesprochen: lewelk man 

36) Wahrscheinlich ware also， das die“Korrigierung" und “Er民nzung"in Lnr. 2 ~6 (s.o. Fn. 16) unter 

dem Einflus von diesem Artikel erfolgt gewesen ist. VgI， ubrigens zum Ausdruck lenrecht dun in 

diesem Anikel o. Fn. 14 sowie das eben im Texte 1)， e) Gesagte 

37) ln diesem Fall scheint man ubrigens nur sein lenrechr zu bestreiten， wahrscheinlich weil町時間

lantrecht zuruckbekommen hat. Vgl. dazu den eben in b) angefuhnen Artikel (Ldr. 1 25 ~4) 
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van ridders art eザt...・daterve in den naesten mach， swe he si， unde dat herwede in den 

naesten swertmach. Swelk man van ridders art nicht n 'is， an deme tosteit des her-

scildes， de let hinder eme erveωnemene， swenne he sti杭 undenen herwede. Auch der 

Pfaffe ist nicht van ridders art. bei dem h凸目 auchherscilt auf. So sei aus diesem 

Artikel zu schliesen， das der Pfaffe das (gewohnliche) Erbe erben und es nach sein巴m

Tod auf seinen Erben vererben kann， aber kein Heergew員te.3B)

。1mLandrecht ist in der Tat ein folgender Artkel zu lesen (Ldr. I 5 9 3)・Depape 
nimt geliken del der suster in der muder rade， unde geliken del den bruderen an egene 

unde an (dem gewohnlichen) erve.39) Der pape hat also (ein wenig begrenztes， doch) 

ein Erbrecht zu Landrecht. Insow巴ithat er sein lantrecht， im Gegensatz zum Monch， 

nicht ganz verloren. B巴sonderswichtig ware dabei， das er auch das Eigen， meistens 

von seinem Vater geerbt， innehab巴nund daruber verfugen kann制 Denndamit ist 

unmerklich den Weg dazu geebnet， das der pape， wie oben gesagt， im A V sowie im 

Ssp-Lehnrecht sozusagen als Vertreter derer， die trotz des fehlenden Heerschilds von 

巴m巴mH巴汀enmit einem Gut bel巴hntsind， erscheint.41) 

3. Nunmehr wollen wir uns der (land-)rechtlich巴nStellung der Frau zuwenden. Denn 

sie erscheint nicht nur im A V sowi巴 imSsp-Lehnrecht neben dem Pfaffen als 

Vertreterin im eben巴rwahntenSinne， sondern auch von den “erg詰nzten"Artikeln des 

Lehnrechts， die noch UlJten zu behandeln sind， beziehen sich mehrere auf die 

B巴lehnungd巴rFrau

1) Jede Frau hat je nach ihrer Geburt einen Geburtsstand und ein (dem ent-

sprechendes) recht (oder lantrecht). Verheiratet sie sich mit einem unebenburtigen 

Mann， so erwirbt sie des Mannes recht und nach seinem Tod geht si巴inseigene recht 

zuruck. Aber eine Ehefrau er凶Itnur eine H語Iftevon Wergeld und Buse ihres Ehe-

38) In diesem Artikel finden wir ubrigens eine“berufsstandische" Auffassung wie in A V I 4 sowie in 

Lnr. 2 ~ I (s.o. 1， 2， 4)). VgI. dazu aber auch unten Fn. 40. 

39) VgI dazu auch den oben im Texte a) erwahnten Art. Ldr. I 25 ~3. 

40) In unserem Rechtsbuch erscheint der Schoffenbarfreie als Hauptinhaber des Eigens. In Ldr. 1 5骨3ist 

aIso am wahrscheinlichsten als pape ein (geborener) Schoffenbarfreier vorausgesetzt. Damit ist aber， 

wohlgemerkt， zugleich folgendes klarzustelIen: Obwohl im Landrecht auch eine“berufsstandische" 

Auffassung zu日ndenist (s，o. Fn. 39)， sind doch landrechtIiche Momente (besonders aber die Freiheit) 

fur die Heerschildordnung im Landrecht (jedenfalIs mit-) bestimmend 

41) VgI. dazu o. 1， 2， 7)， e) 
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manns， eine Magd od巴rungemannet wif(meisetens eine Witwe) eine H品lftevon Wergeld 

und Bus eines ebenburtigen Manns.42) Bereits darin ist deutlich gezeigt， das jede Frau 

sozusagen ein (nur， aber doch)“halbes" recht hat. 

2) Was das Erbrecht der Frau angeht， so beerbt die Frau keineswegs ihr，巴nMann， 

weil das Erben zwischen den Ehepartnern nicht erlaubt ist. Aber sie kann ihre Eltern 

beerben. Denn dabei nehmen die Kinder den ersten Platz ein， von ihnen kommen doch 

zuerst die S品hnean der Reihe， die Tochter dann in dem Fall， das es keine Sりhnegibt.43) 

Kurz， kann die Frau， di巴keineBruder hat， von ihren Eltern (m巴instensaber vom Vater) 

hintergelassene Guter erben. Zu b巴merkenist dabei， das in ihrer Erbschaft nach ihren 

Geburtsst詰nden(= konkret， falls sie eine Schるffenbarfrei巴ist)auch das Eigen mit ein-

begriffen sein kann.44) 

3) Die Frau mus -um ihr mangelhaftes oder unvollkommenes recht zu erganzen-

auf jeden Fall einen Vormund hab巴n.Dazu sei hier folgendes zu bemerk巴n.

a) lhr rechte (= von Rechts wegen bestimmter) vormunde ist fur eine Ehefrau ihr 

Ehemann， fur eine "ωget und ungemannet wif (od. wedewe) ihr (nachster und)託ltester

swertmach (meistens also ihr Vater oder Bruder)目45)

b) Wenn sie sich mit巴inemMann verheiratet， so nimmt he in sine were al er gut to 

rechter vormuntscap (Ldr. 1 31 ~2)叩 En wifne mach (deshalb) ane eres mannes gelof 

nicht eres gudes vergeven， noch笠盟問rkopen，unde f也生top laten (Ldr. 1 45 ~2).47) 

c) Magede unde ungemannede wif (dagegen) verkopet er egen ane eres vormunden 

42) Vgl. dazu Ldr.llI 45 ~2. ~3 ， 145 ~1. 

43) Vgl. dazu Ldr. [3 ~3 ， 17 *1 

44) V gl. dazu o. Fn. 40 

45) Vgl. dazu Ldr.145 ~I ，1II 45 ~3 ， 123 *1， ~2. 

46) 1m vorangehenden Artikel (Ldr. 1 31 ~ 1) ist zwar davon gesprochen: Men unde wif ne hebben t附 lf

gut加 ermeliνe. Daraus sei ab町 eme“Gutergemeinscha白"nicht zu 叫hliesen，sonder羽田ne

“Verwaltungsgemeinscha1t". Denn sie seheint nicht nur auch nach der Heirat ihr Sonderverm凸gen

gehabt zu haben (s. gleich unten Fn. 47)， sondern in Ldr. I 3 [ ~2 selbst ist auch folgendes betont: de 

man ne kan an sines wives xud，'e nene andere were winnen.附 nals he to deme ersten mit er untvenk ;n 

叩 rmunts叫伊

47) Der Artikel setzt sich gleich danach wie folgt fo目 dorcJ旨dathe mit er in den weren sit. Was damit 

gemeint ist， ist zwar nicht ganz klar. Doch ware es nicht (ganz) ausgeschlossen， daraus folgendes zu 

entnehmen: Eine (schoffenbarfreie) Ehefrau (die ihr Eigen hat) kann， zwar unter Vorrnundschafl】hres

Manns， doch gemeinsam mil ihm， sozusa哩enals“Hausheπin" nicht nur ih問 eigenenGuter. sondern 

(mogliche刊 eise)auch uber ganze Guler d町 Ehegattenjedenfalls subsidar verwalten kann (vgl. dazu 
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geloJ， he ne si dar erve to (ebd)叩

d) Maget unde wif moten vormunde hebben， und zwar damit， was se (selbst) vor ge-

richte spreket oder dut， ihr keine Nachteile bringen konne (Ldr. 1 46). FaHs ihr rechte 

vormunde nicht anwesend ist oder falls sie gegen ihn klagt， gibt ihr das Gericht einen 

νormunde oder es (= Richter) wird selber ihr vormunde (Ldr. 141 U.44).49) 

4) ln den eben Angefuhrten， wohlg巴merkt，kommt die Frau vor， die wirklich (auch 

nach ihrer Heirat) ihr Eigen beh詰It.Zugleich ist aber daraus zu entnehmen， das eine 

(Ehe-) Frau eine 1がuchtinn巴habenkann. So wollen wir uns dem Problem der Leibzucht 

(zu Landrecht) zuwenden. 

a) Ein Artikel des Landrechts (121 ~ 1) lautet wie folg: Men (= ein lnhaber des Eigens) 

mut wol vrowen egen geven to erme live mit der erven gelove， swo junk se sin， binnen 

deme gerichte dar dat egen inne leget in iewelker stat， deste dar koninges ban si. 

Danach heist liftucht (in diesem Fall) ein auf lebenslang (begrenzt) einer Frau 

gegebenes Eigen. 50) 

b) Der darauffolgende Artikel (Ldr. 1 21 ~2) besagt wie folgt: Liftucht ne kan den 

vrowen 財閥四 breken，neweder nageboren erve， noch neman oppe den dat gut irst併，

se neνerwerket selνe， so dat se ovetbome op howe， oder lude van deme gude wise， de 

to deme gude geboren sin， oder to swelker wis se er liftucht ut νan eren weren let， dar 

mach su se mede verlesen. Demzufolge ist das Recht an der Leibzucht so reichlich 

meinen， Die Gewere im Sachsenspiegel， in: Festschrift f. H. Thieme， hrsg. v. K. KROESCHELL， 1986， 

S. 64). 1m Zammenhang damit sei auch daran erinnert， das eine Ehefrau uber ihren Mann， der ohne ihre 

Einwilligung ins Kloster geht， soJch einen“Anspruch" gerichtJich geltend macht， ihn zuruckzubringen 

(s. o. 3)， b)) 

48) Anderseits sind sie nicht， wie Ehefrau (s. o. Fn. 47)， imstande. sich ins Vermogen ihr回 Vormunds

einzumischen 

49) Vgl. dazu meinen: Das Gericht im Sachsenspiegel， in: Festschrift fur. K. Kroeschell， hrsg. v. G 

KOBLER / H. NEHLSEN， 1997， S. 88 mit Fn. 88 

50) Bei der Leibzucht (zu L田市配ht)im Sachsenspiegel handelt回目chaJso keineswegs nur um einen 

“Niesbrauch". Vielmehr gehort das Eigen， an dem die Leibzucht eingerichtet geworden ist， sofort (also 

noch wahrend des Lebens des Ubertragers) der Frau zu (danach besitzt sie es叩 terVormundschaft ihres 

M叩 ns).Wenn dem so w町民 sollteauch diese Ubergabe， nicht nur mit Einwil1igung der Erben， 

sondm auch vor gerichte geschehen sein (vgl dazu Ldr， I 52 * 1 --aber nicht nur im“echten"， sondem 
auch im“gebotenen" Ding). 1m ubrigen ist hier von swo junk se sin gesprochen. Daraus konnen wir 

mit Sicherheit schJiesen， das nicht nur der Ehemann seiner Frau， sondem auch der Vater seiner 

(jungen und vielleicht unverh口rateten)Tochter sein Eigen zu Leibzucht gibt (vgl. dazu 1ぬedingesiner 

muder oder nichte/en in Ldr. II 44 *3) 
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geschutzt， das niemand es brechen kann，die 1nhaberin verliere denn es selbst. Bereits 

hier ist aber， wohlgemerkt， mit den Worten neman oppe den dat gut irstiヴizugleich 

angedeutet， das die Leibzucht auch zu Lehen verliehen oder am Lehen eingerichtet 

werden kann. 51) 

c) 1n der Tat finden wir w巴itunten im-Landrecht zuerst eine folgende Bestimmumg: 

An笠盟主is recht 1拘etuchtder vrowen， went it en nemant gebreken mach to erme live; 

unde an主主nicht，went it en to maneger wis gebroken mach werden (Ldr. III 75 ~1) 

Daran anschliesend， lautet Ldr. III 75 2 wie folgt : Len bi eres mannes /ive is er 

gedinge; na eres mannes dode is it er rechte len. Davon st巴IItzwar der erste Satz eine 

Zusammenfassung dessen dar， was wir hier oben behandelt haben. 1n welchen 

konkreten F益lIenaber， und in welch einer Weise kann man dieses 1拘etuchtan lene 

brechen? Was ist mit dem Vergleich eines rechte len zum gedinge klarzustellen? Um 

diese Fragen zu beantworten， mussen wir jedoch auf nicht geringe Artikel des Lehn-

rechts eingehen， was zweifelsohne den Rahmen dieses Kapitels weit uberschreiten wurde. 

So wurden wir es lieber dem nachsten Kapitel III (A) u. (B) vorbehalten. 

5) Zum Schlus dieses Abschnitts soll stattdessen ein Versuch gewagt werden， auf die 

Frage zu antwo口en，warum die Frau mit dem Pfaffen als Vertreterin der，巴r，die trotz des 

fehlenden Heerschilds von einem Herren belehnt sind， erscheint oder erscheinen kann. 

1) Die Frau hat (wenn auch unvollkommenes， doch ein) lantrecht (= sozusagen 

“Rechtsf五higkeitzu Landrecht"). Besonders was eine gebor巴neSch品ffenbarfreiean-

belangt， so kann sie nach der Erbfolge (gegebenenfalls) das Eigen meistens vom Vater 

erben und auch nach Heirat das Eigen vom (meistens ebenburtigen) Mann zu Leibzucht 

51) Das Wort irslerven ist in den anderen Artikeln des Landrechts (1 5 92， 28， 52 94， III 56 93， 76 93， 80 

引，81*1)imSinnevon “von Todes wegen hintergelassen werden (und jm. zufallen)" gebraucht (aber 

es bezieht sich in 1lI 76 93 auch auf len. und in III 8091， u. 81 * I ist es auch im Sinne von “VQn Todes 

wegen ledich werden). 1m Gegensatz dazu bedeutet das Wort im Lehnrecht ausschlieslich， das ein 

Lehen， das ein Vasall besessen hat， wegen seines Todes ledich wird und entweder auf Herren zuruck-

oder auf denjenigen， der das Gedinge daran hat， ubergeht (Lnr. 5 91， 18，57 * 1， *4， 71 *3). Aus diesem 

Gebrauch d田 Wortsirslerven sei wohl zu schliesen， das als derjenige， of1f1e den dlll gul irstiゲt，nur 

der Lehnsherr in Frage kommen kann， ein Herr namlich， der die Frau mit der Leibzucht (an einem 

Lehen) belehnt hat. Denn in diesem Artikel ist nageboren erve， der also der Ubergabe zu Leibzucht 

seine Einwilliging nicht gegeben hat， bereits oben erw証hntund andere Erben， die sogar darin 

eingewilligt haben， durf，白1sie uberhaupt nicht bestreiten. 1m Lehnrecht erscheint ubrigens das Wort 

irste円enaussclieslich in den “erganzten" Artikeln oder doch an den "korrigierten" Stellen. Wahr-

scheinlich w町ealso， das der Gebrauch des Worts selbst im Landrecht beginnt 
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gegeben erhalten. 

In dies巴mFall stammt die Frau aus dem Vater van ridderes art und bei ihm wachst 

sie. Auch nach Heirat lebt sie weiter in einer ritterlichen Umgebung und zusammen mit 

dem Mann， ebenfalls van ridderes art， verwaltet sie， obwohl unter seinem Vormund-

schaft doch als“Hausherrin"， nicht nur ihr eigenes Verm句en，sondern (moglicher-

wels巴)auch ganze Guter der Familie. Stirbt dann die Ehefrau， so wird ihr Eigen von 

ihrem Erben geerbt， ihre Leibzucht fallt dagegen (falls sie den Mann uberlebt) seinem 

Erben zu. 

Das Eigen der Frau und ihre Leibzucht sind wahrscheilich am meisten als Zinsgut 

ausgeliehen， was aus dem oben angefuhrten Artikel Ldr. I 21 !i 1 zu schliesen ist. Denn 

dort ist der Fall， das se lude van deme gude wise， de to deme gude geboren sin， in den 

Beispielen， das die Frau ihr巴Leibzuchtverlieren kann， mit einbegriffenYl Aber wer 

sein Gut a1s Zinsgut ausleih巴nkann， ist nur auf denjenigen， der uber Eigen oder Lehen 

verfugt， begrenzt. Ein Zinsbauer darf keineswegs das ihm ausgeIiehene Zinsgut weiter 

ausleihen.531 Der Artikel belegt also nicht nur das eine Verschlechterung des Guts zum 

Verlust der Leibzucht fuhren kann， sondem auch das die Inhaberin der Leibzucht ein 

“grundherrliches" Leben (weiter) fuhrt. 

Esw誌renicht ganz ausgeschlossen， das eine Frau ihre Leibzucht (besonders falls sie 

einen bestimmten Umfang uberschreitet) (teilweis巴)ihrem Vasallen zu Lehen ver-

leiht.541 Wenn auch in diesem Fall der Grundsatz von der Emiedrigung des Heer-

schilds gelten mussen sollte? Kein Vasall wurde solch ein Lehen， das eine Emiedrigung 

seiner sozialen Stellung herbeifuhren konnte， keineswegs empfangen. Solch ein Grund-

satz mus also in diesem Fall巴bendieselbe Verschlechterung des Guts bedeuten， wie die 

Ausweisung der Zinsbauern aus dem Gut. 1m ubrigen ist vorausgesehen， daβnach 

52) Lnr. 73 ~ 1 lautet wie folgt: Verliet de herre en gut. dar tinsgelelden to geboren sin. oder sek in lUlI 

tinsgelt (= Zinspflicht) gekoft hebben， unde ittewas denstes dar af sin plichtich to dunde. So konnen 

wir in diesen tinsgelden eben lude， de to deme gude geboren sin finden. 1m ubrigen handelt郎副chbei 

diesen tinsgelden um laten. Darauf sei aber hier nicht einzugehen 

53) Vgl. dazu Lnr. 60 ~2 sowie meinen Aufsatz (wie Fn. 46)， S. 77 f 

54) 1m Sachsenspiegel ist zwar eine Belehnung mit dem zu Leibzucht gegebenes Eigen nicht belegt. Der 

letzte， nach-eikisch erganzte Satz d田 Lnr，2 ~7 lautet aber wie folgt: Er egen aver dat mogen se (= 

pape unde wifi verlien， unde deme mach men (= ihr Vasall) volgen all enen anderen herren，凶ldeof 

egen oppe se verstl仁丹(=irstiポ， s.o. Fn. 51)， deme mach men volgen， unde dat scol問 se lien. Hier 
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ihrem Tod das Eigen auf ihren Erben vererbt und die Leibzucht dem Erben des Manns 

zufiillt. Infolgedessen sollte eine Geltung solch einer Regel dem Erben grosen Schaden 

zufugen mussen; Insb巴sonderewurde damit sollte die Ubergabe des Eigens zu L巴ibzucht

oder di巴Leibzuchtam Eigen selbst unrealisierbar gemacht werden mussen， weil man 

dazu der Einwilligung der Erben bedarf. 

2) Auch der Pfaffe verliert nicht ganz， wie der Monch， sein lantrecht， er hat doch ein 

gewisses Erbrecht zu Landrecht. Infolgesessen kann auch der Pfaffe， wie die Frau， das 

Eig巴n(meistens vom Vater geerbt) behalten 

Auch in diesem Fall stammt er aus den sch凸ffenbarfreienVater van ridderes art und 

bis er in den geistlichen Stand tritt， w員chster bei diesem. Soweit er sein Eigen sls Zinsgut 

ausleiht， lebt er in der sakularen Welt zugleich als ein (kleiner) Grundherr. Nach sei-

nem Tod soll auch dieses Eigen auf seine Erben (in diesem Fall m巴istensaber auf sein巴

Br品der)55)vererbt werden. Aber auch seine Erben (= seine Verwandten) fuhren viell巴icht

em“ritterliches" Leben， es sei denn， das auch sie in den geistlichen Stand tr巴ten.

Falls sein Eigen (sowie sein L巴hen，soweit es ihm uberhaupt verliehen ist) seinem 

Vasallen zu Lehen (weiter) verliehen ist， sollte es also ebenfalls notwendig gewesen 

sein， wie bei der zu Lehen verliehenen Leibzucht， das die Beziehung mit seinen 

Vasallen w益hrendseiner Zeit ungeand巴rterhalten bleibt. 

3) So gesehen， waren auch die Grunde dafur gewissermasen zu begreifen， das eine 

vasallistische Beziehung mit dem Lehnsunぬhilgenden Heerschild des Vasallen nicht 

巴rniedrigtund die Frau neben dem Pfaffen als Vertreterin d巴ηenigen(eigentlich) Lehns-

unfahigen， die trotzdem von einem H巴町巴nmit einem Gut belehnt sind (und manchmal 

sogar das Lehen ihrem Vasallen weiter verleihen k凸nnen)，erscheint. 

Zugrunde liegt auch dieser Tatsache die Vorrangstellung des Landrechts gegenuber 

dem Lehnrecht， eine Auffassung namlich， das das Lehnrecht dem Landrecht folgen 

日tnamlich vorausgesetzt， das Paffe und Frau ihr Eigen zu Lehen verleihen konnen， sowie， das ihnen von 

Todes wegen das Eigen， das der eben gestorbene Herr dem Vasallen zu Lehen verliehen hat， zufallen 

kann lInd sie es in diesem Fall sogar emeut verleihen sollen. Was im folgenden in Bezug auf das zu 

Leibzucht gegebene Eigen gesagt werden拍 11，gilt， wohlgemerkt， im wesentlichen auch fur das zu 

Lehen verliehene Eigen. 

55) Dar Pfaffc kenn kein eheliches Kind haben (papen kindere crscheinen in Ldr. III 45昔9in einer Reihe 

mit denen， de unecht geboren _，in). Seine nach5ten， ebenburtigen Verwandten sind al50 meisten5 seine 
Bruder 
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oder nach den Bestimmungen des letzteren ge⑪rdnet werden soll， kein巴wegsaber 

umgekehrt das letztere durch die erstere. Sie kommt in Ldr. III 65 *2 besond巴rsklar 

und deutlich zum Ausdruck， in solch einer Gestalt， wie das die Heerschildnung 

aufgrund des Geburtsstands bestimmt werden 5011. Auf die soziale Ebene ubertragen， 

bedeutet dies in unserem Zusammenhang etwa folgendes: Beachtet w巴rdensoll 

namlich， besonders in Bezug auf die geborene schりffenbarfreienFrauen， nicht so sehr， 

das sie keinen Heerschild haben， vielmehr das sie aus dem Vater van ridderes aげ

stammen und bei ihm gewachsen sind， dann weiter zur Schicht der (kleineren) 

Grundherren geh凸renund (im Fall der verheirateten Frau. in einer ritterlichen Familie) 

ein "grundherrliches" Leben fuhren， auch ihre Guter nach ihrem Tod， in demselben 

Zustand wie fruher， auf ihr巴(eben凶rtigen)Erben vererbt werden sollen. 

Wie im 1. Kapitel erwahnt， ist eine“berufs尚ndische"Auffassung， die ridderes art 

als unentbehrliche Voraussetzung fur den Heerschild (= Lehnsf五higkeit)fordert， bereits 

auch im A V (sowie in den entsprechenden Artikeln des Ssp-Lehnrechts) zu finden 

Oanach so¥lten der Paffe und die Frau， die als gebor巴n巴 Schoffenbarfreieein 

"grundherrliches" Leben (im Fa¥l d巴rverheiratet巴nFrau: zudem in der“ritterlichen" 

Umgebung) fuhren， unter den L巴hnsu目白higendem He巴rschildam n泳;hstengestanden 

haben. Aber im Ssp-Lehnrecht sind， wie es unten im Kapit巴1IV eingehend uberpruft 

werden so¥l， nicht geringe Artikel“erg加zt'¥di巴 sichauf die Belehnung der 

Lehnsunfahigen， besonders aber der Frau， beziehen. Wenn dem so ist， durften wir 

daraus etwa folgendes schliesen: Unser Spiegler hat erst nach der ausfuhrlichen Be 

schreibung der (erb)rechtlchen Ste¥lung von Pfaffen und Frauen im Landrecht bem巴rkt，

das die Heerschildordnung erst durch die Fixierung jedes einzelnen Schilds an je einen 

Geburtsstand stabil als eine hierarchische Standeordnung funktioieren kann.56) 

56) Zu den seltenen Beispielen da自ir，das ein Artikel des A V im Ssp-Lehnrecht ganzlich gestrichen 

ist， gehort A V I 88 (= Oui secu/arem habitum in spiritualem mutat， ben祈ciumnon herediret. el be-

neficii目pectatio(= Gedinge) sit expectantibus desolatio). Auch dies konnen wir wahrscheinlich darauf 

zuruckftihren， das unser Spiegler nach der Ausfuhrung im Landrecht diesen Artikel als uberflussig 

empfunden hat. 
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